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令和元年第４回西川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

                 令和元年１２月２日（月）午前９時３０分開会・開議 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 議会諸報告 

 日程第 ４ 行政報告 

 日程第 ５ 議案の上程 

       同意第６号  西川町監査委員の選任について 

       議第４０号  損害賠償の額の決定について 

       議第４１号  山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の 

              締結に関する協議について 

       議第４２号  西川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設 

定について 

       議第４３号  社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う 

              ための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する 

              法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の設定につい 

              て 

       議第４４号  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため 

              の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に 

関する条例の設定について 

       議第４５号  西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について  

       議第４６号  西川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

       議第４７号  西川町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について 

       議第４８号  令和元年度西川町一般会計補正予算（第３号） 

       議第４９号  令和元年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
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       議第５０号  令和元年度西川町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

       議第５１号  令和元年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

       議第５２号  令和元年度西川町病院事業会計補正予算（第１号） 

 日程第 ６ 提案理由の説明 

 日程第 ７ 人事案の審議・採決 

       同意第６号  西川町監査委員の選任について 

 日程第 ８ 請願の常任委員会付託 
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出席議員（９名） 

     １番  荒 木 俊 夫 議員     ２番  佐 藤   仁 議員 

     ３番  佐 藤 光 康 議員     ４番  菅 野 邦比克 議員 

     ５番  大 泉 奈 美 議員     ７番  佐 藤 耕 二 議員 

     ８番  佐 藤 幸 吉 議員     ９番  伊 藤 哲 治 議員 

    １０番  古 澤 俊 一 議員 

欠席議員（１名） 

６番  大 江  康 議員 

──────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者 

町 長 小 川 一 博 君 副 町 長 髙 橋 勇 吉 君 

教 育 長 伊 藤   功 君 総 務 課 長 佐 藤 俊 彦 君 

政策推進課長 土 田   伸 君 町民税務課長 飯 野   勇 君 

健康福祉課長 奥 山 純 二 君 
産業振興課長 

兼 
農委事務局長 

工 藤 信 彦 君 

商工観光課長 志 田 龍太郎 君 建設水道課長 土 田 浩 行 君 

会計管理者 
兼 

出 納 課 長 
片 倉 正 幸 君 病 院 長 須 貝 昌 博 君 
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事務局職員出席者 
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書 記 飯 野 奈 緒 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○古澤議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、これより令和元年西川町議会第４回

定例会を開会します。 

  なお、６番、大江康議員から、会議規則第２条の規定により欠席届が提出され、本日の

会議は欠席となります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○古澤議長 これから本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第１号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○古澤議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は会議規則第124条の規定により、議長において、８番、佐藤幸吉議員、

９番、伊藤哲治議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○古澤議長 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期について、議会運営委員会の協議結果に基づき、本日から12月６日までの

５日間にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○古澤議長 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は本日から12月６日までの５日間に決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議会諸報告 

○古澤議長 日程第３、議会諸報告を行います。 

  最初に、議長報告を行います。 

  議会諸般の報告をいたします。 

  10月３日、４日には、最上・荘内・村山地方町村議会議長会合同研修会が最上町で開催さ

れました。本年度から最上・村山地方町村議会議長会に荘内地方町村議会議長会を加えた３

つの地方議会議長会の合同会議となり、研修会では、「県内の道路を取り巻く状況につい

て」と題して、国土交通省山形河川国道事務所副町長、石井真吾氏から講演をいただき研修

してまいりました。 

  10月16日には、山形県町村議会議長会主催の議員研修会が山形市で開催され、本町議会の

９名の議員が出席いたしました。研修会では、「議員のなり手不足と住民参画を考える」と

題して明治大学政治経済学部教授の牛山久仁彦氏から、「どうなる日本の政治と経済」と題

して政治評論家の有馬晴海氏からそれぞれ講演をいただき、研修してきました。 

  10月25、26日には、置賜・村山両町村議会議長会合同研修会が河北町で開催されました。

研修会では各町の観光施策について情報交換を行うとともに、「温泉施設から発信する観

光」と題して、株式会社河北町べに花の里振興公社取締役支配人の土田剛氏から講演をいた

だき研修してまいりました。 

  10月31日には、山形県主催の市町村長及び議長を対象とした県市町村行政懇談会が県庁講

堂で開催されました。懇談会では、県政運営の基本的考え方や市町村関連施策などの説明が

あり、その後意見交換を行いました。 

  11月８日には、大江・西川両町議会議員協議会総会・研修会が大江町で開催され、本町議

会の８名の議員が出席いたしました。総会では、主要地方道貫見・間沢線の沼山地内の改良

促進と、同じく大江・西川線の大井沢地内の雪崩防止対策促進などの県への要望事項を決定

しました。 

  総会終了後、研修会が開催され、議会運営に関する事例研究を山形県町村議会議長会事務
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局長の武田裕樹氏からご指導いただき、研修してまいりました。 

  11月13日には、第63回町村議会議長会全国大会が東京のＮＨＫホールで開催されました。

大会に先立ち、全国町村議会議長会創立70周年記念式典が行われ、改革先進議会表彰、永年

功労者表彰、特別功労者表彰など功績のあった議会、個人が表彰されました。また、安倍晋

三内閣総理大臣を初め、大島理森衆議院議長、山東昭子参議院議長など多くの来賓からこれ

までの全国町村議会が果たしてきた功績への感謝と、今後とも国と地方が一体となって地方

創生に取り組んでいかなければならないとの力強い祝辞がありました。 

  大会では初めに、全国の町村は国民生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全に

努め、伝統文化、自然を生かした地場産業を創出、個性あるまちづくりを進めてきましたが、

少子高齢化や過疎化の中で依然として厳しい経済、雇用情勢に悩まされ、地域の活力は減退

している。町村議会は持続可能な地域社会の確立と、地方創生を推進する体制整備を一致団

結して果敢に行動していくことが宣言されました。議事では地方創生のさらなる推進や町村

財政の強化など、28件の要望事項が決定。また、特別決議として東日本大震災、大規模災害

からの復興及び災害対策に対する特別決議、議会の機能強化及び多様な人材を確保するため

の環境整備の２件を決議いたしました。 

  議事終了後には、「『鶴瓶の家族に乾杯』～涙と笑いの舞台裏～」と題して、ＮＨＫ制作

局音楽芸能チーフプロデューサー、井上繭子氏から番組づくりの舞台裏について講演をいた

だきました。 

  当日は、第44回豪雪地帯町村議会議長会全国大会もあわせて開催され、豪雪地帯の個性と

活力ある発展と住民福祉の向上を図るために、雪害防除などの克雪対策に加え、利雪・親雪

対策に国土保全を含めた総合的な豪雪地帯振興対策を確立し、豪雪地帯の活性化を図るよう

８項目の要望を決議いたしました。 

  また、夕方には５名の県選出国会議員をお招きいたしまして懇談会が開催され、喫緊の課

題や重点要望について要望活動を行ってきたところであります。 

  11月14日には、山形県町村議会議長行政セミナーが東京の全国町村議会会館で開催されま

した。セミナーでは、町村議会をめぐる諸課題について、全国町村議会議長会事務総長の望

月達史氏から講演をいただき、研修してまいりました。 

  11月20日には、村山地方町村議会議長会正副議長・事務局長合同会議が大石田町で開催さ

れました。会議では、令和２年度の事業計画及び予算案などについて協議いたしました。 

  最後に、行政視察研修のため来庁されました議会について報告いたします。 
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  ９月20日、小国町議会広聴広報常任委員会の皆様が来庁されました。委員５名と事務局職

員２名の計７名が来庁され、住民と議会の対話の集い及び議会広報活動等について、本町議

会の広報公聴常任委員と意見交換を行いました。 

  また、11月５日には、福島県大玉村議会の総務文教常任委員会の皆様が来庁されました。

議員６名と事務局職員１名の計７名が来庁され、健康長寿プロジェクトの取り組み及び小中

一貫教育の取り組みについて、担当課長から説明をいただき研修されました。 

  以上、議長報告といたします。 

  次に、西村山広域行政事務組合議会報告を行います。 

  ７番、佐藤耕二議員。 

〔７番 佐藤耕二議員 登壇〕 

○７番（佐藤耕二議員） 西村山広域行政事務組合議会報告を申し上げます。 

  10月28日に開催されました令和元年第２回定例会の報告をいたします。 

  認第１号では、平成30年度西村山広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算について、歳入

総額15億5,989万5,718円、歳出総額15億4,746万291円、実質収支額1,243万5,427円の黒字決

算を賛成多数で認定いたしました。 

  なお、剰余金の処分につきましては、資金条例に基づき、財政調整基金に1,100万円を積

み立て、残る143万5,427円は翌年度に繰り越されました。 

  認第２号では、平成30年度西村山広域行政事務組合寒河江地区クリーンセンター・斎場特

別会計歳入歳出決算について、歳入総額８億4,836万9,765円、歳出総額８億1,007万4,912円、

実質収支額3,829万4,853円の黒字決算を賛成多数で認定いたしました。 

  なお、剰余金の処分につきましては、基金条例に基づき、基金に3,700万円を積み立て、

残る129万4,583円は翌年度に繰り越されました。 

  認第３号では、平成30年度西村山広域行政事務組合交通災害共済特別会計歳入歳出決算に

ついて、歳入総額1,855万6,366円、歳出総額1,735万4,175円、実質収支額120万2,191円の黒

字決算を賛成多数で認定いたしました。 

  なお、剰余金の処分につきましては、基金条例に基づき、基金に100万円を積み立て、残

る20万2,191円は翌年度に繰り越されました。 

  議第16号では、西村山広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号）について、養護老人

ホーム明鏡荘の管理運営を令和２年度から令和６年度までの５カ年間の契約とする債務負担

行為を予算に計上し、指定管理料の支払い限度額を８億576万円と設定することを賛成多数
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で決定いたしました。 

  議第17号では、西村山広域行政事務組合交通災害共済特別会計補正予算（第１号）につい

て、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3,479万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

2,862万6,000円とする補正予算を賛成多数で決定いたしました。補正内容は、町会長等が加

入、取りまとめと現金徴収を行っていたものを、申込書を郵送し、現金徴収は市町の役場窓

口で行うものとするものです。 

  議第18号では、寒河江地区クリーンセンター手数料条例の一部改正について、し尿収集手

数料を消費税法の一部改正に伴い来年４月から値上げを行うもので、賛成多数で決定いたし

ました。 

  議第19号では、養護老人ホーム明鏡荘に係る指定管理者の指定について、令和２年度から

５カ年間、これまで同様、社会福祉法人山形県社会福祉事業団を指定管理者に指定するもの

で、賛成多数で決定いたしました。 

  以上、西村山広域行政事務組合議会報告といたします。 

○古澤議長 次に、総務厚生常任委員会の行政調査報告を行います。 

  総務厚生常任委員長、伊藤哲治議員。 

〔総務厚生常任委員長 伊藤哲治議員 登壇〕 

○総務厚生常任委員長（伊藤哲治議員） 総務厚生常任委員会の行政視察研修報告を申し上げ

ます。 

  去る令和元年10月17日から19日にかけて、行政視察研修を産業建設常任委員会と合同で実

施しました。 

  10月18日に行った秋田県藤里町、藤里社会福祉協議会の視察について、次のとおり報告を

いたします。 

  藤里町は秋田県の最北端に位置しており、青森県との県境一帯は1,000メートルを超える

山並みが連なる世界自然遺産白神山地の雄大なブナの森に抱かれた町です。平成31年４月１

日現在の町の概況は、人口3,228人、世帯数1,359世帯であり、65歳以上の人口1,513人で高

齢化率は46.87％と、秋田県で２番目に高齢化が進んでいる緑豊かな町です。 

  今回の視察の目的は、地域とともに歩む社会福祉協議会のあり方を、社会福祉協議会が果

たしてきた役割とこれまでの歩み、５年間で113人のうち86人の就業を実現した先進的なひ

きこもり支援の概要、多岐にわたる町の福祉の拠点としての活動の概要等について、具体的

に実情を視察することです。 
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  藤里町は高齢化が進み、過疎の町でも生き生きと輝いて暮らしたいまちづくりを目指し、

障害者でも、高齢者でも、ひきこもり者でも、デイサービス利用者でも、施設入所者でも、

町民全てが生涯現役を目指せるまちにしたいということをモットーに、社会福祉協議会とし

て人づくり事業、仕事づくり事業、若者支援事業に取り組み、ひきこもり者支援で大きな成

果を上げ、全国的に注目をされている町です。 

  私たちが伺った翌日、ＮＨＫのテレビシンポジウム「ひきこもり115万人～人を大切にす

る社会に～」の番組に、藤里町社会福祉協議会会長である菊池まゆみさんが出演することも

お聞きし、その活動の広がりに目を見張るばかりでした。福祉の常識の枠を広げ、従来の弱

者支援から、弱者と呼ばれてきた人々がまちづくりに参加できるよう支援する活動への転換

を藤里方式として提案、この理念に沿って職員の意識改革を図りながら、頼りになる社協を

具体化してきたとのことです。その中で大きな成果を上げております。 

  ひきこもり等支援では、113人おったひきこもり者が今は25人まで減少し、「白神まいた

けキッシュ」、それと「こみっとうどん」等の製造販売、製品可能な地域の恵みを集めて町

の特産品を開発することまで始めています。 

  若者支援事業では、高齢者対策を優先してきた結果が若者にとって住みづらい町になりつ

つある。少数派の若者支援が急務なことに気づき、若者が住みやすい、住み続けたいと思う

町にしたいと考え、若者だから支える側、高齢者だから支えられる側という考えから脱皮を

図る。若者のために何ができるかについて、あらゆる角度から検討実施をしているとのこと

です。 

  また、職員の資格取得にも力を入れており、なかなか取得するのが難しい社会福祉士が12

人、精神保健福祉士が９人とすばらしい成果を上げていることに驚きを隠せませんでした。

人生の岐路に立った方、自分の新たな可能性を見つけたい方、そんな方々に藤里方式の実践

現場で人生感そのものが変わる、そんな体験も可能になるのかもしれません。 

  今回の視察を通じて感じたことは、組織を力強く牽引するリーダーシップと具体的な計画

と実践、そして事業を継続し、何よりも前を向いてやり遂げるのだという信念と気概があれ

ば、なし遂げることができるものだと痛感をさせられたことです。我が町もあらゆる可能性

は大いにあると思います。そういうふうに確信をしております。視察研修で学んだことを今

後のまちづくりに結びつけるために努力することを約束し、総務厚生常任委員会の報告にか

えさせていただきます。 

○古澤議長 次に、産業建設常任委員会の行政調査報告を行います。 



－10－ 

  産業建設常任委員長、佐藤幸吉議員。 

〔産業建設常任委員長 佐藤幸吉議員 登壇〕 

○産業建設常任委員長（佐藤幸吉議員） 10月17日から19日にかけて、秋田県五城目町、八峰

町に視察研修に行ってまいりましたので、かいつまんでその報告をいたします。 

  最初に、10月17日の五城目町の研修内容について報告をいたします。 

  研修先は、秋田県五城目町まちづくり課並びに地域活性化センターでございます。 

  研修内容といたしまして、仕事づくり、移住定住対策、少子化対策として研修してまいり

ました。 

  最初、五城目町を訪問して感じたことは、まちづくり課の存在でありました。まさに目的

を冠にしたかの存在は、まちづくりの意気込みを感じました。研修に入り、五城目町まち・

ひと・しごと創生総合戦略に基づき、澤田石課長の説明を受けましたので、その内容につい

て報告をいたします。 

  五城目町の現状認識としまして、人口減少と少子化、高齢化の急激な進行により、地域経

済の停滞とコミュニティーへの活力減退を招いているということでした。したがって、厳し

い社会環境を認識しながら活力あるまちづくりを目指すことが必然のことであったようであ

ります。そのため、人口の流出を防ぐには働く場所と仕事づくりが重要であるという観点か

ら、企業立地対策は最重要対策と位置づけたようであります。 

  また、若者の移住促進のための対策として新たなチャレンジを模索いたしました。そこで

2013年10月、廃校舎を利用した五城目町地域活性化支援センターを開設し、その対策に応え

ました。地域活性化支援センターの概要は、施設管理体制としてまちづくり課２人、アルバ

イト２人の配置。年間管理運営費は使用料収入400万、管理運営費1,000万円を見込みました。

利用部屋数は実質で、事業支援棟１棟、シェアオフィス、現在３人利用、2018年12月、指定

管理に決議され現在に至っております。 

  開設からの取り組みといたしまして、千代田区との姉妹都市交流事業によるご縁づくりか

ら、キーマンであるハバタク株式会社が入居いたしました。キーマン、移住、若い世代への

チャレンジ、地域資源の活用、格好いい田舎と発展させることができたようであります。 

  その間の取り組みとして、地域おこし協力隊の活用による古民家再生、朝市、商品開発、

遊び場、全国ＩＴ技術者と住民によるアプリ開発などが展開されました。地域おこし協力隊

は地方創生の優良事例に選ばれ、日本一の地域おこし協力隊として認められるまでになりま

した。これらの取り組みを通して得た成果は大きく、支援センターを開設した結果、20年以
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上企業誘致の成果がなかった町でありますが、関東方面や地元の企業による11社が現在入居

するまでに定着したところでありました。 

  これらの成果は、企業、住民、行政が連携し取り組んだ結果でありました。その取り組み

を支えるドチャベンチャーズ、土着ベンチャーが誕生し、移住定住、企業に関する情報を発

信し、移住者などへの支援をしているのは大きな力になっているようであります。 

  今回の視察を通して感じたことは、目標を持ち、一貫した取り組みにより住民、企業、行

政が連携している事業であり、住民にわかりやすく、協力も得やすい事業としてよい例とし

て視察することができました。 

  次に、八峰町観光協会の視察について報告いたします。 

  視察先は秋田県ＮＰＯ法人八峰町観光協会です。 

  研修内容といたしまして、観光協会の自立の可能性を学ぶということで、月山朝日観光協

会が一般社団法人に移行して間もないため、自立化の道をどう探るかが大きな関心事であり、

今後の西川町の観光のあり方を学ぶ機会として捉えることができました。 

  ＮＰＯ法人八峰町観光協会会長、太田治彦氏の挨拶と説明があり、以下、事務局板谷大樹

氏より全体的な説明をいただきました。ちなみに、板谷氏は山形県東根市の出身とのことで、

親しみを感じるとともに活躍に敬意を申し上げたところでございます。 

  以下、内容を説明したいと思います。 

  八峰町観光協会の概要の中に、「観光客の安心・安全、満足度向上並びに楽しい旅の橋渡

し役として観光客をサポートする」とあり、そのための地域課題への解決を目標としている

という、観光客の満足度をどう捉えるかに重点が置かれているところに関心がありました。 

  これまでの約30年の観光は、海、山の観光施設、直売所、保養施設などの施設整備やイベ

ントに多くの資金を投入いたしました。また、白神山地の世界自然遺産登録後の入山者は多

かったものの、最近になり激減しているということでありました。見る観光から体験する観

光、学ぶ観光への変化が見られ、その方向をどうつくるかが鍵を握っているとの判断をした

ようであります。 

  そのため、観光協会は町の公園管理、観光ＰＲ、広域連携事業、イベント開催などは町の

支援を受けて実施しておりましたが、観光資源の発掘による町の活性化の先頭になることを

決意しました。また、自主財源の確保のため、指定管理事業の拡大のための体制づくりを目

指しました。 

  平成24年、事業所をポンポコ山公園に移し、平成26年、公園管理の指定管理者になりまし
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た。先進地の調査、役員会の開催を重ねた結果であったようであります。ここから自立化へ

の道が始まりました。 

  事業内容として、観光誘客、公園管理、物販、観光商品販売、旅行業、ポンポコ山公園の

にぎわいの創出、地域資源活用イベントなどを開催しておりました。また、今後の活動とし

て、人口減少を交流人口でカバーするという目標から、八峰町での滞在時間を伸ばす、立ち

寄り客を滞在し、滞在客が宿泊し、宿泊客が定住する事業を展開する。そのための活動とし

て、情報、定期刊行物、会報発行などに力を入れました。 

  以上が視察内容であります。 

  最後に、この視察を通して感じたことは、自立化の道を探り、そのための理念、事業の展

開、目標などを明確にし、地域で果たす役割を理解することの大切さを学ぶ視察になりまし

た。また、月山朝日観光協会も一般社団法人に移行し自立化への道をどう探るか、観光を目

玉にする道を展開してほしいとの思い、そして、今後の課題としていきたいと思ったところ

でございます。 

  以上、報告といたします。 

○古澤議長 以上で議会諸報告は終わりました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎行政報告 

○古澤議長 日程第４、町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  小川町長。 

〔町長 小川一博君 登壇〕 

○小川町長 おはようございます。 

  本日、令和元年第４回定例会を招集いたしましたところ、ご出席を賜りましてまことにあ

りがとうございます。 

  初めに、本定例会におきまして、議員の皆さんに啓翁桜のネクタイ、スカーフを着用いた

だき、啓翁桜議会として開催いただきますこと、深く感謝を申し上げます。議長からありま

すとおり、啓翁桜の園地拡大強化を図りながら販売額１億円、そして全国に誇れる産地を目

指し、トップセールスにも力を入れてまいる所存でありますので、議員の皆さん、町民の皆

さんのさらなるご理解とご支援をお願い申し上げます。 
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  それでは、行政報告を申し上げます。 

  初めに、東北横断自動車道酒田線の早期全線完成の要望活動についてご報告申し上げます。 

  東北横断自動車道酒田線は、日本海側と太平洋側を結ぶ沿線地域の発展を支える重要路線

であります。しかし、月山インターチェンジから湯殿山インターチェンジの区間はいまだ整

備の見通しが立たず、一般国道112号によって結ばれている状況にあります。 

  この区間おいては、これまでも豪雨や大雪、雪崩、地すべり等により通行どめとなる事態

がたびたび発生しております。当該区間は山岳道路で近くにう回路がなく、大動脈が寸断さ

れると地域経済や住民生活に多大な影響が生じることから、東北横断自動車道酒田線の早期

全線完成は本町のみならず、山形県や宮城県にとりましても重要な課題であります。 

  去る11月５日には、宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会会長の吉村美栄子知事らと

ともに、財務省、国土交通省、首相官邸及び自由民主党本部を訪れ、首相官邸では菅義偉官

房長官、自由民主党本部では二階俊博幹事長、また、財務省では、平成13年７月から15年８

月まで山形県の企画振興部長及び総務部長を務められた太田充主計局長に整備推進を要望し

てまいりました。 

  さらに、11月12日には、庄内地区道路協議会会長の丸山至酒田市長や皆川治鶴岡市長らと

ともに財務省を訪れ、太田主計局長に早期全線完成を要望してまいりました。 

  次に、11月15日に東京のメルパルクホールで開催されました全国過疎地域自立促進連盟第

50回定期総会、新過疎法制定実現総決起大会についてご報告申し上げます。 

  過疎対策につきましては、昭和45年に制定されました過疎地域対策緊急措置法以来、４次

にわたる特別措置法の制定により総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活

環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げてきております。しかし、現行の過疎地域自

立促進特別措置法は令和３年３月をもって失効することとなります。 

  定期総会では、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化し、過疎地域の振興が図られるよ

う新たな過疎対策法の制定を求めることを決議いたすとともに、令和２年度過疎対策関係政

府予算、施策に関して地方創生と人口減少の克服を図ること、過疎対策事業債の必要額を確

保することなど７項目を決議いたしました。また、定期総会に合わせて新過疎法制定実現総

決起大会が開催されたところであります。 

  次に、11月27日に東京のＮＨＫホールで開催されました全国町村長大会についてご報告申

し上げます。 

  町村の多くは農山漁村地域であり、文化、伝統の継承はもとより、食料の供給、水源涵養、
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自然環境の保全など国民生活にとって極めて大きな役割を果たしてまいりました。このよう

に国民共有のかけがえのない財産であり、日本人の心のふるさとである農山漁村を次世代に

引き継いでいくことが町村の責務であります。 

  しかしながら、町村は急速な少子高齢化や人口減少、基幹産業である農林水産業の衰退な

ど多くの課題を抱えており、また、総じて税源に乏しく、厳しい財政運営を余儀なくされて

おります。加えて東日本大震災、熊本地震及び大型台風、記録的豪雨等による大規模災害の

被災地における復旧・復興を初め、一億総活躍社会の実現に向けたさらなる地方創生の推進

のためには、国と地方が総力を挙げて取り組んでいかなければならないことを確認したとこ

ろであります。 

  このような情勢の中で、町村は相互の連携を一層強固なものにしながら、直面する困難な

課題に積極果敢に取り組み、地域特性や資源を生かした施策を展開し、豊かな住民生活と個

性あふれる多様な地域づくりに邁進することを決議いたしました。 

  また、重点事項として東日本大震災、熊本地震及び大型台風、豪雨災害等からの復旧・復

興の加速化を図るとともに、激甚化、広域化する自然災害に対する全国的な防災、減災対策

の強化、一億総活躍社会の実現に向けた地方創生のさらなる推進など、14項目の実現を強く

求める決議を行い、さらに、防災・減災対策のさらなる強化、推進を緊急決議いたしました。 

  次に、11月28日に東京のグランドアーク半蔵門で開催されました全国山村振興連盟通常総

会についてご報告申し上げます。 

  通常総会では、令和２年度政府予算編成に当たり、山村地域への革新技術の積極的導入、

自然災害の被災地の復旧・復興と防災対策の充実・強化、鳥獣被害防止など13項目について

政府並びに国会に要請することを議決いたしました。 

  さらに、山村は日本人としての精神の原点として我が国を支えてきた力の源であり、水資

源、エネルギー資源を守り、国土保全、都市住民への憩いの場、若者の教育の場の提供など、

多面的・公益的機能の発揮に重要な役割を担っておりますが、この国民の共有の宝である山

村は国土の約５割にも及んでおり、そこを人口のわずか３％の住民が守っているものの、そ

の多くの山村が集落機能の衰退等により存続の危機に瀕していると言っても過言ではない状

況にあります。 

  こうした中で、山村の持つ多面的・公益的機能の一層の充実を図ることが重要であり、こ

のため、ＡＩ等時代の先端技術も駆使しながら、山村住民の定住と集落維持により山村の活

性化、自立的発展を図ることが我が国全体の発展につながるものであり、国においては山村
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振興を国の重要課題に捉えて山村振興対策を図るよう、強く要望することを決議いたしまし

た。 

  次に、町長と語る会、地域座談会についてご報告申し上げます。 

  令和元年度の町長と語る会につきましては、９月19日から10月24日までの期間に16会場で

実施いたしました。ご出席いただきました多くの町民の皆さんに感謝申し上げます。今年度

の総参加者数につきましては342名で、多くの町民の皆さんと町の状況について語り合い、

有意義な会となりました。いただいたご意見につきましては内容を検討し、今後のまちづく

りに生かしてまいりたいと思います。 

  なお、町長と語る会の内容につきましては、12月号の情報に掲載いたしました。また、団

体と町長と語る会でありますが、各種団体の座談会につきましても区長会や民生児童委員会

協議会、認定農業者会等と実施しております。 

  次に、10月６日に開催されましたまるごと西川三山祭りについてご報告申し上げます。 

  ６回目の開催となります今回は、道の駅にしかわ名水公園を会場に、西川町の農林業、商

工業の活性化を図ることを目的とし、町内の特産品を町外へ広くＰＲするために実施されま

した。 

  オープニングセレモニーと三山音頭を皮切りに、神輿會渡御や町内各種団体の演舞が披露

され、会場が盛り上がったところであります。また、西川町のご当地グルメである月山山菜

そばを知っていただこうと、月山山菜そば新そばまつりが同時開催されました。町外から多

くのご予約をいただき、開催前に全て予約で完売するほど好評でありました。 

  当日は晴天にも恵まれ、西川町が誇る三酒、地酒、地ワイン、地ビールを初め出展ブース

の売り上げが伸びたほか、来場者数も昨年を大きく上回りました。西川町商工会を初め、開

催にご協力いただいた多くの関係者に感謝を申し上げます。今後とも皆さんからのご意見等

をもとに実行委員会で検討を重ね、町民の皆さんが楽しめる秋のイベントをつくり上げてま

いりますので、ご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  次に、月山俳句大会についてご報告申し上げます。 

  30回目の節目を迎えた本年度は、例年行っております現地吟行に合わせ、日本遺産に認定

されました出羽三山「生まれ変わりの旅」をテーマに、ＮＨＫ学園と連携した全国規模の大

会となりました。 

  10月20日の現地吟行は、あいにくの雨模様でありましたが、54名の方々が参加され、岩根

沢三山神社や志津地蔵沼を舞台に月山の秋を吟詠いたしました。 
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  翌日のＮＨＫ学園月山俳句大会では、北は北海道から南は長崎県、大分県まで160名余り

の俳句愛好者の方々が参加し開催されました。記念講演として、ＮＨＫ学園俳句俱楽部選者

で、本年２月に現代俳句大賞を受賞された宮坂静生先生による「月山と芭蕉」と題したお話

をいただきました。 

  この事前投句は3,871句にも上り、その中から優秀な作品に表彰と選評が行われましたが、

特選12句の一つには本町の板坂歩牛さんの作品、「登山帽 脱いで信徒の 貌となる」が見

事に選ばれております。今回の大会は俳句文化と月山の魅力が融合し、県内外の多くの皆さ

んにＮＨＫ関係機関や広報媒体、俳句愛好者を介して全国に観光ＰＲできたものと考えてお

ります。 

  最後に、大会の開催に当たりご尽力を賜りましたＮＨＫ学園様はもとより、西川町せせら

ぎ俳句会やあいべ俳句会をメンバーとする月山俳句大会実行委員会の皆さんに、厚くお礼を

申し上げます。 

  次に、第84回西川菊まつりについてご報告申し上げます。 

  交流センターあいべ駐車場に特設会場を設け、10月25日から11月８日までの15日間にわた

り開催されましたが、初日にはオープニングセレモニーが開催され、テープカットや三山音

頭を踊る会による三山音頭もご披露いただきました。今回も、三山重陽会の皆さんによる大

菊、盆栽、懸崖、間沢区、海味区、西川小学校４年生、町議会議員による玉菊など、昨年を

上回る627鉢の見事な菊の花が出展、展示されました。 

  さらに、菊づくり後継者の育成を目的に実施した菊づくり講習会の受講生の作品や事業菊

88点も展示され、会場を盛り上げていただきました。また、会場内には菊人形づくり愛好会

による竹取物語、かぐや姫の一場面が菊人形で再現され、入場者の目を楽しませておりまし

た。10月31日には菊花品評会が行われ、内閣総理大臣賞を初め各賞が決定し、本町の高い菊

づくり技術や菊花のすばらしさ、菊づくりの奥深さなどについて改めて実感する機会となり

ました。 

  祭り期間中の来場者は昨年を100名ほど上回る3,331名となったところでありますが、開催

に当たりご協力いただきました多くの関係者の皆さんに厚く感謝申し上げます。今後も菊づ

くり講習会などを継続し、後継者育成に努めるとともに、玉菊づくりの全町的な取り組みを

図るなど、町内企業や婦人会等の団体からもご協力、ご理解を得ながら菊まつりの充実を図

り、町の花・菊を生かしたまちづくりに取り組んでまいりますので、町民の皆さんからも町

の花である菊に愛着を持っていただければと思っております。 
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  次に、10月26日に開催されました西川のまちづくり応援団ふるさと植樹祭・交流会につい

てご報告申し上げます。 

  今回は応援団設立22年目を迎えての開催となり、西川町歴史文化資料館及びかわどい亭の

オープンに合わせ、併設する西川町民体育館川土居分館で交流会を開催いたしました。今年

度は西川のまちづくり応援団の方々と町民の方々の交流をさらに進めるため、交流委員の

方々が主体となり開催していただいたところであります。 

  開催に当たり、関東・東北の両ブロックの会長から地元吉川区長に対し、今後検討されて

いる周辺整備への記念植樹の目録の贈呈が行われました。その後、古澤議長からの歓迎のご

挨拶をいただき、地元吉川区長からも記念植樹の目録贈呈に対する御礼と歓迎のご挨拶をい

ただきました。 

  また、ことしも月山朝日観光協会のおかみ会を代表し、３名の方から歓迎のご挨拶と観光

ＰＲをいただくとともに、乾杯後、関東・東北両ブロックの代表の方々からご挨拶をいただ

きました。地元、地酒、地ワイン、地ビールと、かわどい亭の方々が数日前から丹精込めて

調理しました料理と芋煮には大好評でありました。 

  参加状況は、関東ブロック及び東北ブロックの団員36名、一般町民18名、地元交流委員会

15名、町関係者27名、合計96名でありました。久しぶりの再会に会話を弾ませながら、まち

づくり応援団の意義と存在を相互に確認し、今後もともにふるさと西川のまちづくりに取り

組んでいくことを誓い合うことができた大交流会となりました。当日、交流会の開催にご尽

力いただきました地元吉川区、かわどい亭、交流委員会の方々や、議員各位を初めご出席い

ただきました方々に改めて御礼申し上げます。 

  次に、一連の生涯学習事業についてご報告申し上げます。 

  ことしで50周年を迎えた西川町芸術文化協議会において、10月27日に50周年記念式典が開

催され、これまでの芸術文化活動の歩みを参加された全員で再確認したところでありますが、

式典では西川中学校３年生による合唱が披露され、華を添えていただきました。記念式典後

には、歌手・工藤あやのさんによる記念公演が開催され、満員の会場を大いに盛り上げてい

ただいたところであります。 

  同じく50回目の記念の年となります西川町文化祭については、10月27日から11月４日まで

の９日間にわたり開催いたしましたが、「きらりと光る西川の宝 受け継ぎ、そしてつな

ぐ」をテーマに、書道、絵画、写真を初め、さまざまな作品展とステージ発表を開催いたし

たところであります。 
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  作品点数は昨年を若干下回る計989点の出品となりましたが、入場者数は昨年を上回る

1,750人の入場者をお迎えし、また、３日のステージ発表にも多くの方々を迎えることがで

きたところであります。出品されたすばらしい作品群、ステージ発表でのさまざまなジャン

ルのレベルの高い発表の数々に、町民の方々の芸術文化に対する意識の高さと技術の高さを

改めて感じることができた文化祭となりました。 

  それぞれの立場で制作、企画、出演いただきました町芸術文化協議会を中心とする方々、

ご観覧いただきました多くの町民の皆さんに敬意を表し、御礼を申し上げます。 

  次に、一連のスポーツ大会等についてご報告申し上げます。 

  初めに、９月29日に長沼で開催いたしました第35回西川町民カヌー大会についてご報告申

し上げます。 

  この大会は、西川町はもとより、山形県を代表するスポーツとなっているカヌー競技のま

さに原点となっている大会で、町のカヌー競技の普及振興と、カヌー関係者の交流を図るこ

とを目的に開催してきております。ことしの大会には64人が参加し、親子カヌーやカヌーリ

レー競技などが実施され、楽しく大会が行われたところであり、今後ともカヌー競技の普及

振興に努めてまいりたいと考えております。 

  11月10日に開催されました第66回西村山地区駅伝競走大会ですが、当町からは２チームが

出場し、全９チームの中でＡチームが６位、Ｂチームは７位という結果になったところであ

ります。 

  上位入賞には届きませんでしたが、約２カ月に及ぶ厳しい練習には次世代を担う中学生の

練習参加も多く、大会でも大いに健闘いただいたと伺っておりまして、連日にわたりご尽力

いただいた西川町陸上競技協会関係各位に対し心から御礼を申し上げるとともに、今後さら

なる競技力の向上、選手育成の取り組みにご期待を申し上げる次第であります。 

  11月24日に開催いたしました第43回西川町壮年バレーボール大会には、町内各地区11チー

ムから参加をいただきましたが、結果は下堀チームが優勝、上西宝沢チームが準優勝となり

ました。 

  そして、昨日開催いたしました第52回西川町家庭婦人バレーボール大会には、10チームの

参加をいただきましたが、結果は海味Ｂチームが優勝、吉川連合チームは準優勝となりまし

た。これらのバレーボール大会は、町の駅伝競走大会と並んで地域の幅広い世代の交流に大

きな役割を果たしてきていると感じているところであります。 

  今後とも地域の親睦と健康増進を図るため、生涯スポーツの精神という趣旨においてこの
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ようなスポーツ大会を開催してまいりますので、引き続き皆さんのご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

  以上を申し上げまして、第４回定例会の行政報告といたします。 

○古澤議長 以上で行政報告は終わりました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案の上程 

○古澤議長 日程第５、議案の上程を行います。 

  同意第６号 西川町監査委員の選任について、議第40号 損害賠償の額の決定について、

議第41号 山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する協議

について、議第42号 西川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定につ

いて、議第43号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関

する条例の設定について、議第44号 成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化等を図

るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定につ

いて、議題45号 西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、議第46号 西川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、議第47号 西川町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について、議第48号 令

和元年度西川町一般会計補正予算（第３号）、議第49号 令和元年度西川町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）、議第50号 令和元年度西川町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）、議第51号 令和元年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号）、議第52号 

令和元年度西川町病院事業会計補正予算（第１号）、以上14議案を一括上程します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎提案理由の説明 

○古澤議長 日程第６、提案理由の説明を求めます。 

  小川町長。 

〔町長 小川一博君 登壇〕 
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○小川町長 ただいま上程されました議案についてご説明申し上げます。 

  同意第６号につきましては、西川町監査委員の選任についてであります。西川町監査委員、

大江康君は、令和元年11月15日をもって辞任したので、その後任として荒木俊夫君を新た

に選任するため提案するものであります。 

  議第40号につきましては、損害賠償の額の決定についてであります。地方自治法第96条第

１項第13号の規定により、損害賠償の額を決定するため提案するものであります。 

  議第41号につきましては、山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の

締結に関する協議についてであります。地方自治法第352条の２第３項の規定により、山形

連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について、山形市と協議するため提案するもの

であります。 

  議第42号につきましては、西川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設

定についてであります。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、

西川町会計年度任用職員の給与、費用弁償等を定めるため提案するものであります。 

  議第43号につきましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例

の整備に関する条例の設定についてであります。社会保障の安定財源の確保等を図る税制の

抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律の施

行等に伴い、使用料等を改正するため提案するものであります。 

  議第44号につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定についてで

あります。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、関係法律の整備

に関する法律の施行に伴い、規定の整備を図るため提案するものであります。 

  議第45号につきましては、西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

い、西川町特別職の職員の整備を図るとともに、識見監査委員及び鳥獣被害対策実施隊員の

報酬額を改定するため提案するものであります。 

  議46号につきましては、西川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてであります。人事院勧告及び山形県人事委員会勧告に基づき、一般職の職員の

給与の改定を行うため提案するものであります。 

  議第47号につきましては、西川町水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてであ
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ります。水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を図るため提案するもので

あります。 

  議第48号につきましては、令和元年度西川町一般会計補正予算（第３号）であります。既

定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ527万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ49億4,007万円といたすものであります。 

  歳出の主なものから申し上げます。 

  各課にわたり、人事院勧告及び山形県人事委員会勧告に基づく給与の改正並びに実績額の

精算に伴い、第２節給料、第３節職員手当等、第４節共済費の給与等に関する経費の組み替

えを行うものであります。第２節、第３節職員手当等、第４節共済費の給与等に要する経費

以外について申し上げます。 

  第２款総務費につきましては、岩根沢小学校林立木売払に伴う地元配分金388万円の追加

などであります。 

  第３款民生費につきましては、プレミアム付商品券事業の消耗品費40万円、通信運搬費12

万円の追加、システム改修委託料12万円、プレミアム付商品券事務委託料40万円、プレミア

ム付商品券事業移行金3,250万円の減額、さらに、介護保険特別会計繰出金1,378万6,000円

の追加などであります。 

  第４款衛生費につきましては、小山鉱山抗廃水処理事業の非常用水中ポンプ購入費９万

1,000円の追加などであります。 

  第６款農林水産業費につきましては、農業次世代人材投資事業費補助金75万円の追加など

であります。 

  第７款商工費につきましては、日暮沢駐車場整備測量設計業務委託料50万円の志津会館構

造耐力調査業務委託料への組み替えであります。 

  第８款土木費につきましては、住宅建築支援補助金300万円、公共下水道事業特別会計繰

出金147万4,000円の追加などであります。 

  第10款教育費につきましては、スクールバス修繕料85万円の追加などであります。 

  歳入につきましては、第15款県支出金70万7,000円、第16款財産収入427万円、第18款繰入

金70万円をそれぞれ追加し、第14款国庫支出金628万3,000円、第20款諸収入2,387万1,000円

をそれぞれ減額し、不足する財源につきましては第19款繰越金1,920万2,000円を充てるもの

であります。 

  議第49号につきましては、令和元年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）で
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あります。事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ626万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億8,103万1,000円といたすものであります。 

  歳出につきましては、平成30年度事業が確定したことにより、山形県国民健康保険給付費

等交付金の超過分について返還するため、626万円を追加するものであります。歳入につき

ましては、382万1,000円を山形県国民健康保険団体連合会からの現物給付分の返還金で、残

金の243万9,000円は繰越金で対応するものであります。 

  議第50号につきましては、令和元年度西川町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

であります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ172万4,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億8,388万6,000円といたすものであります。 

  歳出につきましては、第２款施設費、マンホールポンプ場用通報装置更新工事171万6,000

円の追加などであります。歳入につきましては、第２款分担金及び負担金、公共下水道受益

者負担金25万円の追加、不足する財源につきましては、第４款繰入金147万4,000円を充てる

ものであります。 

  議第51号につきましては、令和元年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号）であり

ます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,322万3,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７億6,811万4,000円といたすものであります。 

  歳出につきましては、居宅介護サービス給付費の伸びに伴う2,000万円の追加、介護予防

サービスと諸費の伸びに伴う120万円の追加、平成30年度実績報告に伴う返納金1,202万

3,000円の追加などであります。歳入につきましては、保険給付費の財源となる国社会保険

診療報酬支払基金、県・町のそれぞれの負担割合に応じた額を追加し、不足する財源につき

ましては一般会計繰入金等により対応するものであります。 

  議第52号につきましては、令和元年度西川町病院事業会計補正予算（第１号）であります。

収益的収支及び支出につきましては、材料費及び経費の組み替えであり、今後の支出見通し

により薬品費を減額し、修繕料を増額するものであります。 

  以上、ご説明申し上げますが、詳細につきましては担当課長に説明いたさせますので、よ

ろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎人事案の審議・採決 
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○古澤議長 日程第７、人事案の審議・採決を行います。 

  同意第６号 西川町監査委員の選任についてを議題とします。 

  議事係長に議案を朗読させます。 

〔議事係長 朗読〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 質疑なしと認め、討論を省略し、採決します。 

  同意第６号、本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎請願の常任委員会付託 

○古澤議長 日程第８、請願の常任委員会付託を議題とします。 

  本日まで受理した請願は、お手元に配付しております請願文書表のとおり、産業建設常任

委員会に付託します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○古澤議長 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

  これにて散会します。ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時４５分 



 

令 和 元 年 １ ２ 月 ３ 日 
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令和元年第４回西川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第２号） 

                     令和元年１２月３日（火）午前９時３０分開議 

 

 日程第 １ 一般質問 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○古澤議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

  なお、６番、大江康議員から会議規則第２条の規定により欠席届が提出され、本日の会

議は欠席となります。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○古澤議長 日程第１、これより一般質問を行います。 

  通告順に発言を許します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 荒 木 俊 夫 議員 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

〔１番 荒木俊夫議員 質問席へ移動〕 

○１番（荒木俊夫議員） おはようございます。１番、荒木俊夫です。 

  初めに、ことしの冬の雪対策について質問をいたします。 

  住んでいたい夢のあるまちづくりを行うに当たり、町民意識調査の中でも最も対策が必要

だと回答しております雪対策、快適な雪国生活の提供について、降雪期を迎えるに当たり、

第２回の定例議会で質問いたしました内容について、その後の検討がどのようになされてい

るのか、町民の立場に立った内容になっているのか、質問をいたします。 

  質問の１番であります。町道で住宅や事業所等があるのに、町が除雪を実施していない３

路線があるということでありますけれども、今年の冬はどのように対応なされるのか。１路

線については、高齢者世帯等の除雪事業補助金で対応しているということでありますけれど

も、この冬はどのように対応なされるのか、お聞きをいたします。 
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○古澤議長 答弁は小川町長。 

〔町長 小川一博君 登壇〕 

○小川町長 おはようございます。初めに、雪対策につきまして申し上げます。 

  町道等の除雪につきましては、通勤・通学の対応を踏まえた早朝除雪や高齢者世帯等に配

慮した除雪に努めますとともに、これまでも要望に基づき31路線、総延長11.51キロメート

ルの流雪溝を整備いたしております。 

  また、高齢者や障害者の方の世帯を対象に、屋根の雪下ろし、玄関先、敷地内の除雪に対

する補助や、地域の方々による除雪ボランティアを組織いただき、ボランティア保険の加入

や、除雪機械燃料費の補助なども行っているところであります。さらに、融雪遅延対策事業

補助金や住宅建築支援事業補助金などの対応も行ってきているところであります。 

  しかし、平成30年度に実施いたしました町民意識調査では、住みよい町にしていくために

は雪対策が必要、魅力ある町にするためには快適な雪国生活の提供が必要との回答が、それ

ぞれ半数弱を占めております。これまでさまざまな雪対策を行ってきたところでありますが、

各年代、各世帯構成でも同様の傾向の回答となっております。特に、高齢者世帯や単身世帯

の方々が、将来に向けた雪に対する不安を抱えている傾向となっていることが伺えます。 

  このような状況を踏まえ、まずは有効性もあり、要望もある流雪溝について、今後とも計

画的な整備を進めることといたしておりますが、既存の制度の周知と活用の徹底を図ること

が重要であると考えております。 

  では、ただいまの議員のご質問にお答えいたしますが、住家や事業所等があるところで除

雪を実施していない町道路線への対応についてでありますが、除雪を実施していない町道路

線は、吉川地内の羽龍線２世帯、沼山地内の高瀬ウト屋敷線１世帯、月岡地内の宮下・若林

線１世帯の３路線、計４世帯となっております。 

  この３路線については幅員が狭く、町道を除雪しているドーザーが入れないことと、雪を

置くスペースがないため、除雪を実施いたしておりません。降雪、積雪の状況によって、区

長または町内会長から除雪の依頼があった場合には、小型のタイヤドーザーを所有している

業者に委託し、除雪を実施しておりまして、今年度もこのような対応をしてまいりたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 回答については第２回の定例議会の回答とほとんど同じでございま

して、そのときにおいても町長のほうからは検討したいという答弁があったわけですけれど
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も、今回の降雪を迎えるに当たって、この路線について検討されたのかどうかお聞きします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 この路線につきましては、従来よりいろんな会議等でのご指摘もありますが、な

かなか町として今のその路線、先ほど申しましたように小型の除雪機であれば入るというよ

うなことで、その都度業者のほうに委託しておりまして、町単独でその路線のためのドーザ

ーの取得というようなことは、なかなか今の状況でできないような状況でありますが、これ

らについてはこれまでも検討しておりますし、さらに区長さん、町内会長さんとのお話し合

いなどもやっておりますので、今後とも、３路線でありますが、先ほども申しましたように、

排雪場所、さらにはこの路線の形状によって、回転角度も非常に急な回転角度であるという

ようなこともあって、できないような状況でありますが、先ほど申しましたように、現在の

状況では委託というような形で進んでいきたいというふうに思っていますので、よろしくお

願いします。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 除雪というのは方法論でありまして、目標、目的は、町民の方が住

みやすく快適な雪国生活を送ることを目的とするわけでございまして、これについては前回

も申し上げましたけれども、道路の幅員がないのであれば、それに合う除雪機、もしそこの

ためにできなかったら対応すると。オペレーターが足りなかったら、有償ボランティアを頼

む。それでなかったら、排雪場所がなければ、流雪溝をつくるのか、融雪道路をつくるのか。

立場をどこに立つかによって、その方法というのはいろいろあるのではないかというふうに

思っていますけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 議員ご指摘のように、いろんな方法等があると思いますが、流雪溝の整備等につ

きましても幅員の状況、先ほど申しましたように、あとはもしするとすれば町道を全く路線

を変えざるを得ないような、そういった路線もありますので、それも踏まえて、さらにその

ほかにも、これは町道でありますが、そのほかに集落道についてもそういった対応を今して

いるところでありまして、それらも踏まえながらと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 今、町長から集落道というお話がありましたけれども、私がお願い

しているのは町管理の町道であります。私道とかいろいろあるとは思いますけれども、そう
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いった面においては、町の管理下における道路についてどのようにするのかは、やはりこの

冬もぜひ検討していただきたいと。 

  いろんな方法が私はあると思います。特に、この羽龍線においては住宅２世帯、１つ併用

で事業所もあるわけです。住民の方が10名、事業所に通う方が15名、この方々は１日何往復

かしますし、業者の方も出入りする。かなりの交通量があるわけでございます。 

  ですから、そういったところをぜひ、どうすれば一番皆さんが住みやすいのかを検討して

いただきたいというふうに思っているわけでございまして、何も検討しないでただ同じだと

言うのではなくて、ぜひ町民の目線に立ってやっていただきたいというふうに思います。い

かがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 今ご指摘ありました羽龍線につきましては、確かにそのとおりでありまして、当

初の計画ではあの電気川を渡して、そして対岸に町道路線を延ばすというような当初の計画

もあったようでありますが、なかなか電力の川でありますので、これまでも解決した事例は

ございますが、そういったものも含めて今後検討すべきだと思いますし、できれば町道拡幅

しながらできれば一番いいわけでありますので、その辺も含めて今後、地元との協議を重ね

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 地元並びに電力さんともよく話し合いをしていただいて、いろんな

ご意見が出ると思いますし、新しい方法も出てくるのではないかというふうに思いますので、

ぜひ前向きに行っていただきたいというふうに思います。 

  質問の２番に入らせていただきます。 

  町道及び公共施設等の除排雪に係る融雪遅延対策の基準及び費用負担について、ことしの

冬はどのように行うのかお伺いします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 質問の２点目でありますが、町道及び公共施設等の除排雪に係る融雪遅延対策の

基準及び費用負担についてでありますが、融雪遅延対策は除排雪により堆積した雪を、春先

に各区が機械稼働により融雪処理を行ったものが対象となっておりますが、補助金の補助率

につきましては、従前は豪雪対策本部を設置した場合に補助することとしまして、各区で支

出した経費の２分の１といたしておりましたが、平成31年４月１日からは豪雪対策本部が未

設置の場合でも補助するというようなことをしておりまして、その場合は各区で支出した経
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費の20％補助、大井沢区にあっては30％補助に拡大いたしております。 

  町道の除雪は、地元の利便性を考慮しまして、幅員を極力広く確保するために、各区また

は町内会から雪捨て場を確保していただいておりますが、また、融雪処理に要した費用につ

いても負担していただいており、各区の負担軽減のために補助をいたしております。 

  また、補助対象の融雪処理の時期につきましては、雪の状況を見ながら柔軟に対応してま

いりたいと考えております。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 第２回の定例会で質問した内容と同じでございますけれども、前回

も申し上げましたけれども、除雪を行うのは町で、町道の除雪でありまして、町道の管理は

町が行うものであります。排雪場所のない路線、そういった市町村においては、それをダン

プで運んでいるところでございますけれども、当町の場合は皆さんが協力してくださる、連

檐しているところについては若干難しいところもありますけれども、住民の方の協力によっ

て、協働によって排雪場所を確保しているわけでございます。 

  無償でもちろんお借りしているわけでございますけれども、そういった方々が春作業とか、

生活で非常に支障が出るのであれば、排雪した管理者がそれを、雪を処分するのが通常では

ないかなというふうに思うわけでして、それを区や町内会に負担を求めるというのが、これ

はちょっとうちだけだというふうに前回お聞きしたわけですけれども、そういった面ではち

ょっと余計な支出を地区にさせているのではないかと。 

  これはやはり公道でありまして、いろんな方、もちろん地域の方も通りますけれども、い

ろんな方が通るわけでございます。そのための町道でありますし、ですから、これについて

は町がやはり責任を持って融雪支援を行うべきではないかというふうに申し上げているとこ

ろでございまして、これについてもさらなる今後の対応をしたいというふうに前回は回答を

いただいているんですけれども、これについてもう一度お聞きいたします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 この融雪遅延対策の経過は、以前は全て町内会で行っていたというものでありま

して、これを町が半額補助する。その際には、豪雪対策本部を設置した場合に限ってやりま

すよというような、そういった対応をしばらくやっておったわけなのですが、その後、町の

経費等も含め、さらに融雪支援のその雪処理等もあって、従来は年度当初、年度内の予算で

対応しておったものでありますが、どうしても融雪の処理につきましては、後年度の会計処

理、会計年度にずれ込んでしまうというようなこともあって、年度当初からの、翌年度の、
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翌年と申しますか、４月１日からの予算を使って補助をやるというような、そういったこと

で、ある程度柔軟な対応をしてきたということでありますが、ただ、近年の状況を見ますと、

先ほどありましたように、さらに豪雪対策本部設置のみならず、後年度にずれ込んでも何と

か各地区の負担を軽減しようというようなこともあって、各区はその場合は20％、大井沢に

あっては30％というようなことで、平成30年度からこの対応を行ったところでありまして、

こういった状況を踏まえながら、さらに今後とも地区の状況、地域によってはこの地区での

融雪対策につきましては、全て地区の、これはいいのかどうかわかりませんが、地域で自分

たちでやっておられるというようなところもございますし、そういったものも含めて検証す

べきだというものだと思っていますので、議員おっしゃるように、ほかの市町村ではダンプ

で排雪というような、そういった対応も行っているところでありますので、そういった傾向

も踏まえながら、ただ、この事業に対する負担につきましては、西川町の場合は、流雪溝に

つきましては流雪溝の維持管理につきましては全て町で行っていますが、他団体、市町村に

おいては、流雪溝の維持管理というようなことでの負担も求めているというようなところも

ありますので、それぞれの形態があると思いますが、そういったものを踏まえて、今後考え

るべきだと思っていますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 土地所有者の方が無償でそういった土地を提供してくださっている

わけです。その人のところに堆積された雪を融雪遅延で、農作業とかですね。そういったと

ころに支障が来るということで行った場合に、町内会で負担するというのは、その人にとっ

ては非常に苦痛じゃないかというふうに思うわけです。 

  やはりこれは近隣市町でも、全て堆積した雪については道路管理者が責任を持って行って

いますので、うちの町も、西川町も、ぜひそのようにしていただきたいと思いますし、財源

関係でいけば、これは前回もお聞きしたときに回答をいただいておりますけれども、平成30

年度の町排雪経費、全てで１億6,000万ほどというふうにお聞きしました。ただ、交付税や

交付金、こういったもので１億4,500万、これは交付税なので、全てというわけにはいかな

いと思いますし、一般財源化されているということでありますけれども、実質的には1,500

万程度になるということでございます。 

  そういった面において融雪補助、年間、いろいろ違うと思いますけれども、100万とか200

万ぐらいでございます。ぜひそういった面においては、町内会や区に負担をかけないで、ぜ

ひ管理者である町が行っていただきたいというふうに強く申し上げまして、次の質問に入ら
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せていただきます。 

  質問の３番でございます。 

  第６次総合計画・後期基本計画、基本施策、（１）の互いに協力し健やかに安心して暮ら

せるまちづくり、この３番に、快適な雪国生活の提供の中で、最優先事業として、新たな雪

対策の構築をすることと、このように明記されております。 

  また、全戸配布の令和元年度、当初は平成31年度でありますけれども、当初予算のポイン

トにおいても、新たな雪対策の検討を進めていきますと明記しております。この新たな雪対

策を検討すると明記しておりますので、どのような対策なのか伺います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 新たな雪対策の検討についてでありますが、先月、各町内会、各地区の地域福祉

座談会を開催いたしまして、各地区での雪に対する現状と課題やニーズなどについてお聞き

いたしておりまして、これまでの対応も踏まえ、町道等除雪の対応、今後の町民の雪下ろし

や除雪の支援、あり方と内容、雪に親しむ体験学習、雪を生かしたスノーシューなどの体験

観光、農産加工品への活用などについても、克雪のみならず、利雪、親雪の観点からも検討

を進めておるところでありまして、今回の予算の編成の段階でも、こういったものを踏まえ

ながらと思っていますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 今年度の予算の中での新たな、先ほど申し上げましたように、雪対

策の検討を進めるというふうに明記しておりまして、今お聞きする内容では、概略はありま

すけれども、具体的な事業等がわからないところもありますし、もう少し早く検討すべきだ

と思うのですが、いかがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 いろんな座談会、さらに先ほど言いました地域福祉座談等を踏まえてであります

が、非常にこの雪に対する要望につきましては大小さまざまでありまして、これを全て町で

負担するということにつきましては、非常に困難な事業でありますので、それをいかに取捨

選択するかだと思っていますので、そういったものを踏まえて、そして、特に財政事情もあ

りますので、一旦この補助制度をつくればずっと続けなければならないということもありま

すので、後年度の負担も踏まえてやるべきだと思っていますし、町では、これまで協働のま

ちづくりというようなことで、それぞれが助け合っていこうというような、そういったもの

も踏まえておりますので、それらも踏まえて地域づくり、要するに、地域コミュニティー、
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こういったものも踏まえてでありますが、考えていきたいと思っております。 

  ただ、これまで内部での検討状況もありますので、政策推進のほうで今回、今進めており

ますその状況についてご報告を申し上げますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 土田政策推進課長、追加答弁。 

○土田政策推進課長 新たな雪対策の内部での検討の段階で、まだまだ初期の段階ではござい

ますが、これまでの雪に対する克雪面での対策が多いわけでございますが、これらの現状の

把握等を行ってきているところでございます。 

  会議の中ではいろいろ案として、町長からもありましたニーズにお応えするための多様な

制度についても検討の土台に乗せているわけではありますけれども、協議の中では、やはり

西川町はこれまでいろんな除雪については対策をとってきたというふうなことがございます

し、町道除雪につきましても丁寧な除雪を行っているというようなこと、さらには、高齢者

等の対応につきましても丁寧な対応を行っているというふうなことではないかというふうな

ご意見も内部ではあったわけでありますが、さらに、将来的な不安についての対応としまし

て、やはり座談会等でも、各地域からではありますが、将来的な担い手の確保、組織とか除

雪に対応するための体制の確保が、将来的に不安があるのではないかというふうなご意見も

あったというようなこともありまして、そういった体制面での将来的な検討も含めて、対応

を検討していきたいというふうなことで考えているところでございます。 

  さらには雪に対しまして、親雪、利雪という視点からも、これまでいろいろと町で取り組

んできた事業等もさらにＰＲをして、町の魅力アップに効果が出るような形で取り組みを進

めていく必要があるというようなことで、内部では検討を行ったというようなことでござい

ます。 

  具体的な内容につきましては、今後さらに検討を進めまして、対応を詰めていきたいとい

うようなことで、検討を進めているところでございますので、よろしくお願いいたします。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 雪に対しては行政も、住民の方も、本当に協働して私はやっている

んじゃないかなというふうに思っています。確かにいろんな要望はたくさんあるとは思いま

すけれども、この要望は一度聞いていただいて、その中で本当に投資対効果の中で、住民に

とって必要だというものについてはぜひ検討して、できるか、できないかは頭から決めつけ

ないで、きちんと検討していただいてやっていただくことが必要だと思いますし、除雪がき

ちんとなって、町道とかに面している方は確かに受益を受けるかもしれませんけれども、そ
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うでない方、受けていない方もかなりいらっしゃるわけであります。 

  ですから、皆さんがある程度受益できるようにやっていただくというのが必要だと思いま

すし、ぜひ町民意識調査の結果を重く受けとめていただいて、早急に住民の立場に立った住

民目線の雪対策、快適な雪国生活の提供を実施することを求めまして、まずこの質問は終わ

りにさせていただきたいと思います。 

  ２件目の質問を行います。 

  住んでいたいまちづくりのためには、各種の環境整備があります。平成30年度の町民意識

調査、抽出調査で、最ももっともっと住みよい町にするために必要とされているのが、今申

し上げた１番が雪対策であります。２番目が若者の定住対策、３番目が就労の場の確保であ

ります。これは、前回調査、平成21年度の町民意識調査においては１番目が就労の場の確保

でありました。町の活性化、若者の定住、回帰においても、企業誘致を含めた仕事づくりが

重要であります。 

  今回は、啓翁桜議会として啓翁桜の販売額１億円を目指しているということでありまして、

これも雇用の創出、仕事づくりであります。雇用の創出の現在の状況について質問をしたい

と思います。 

  質問の１番です。新規就農者、新規就労者、新規起業の人数及び定着状況と、支援内容に

ついて伺います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 荒木議員の質問の２番目と申しますか、雇用創出についてお答えいたしますが、

新規就農者、就労者、起業者の人数及び定着状況と支援内容についてでありますが、初めに、

新規就農者についてでありますが、新規就農者につきましては平成24年度から７人の方を認

定いたしております。うち、今年度は２人の方を新たに認定いたしておりまして、また、５

年間の認定期間終了後も全ての方が就農されており、定着率は100％となっております。 

  新規就農者への支援の内容につきましては、国では農業次世代人材投資事業といたしまし

て、年間150万円を５年交付する制度や、無利子貸付などを創設しております。また、町単

独事業といたしまして、農業機械購入費等施設整備支援として補助率３分の１、限度額100

万円を補助する事業や、農業機械レンタル料への支援を行っておりまして、ほかに、大型特

殊機械免許及びけん引免許取得費用や、研修費の２分の１の補助、新規就農者等生活支援事

業として、毎月最大２万5,000円を２年間交付する支援制度も創設いたしております。 

  また、新規就農者等担い手の方の交流の場や、情報交換会の場所として、西川町担い手育
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成協議会を平成26年度から立ち上げておりまして、その活動の支援も行っております。 

  新規就労者といたしましては、今年度、町内出身新規学卒者２名が町内事業所に就職し、

事業所、新規学卒者、それぞれ10万円の雇用奨励金と雇用促進奨励金を支給しております。 

  また、起業支援といたしましては、今年度起業を予定しております１業者に対しまして、

150万円を上限に支援することといたしております。 

  以上であります。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 山形県の新規就農者数の目標というのがございまして、平成29年か

ら令和２年度まで累計で1,400人、山形県ではなっております。平成29年度の目標数は340人

でありました。平成29年６月から平成30年５月までの新規就農者数は344人、３年連続で300

人を超えているところでございます。 

  ところで、町の新規就農者数の目標数があるのか。あれば教えていただきたいと思います

し、同様に、新規就労者数、新規起業者数という方の目標数値はあるのかお伺いします。 

○古澤議長 答弁は工藤産業振興課長。 

○工藤産業振興課長兼農委事務局長 まず、新規就農者における町の目標値というようなご質

問でございます。 

  議員ご指摘のとおり、先ほど県におきましては、３年間で平成29年から令和２年度までの

間に、1,400人の新規就農者の目標を定めております。これにつきましては、第３次農林水

産業元気再生戦略に基づきまして、その目標を定めながら実施をしているというようなこと

でございます。 

  本町におきましても、それらをもとにしながら、新規就農者の支援を図りながらしっかり

と、先ほど町長が答弁を申し上げたとおり、そのような体制をつくっているところでござい

ます。 

  ただ、目標数値として何人かというようなことについては、現在は定めてはいないところ

です。できるだけ一人でも多く、新規就農者として受け入れができるような体制をつくって

まいりたいというふうに思っているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○古澤議長 就労者、起業者については、志田商工観光課長。 

○志田商工観光課長 ご質問の新規就労者、それから新たに起業をされた方というようなとこ

ろでの目標値というところでありますけれども、県内の高校生の県内就職率につきましては、

県の調査によりますと８割弱の方々が県内に就職されているというような情報なんかがある
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わけでありますけれども、本町におきましてはなかなかそういった数字、難しい状況にござ

いまして、でありますけれども、先ほど町長が申し上げましたとおり、わずかな数字ではご

ざいますけれども、町内の新規学卒者につきましても、さらに起業の方につきましても、数

としてはあるというふうな状況になっておりまして、町としてはそういった定着するという

ような方向におきましても、商工会さん等と、あとは県の商工観光労働部とも連携をしなが

ら、しっかりやっていかなきゃならないというふうに考えているところでありますが、ご質

問の目標値につきましては、現在持ち合わせていないというような状況になっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） いろんな施策をとっているわけでありますけれども、こういった各

種施策を、対策を講ずるためにも、また職員が課題解決に向けて取り組むためにも、事業の

やはり目標値というものが必要なのではないかなと。そこに向かって、やはり皆さん努力な

さるということだというふうに思いますし、当然一人でも多くというのは前向きではあると

は思うんですけれども、目標値としては持つべきではないかなというふうに思うのですが、

いかがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 まず、前々から申し上げていますように、まず西川町を持続させるためには、ま

ずは西川町の資源を生かした事業をどういうふうに展開する、そこに定着する人員をいかに

育て上げるかというようなことを申し上げてきたわけなんですが、そういった意味では、ま

ず第１次産業、農業、就農、新規就農、こういったものが非常に重要だというふうな捉え方

をしておりますが、いかんせん西川町、前からもちろん申し上げていますように、平均の耕

作面積が５反歩、50アールでありますので、この50アールでの生活費を確保するのに非常に

困難な農家形態でありますので、これをぜひともまずは冬も収入を得られる、そういった農

業を確立すべきだというようなことで、これまでまいったわけでありますが、その成果がま

ずこの啓翁桜でありますが、それとあわせて、夏場にある程度冬場の生活費も確保できるよ

うな、そういった形態ということで、ハウス園芸、こういったものも含めて試験的に導入し

た経過がありますが、こういった基盤を整えなければ、新たに就農者を確保するのに非常に

困難なところであります。 

  ですから、まず環境をいかに整備するか、そういったものを含めて、そしてそこに新たに

挑戦する新規就農者をどういうふうに誘導するかというようなことだと思っていますので、
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そういった意味でこれまでやってきたわけでありまして、さらに今後、新たに企業を起こす

というような、そういった若者を昨年は２事業所ほど、20代、30代の方が新たな企業を起こ

しておりますので、そういった成功例も含めて、皆さんに町内の状況をお知らせしながら、

そして、皆さんの新たな事業に挑戦する、そういった機運をぜひつくっていきたいと思いま

すので、そういったものを含めて今後やっていきたいと思いますので、ご理解をお願いした

いと思っています。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 限られた資源ということでございますので、その資源をどう使うか

という場合になった場合には、それに対する人数的なものもある程度出てくるわけでありま

して、それを有効活用するためには、やはりある程度目標値を立てないと事業展開ができな

いのではないかというふうに思いますので、事業を効率的に前に進めるためにも、ぜひ目標

を持って進んでいただきたいというふうに思うわけであります。 

  質問の２番に入らせていただきますけれども、雇用の創出を行う上で、現在町が抱えてい

る問題、課題をどういうふうに捉えていらっしゃるのか、また、今後の対策はどのようにな

っているのか伺います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 雇用創出の問題、課題、今後の対応についてでありますが、全国的に低迷する経

済状況の中にあり、特に本町におきましては少子高齢化や、雪への対応などの課題がありま

して、雇用環境は抜本的な対策がなかなか見出せない、非常に厳しい状況にあります。 

  今後の対応につきましては、まずは今頑張っておられる農業者や事業所をどう継続してい

ただけるかが重要であり、また、新規就農や起業、いわゆる起こす業の支援につきましても

重要であると考えております。 

  このことに関しましては、町独自の農林商工観光業全般にわたる各種補助事業の一定期間

の支援によりまして、具体的に支援するとともに、運転資金や設備投資資金などにつきまし

ては、今年度町独自で整備いたしました融資制度による支援が重要であると考えております。 

  一方、農林商工観光業以外の雇用創出につきましては、介護等の福祉分野での雇用などに

つきましても考えられるところでありまして、豊かな町の森林資源や、月山、朝日の観光資

源などの地域資源を活用した雇用や新たな法人化など、まちづくりと連動した雇用を創出す

る仕組みづくりが大切であると考えておるところであります。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 



－39－ 

○１番（荒木俊夫議員） 各種施策を取り組んでいるようでございますけれども、こういった

融資制度もあるということですが、人的支援と申しますか、相談窓口といいますか、その事

業に対するバックアップできる体制というのはどのようになっているのか、お聞きしたいと

思います。 

○古澤議長 答弁は志田商工観光課長。 

○志田商工観光課長 人的な支援というふうなご質問であります。 

  今年度、西川町商工会におきましては、町と連携する中で西川町経営発達支援計画という

ふうな計画を策定をいたしまして、総務省に提出、認定していただくことで、国からの補助

金、補助事業もやられるというふうな、そういった制度の申請をさせていただいているとこ

ろであります。 

  その中におきましては、しっかりした経営の分析、それから事業計画の策定、その後のフ

ォローにつきまして、しっかりやるべきというふうな内容としておりまして、商工会、町も

そうでありますけれども、そういった事業所に寄り添って、俗に伴走支援というようなこと

を言ってございますけれども、そういった伴走支援が大事だというところも明確に明記をし

ながら、計画が絵に描いた餅にならないような形で進めていきたいというふうなところをう

たった計画を策定をして、今後、人的な支援も含めてやっていきたいというふうに考え方を

整理をして、進めることにしているところであります。 

  そういったところが商工観光関係におきましては、人材的な支援というふうに該当するも

のなのかなというふうに理解をしているところであります。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） ぜひ今あった伴走支援ですか、よろしくしていただいて、希望を持

ってできるようにお願いしたいというふうに思うんですけれども、ちょっと具体的になるん

ですけれども、ことしの７月31日に開催いたしました町民と議会の対話の集いの中で、西川

町担い手育成協議会との話し合いがございまして、この中で新規就農者の方が農地の集積・

集約、これと使いやすい農機具の共同倉庫、こういったものが非常にうちの町として支援が

欲しい、必要なんだというふうに訴えておられましたけれども、この点について具体的にな

ってあれなんですけれども、対応なさっているものだとか、お聞きしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は工藤産業振興課長。 

○工藤産業振興課長兼農委事務局長 まず、農地の集積・集約につきましてでございます。 

  まず、農地の集積・集約につきましては、議員ご承知のとおり、各地域におきまして人・
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農地プランというようなことで、集落営農座談会を開催しながら、今後その各集落における

農地というのはどうあるべきか、さらには農地を手放す人といいますか、貸し出しをする人、

さらには、その地域におきまして、担い手というようなことを認定していただいて、その方

への集約というようなことで、そういった話し合いを各地域で実施していただいております。 

  それに基づきまして、特に認定農業者、認定新規就農者に認定するには、その各地域の担

い手というような形で選んでいただかないと、そういう認定にはできないというようなこと

でございます。 

  したがいまして、そういう体制は各地域においてしっかりその方を認定していただいて、

その方への集約というようなことがまず第一に前提になっておりまして、そのことをしっか

り対応していただく。さらには、農協におきましてもその認定、新規就農者等につきまして、

新たな農業を実施するに当たりまして、どのような農地が必要かというようなことも検討し

ていただきながら、農地中間管理機構、さらには農地の集約における手続等を踏まえながら

実施をしております。それらの手続におきまして、町としましてもそれらの手続等の支援を

させていただきながら、できるだけ集約化を目指していければなというふうに思っておると

ころでございます。 

  さらに、先ほどもう一点につきまして、共同作業場、就農場というような確保の件でござ

います。 

  他市町、隣の、特に本町の担い手育成協議会、さらにはその他、他町の担い手に関する協

議会との交流を行いながら、いろいろ情報交換なども行っているところでございまして、議

員ご指摘の、この座談会の中での就農場とか、そういった確保について、他町で実施してい

る例がございます。 

  本町におきましても、そのような対策検討というようなことは実施を、話も出てきました

し、さらには担い手育成協議会、さらには農協の青年部等の中でもいろいろ話が出ていると

ころでございます。 

  できるだけ町への支援というようなことも考える必要があるとはいうふうに思いますが、

まずは農協の施設があります。冬季間におきましては、そこに農機械の整備を含めて、収納

などを支援していただきながら、整備を図っていただくということもあります。 

  まずは、そういう体制をとりながら、今後必要な対策については話し合いのもと、検討が

必要なのかなというふうに思っているところでございますので、よろしくお願いします。 

  以上でございます。 
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○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 町そのものについては耕地も少ないですし、資源的には少ないとい

うふうに思います。ぜひこの少ない資源ですけれども、有効に活用すればかなり使っていけ

るというふうに思いますので、全体的な支援も今後とも続けていただきたいというふうに思

います。 

  これはちょっとあれなんですけれども、産業建設常任委員会で先日、畜産クラスター事業、

こちらを視察をさせていただきました。非常にこの事業が順調に進んでおるということでご

ざいまして、畜産事業者の方の事業規模の拡大が進んでいるということであります。ぜひ、

非常に大きな施設でありますし、こういった専門に勉強されている、例えば農業大学校の卒

業生、こういった方の受け入れを行うことによって、就労の場ともなるのではないかという

ふうに思ってきたところでありますけれども、こういった点についてはどうお考えですか。

よろしくお願いします。 

○古澤議長 答弁は工藤産業振興課長。 

○工藤産業振興課長兼農委事務局長 議員ご指摘の畜舎の増築、いわゆる西川町畜産クラスタ

ー事業計画に基づきまして、町内の畜産の企業が今、拡大をさせていただいているところで

ございます。 

  その中で、現在雇用につきましては７名の雇用でございますが、拡大にしますと12名を目

標に、５名プラスというようなことで目標を掲げながら、今準備を進めているところでござ

います。 

  その際に、県内におきます農業大学校の卒業生につきましても、実際にこれまで１名の方

が採用されまして、繁殖牛、120頭まで伸ばすというようなことでございますので、それ専

門の知識を持った方を採用しているところでございまして、新規就農者として町の支援もさ

せていただきながら、さらには担い手育成協議会にも入っていただきながら頑張っていただ

いているところでございます。 

  さらには、新規学卒者として、県内の高校生ですが１名採用させていただいて、一定期間

仕事をしていただいたんですが、残念ながらその方は、女性の方でしたけれども、やめられ

たというようなことでございました。 

  ただ、これから12名というような目標を掲げながら準備をさせていただいているところで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 
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○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 町の就労の場が限られているということで、町外に転出される若者

もいらっしゃる。先ほど今年度は２名の方、町内で就職されたという、非常にいいことだと

思いますけれども、住まいは西川町、例えば就労先は他市町という方へも対策ですね。ある

と思うんですけれども、例えば雇用促進奨励金とか、こういったものもあると思うんですが、

平成30年度においては、新規学卒者の雇用奨励金、予算30万円に対して執行ゼロ、雇用促進

奨励金、平成30年度予算39万円、執行３万円ということでありました。 

  今年度は町内に２名いらっしゃるということですけれども、こういった例えば、町内に住

まわれて町外に就労される、こういった若者だけでなくて、かなりいらっしゃるわけですけ

れども、こういった新規就農の方の今、助成もありますけれども、条件や内容を見直す必要

があると思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 今その内容等について再度検討すべきではないかというようなこともありますし、

今のその就労者、就農者等々についての具体的なものについてもそうでありますが、ただ、

一番は、問題は住宅だと感じております。 

  要するに、どうしても寒河江市、西川町に就職しますものでありますが、寒河江市に住居

を移して、そこから通勤するという方が非常に多いということでありまして、そして、西川

町には単身で入居できる住宅がない。コーポはありますけれども、コーポにかわるこの役場

の前の住宅団地には、夫婦または40歳以下、さらには子ども、そういった子育てを対象にし

ておりますので、そうではなくて、その住宅も含めて今後検討すべきだと思っています。 

  そのようなことで今回、今、建設水道課に指示しまして、２期工事等も踏まえてでありま

すが、それらの中に単身でも入られる住宅の整備、こういったものを検討するようにという

ことでおりますので、そういったあらゆる面での環境整備が必要だと思っていますので、そ

の辺は議員ご指摘のものを踏まえて今後検討していきたいと思っていますので、よろしくお

願いします。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） ぜひ対応をしていただきたいというふうに思いますし、あと、新規

起業者の発掘の一つとして、地域おこし協力隊員の活用があると思うのですけれども、今後、

地域おこし協力隊、どのように募集されていくのか、方針がありましたらお答えをお願いし

たいと思います。 
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○古澤議長 答弁は土田政策推進課長。 

○土田政策推進課長 地域おこし協力隊の制度についてでありますけれども、地域おこし協力

隊につきましては、現在も定住のための目的を持って、つまり、所得を得られるような仕事

を持って取り組んでいただくというようなことで、現在も対応を進めているところでありま

すので、今後ともそのような形で定住できるような、西川町で仕事をして暮らせるような協

力隊の募集というものを目指していきたいというふうに考えているところでございます。 

  特に、現在も進められております就農とか、既存の事業者の方の雇用の対応なども含めま

して、協力隊との調整を図っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） ぜひ新しい力といいますか、今までの考え方と違う方が入っていた

だいて活動していただければというふうに思いますし、あとは、これは提案なんですけれど

も、新規、こういった起業者の活動拠点ですね。やはり一人ではなかなか不安なところもあ

ると思いますので、話し合いや情報交換ができる共同オフィス、例えば旧水沢小学校、ここ

を共同オフィスとして活用して、そこで情報交換等を行いながら前向きに取り組んでくださ

ってはどうかなというふうに思いますので、これについては提案だけさせていただきたいと

いうふうに思います。 

  質問の３番でありますけれども、これまでも企業誘致については議会において質問したり、

また、行政においても取り組んでまいりましたが、なかなか企業誘致の実現には厳しいもの

があると思っています。現在の企業誘致対策の状況について、まずお伺いします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 企業誘致対策の状況についてでありますが、これまで国では国内の都市部と農村

部の経済的地域格差の問題に対処するため、昭和46年に農村地域工業等導入促進法を制定し

まして、農村地域の工業の導入を積極的、計画的に促進し、就職口をふやす一方、農業経営

の規模拡大を進め、農業と工業の均衡ある発展を図ろうとしてまいりました。 

  具体的には、農村地域工業導入基本計画及び実施計画の樹立等を定めるとともに、これに

基づいて進出した企業や離農者に対し、税制、金融上の優遇措置をとることなどが定められ

てきたところであります。 

  本町でも昭和48年にこの法律による指定を受け、実施計画を策定して、工業の導入を図っ

てまいりましたが、それ以前の昭和38年にも、西川町企業誘致条例を制定し、町内における
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事業の新設、または既設事業所の拡充を奨励してまいったところであります。 

  これらの一連の誘致企業策が実り、昭和40年代半ばから50年代半ばにかけて、町外から８

社が進出されました。特に、昭和40年から48年にかけましては、町内の製造業の事業所数が

41事業所から81事業所へと倍増した時期もあったところであります。 

  しかし、先ほどの質問でもお答えいたしておりますとおり、厳しい社会経済情勢の中、雇

用や流通、さらには雪対策などの多様な課題がありまして、企業誘致は容易ではない状況に

あります。 

  このような状況ではありますが、雇用の場の確保は重要な課題でありまして、県内の自治

体では思い切ったプロジェクトを実施し、誘致に取り組み、誘致に成功しているところもあ

りますので、山形県の企業誘致担当や西川町商工会や金融機関など、関係する機関などとと

もに、企業誘致を初め事業支援などについて県内外の実例も調査しまして、考えてまいりた

いと思っております。 

  また、雇用の場の確保につきましては、若者や子育て支援の充実や、交通の利便性、自然

環境など、移住定住環境の町の魅力を発信し、広域連携による働く場は、近隣市町村であっ

ても本町に住まいし、魅力あるにしかわぐらしを行っていただくことなども、検討の価値が

あるものと考えておるところであります。 

○古澤議長 １番、荒木議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 企業誘致を含めた雇用創出には大きな課題がたくさんあると思いま

すけれども、町の特色であります美しい自然、きれいな空気、清らかな水、山菜や木材資源、

高速道路の２カ所のインターチェンジ、こういった町の優位性を十分生かして、あとは、例

えばまちづくり応援団の方や、西川町を支援してくださる方のお力をおかりしたりしながら、

ぜひ多くの方々の知恵と力を結集して、取り組んでいくべきであるということを申し上げま

して、私の質問を終わります。 

○古澤議長 以上で、１番、荒木俊夫議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は10時45分といたします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時４５分 
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○古澤議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤   仁 議員 

○古澤議長 続いて、２番、佐藤仁議員。 

〔２番 佐藤 仁議員 質問席へ移動〕 

○２番（佐藤 仁議員） ２番、佐藤仁です。よろしくお願いします。 

  私にとってはちょっと異次元の、教育のほうの分野にちょっと質問をしてみたいと思って

きょう準備してきましたので、ちょっとまた盛りだくさんになった傾向がありますけれども、

よろしくお願いしたいなというふうに思います。 

  第６次総合計画の後期基本計画の、これまた基本目標別の施策で、（４）に示されており

ます教育方針があります。それで、質問１になるわけですけれども、西川町らしい教育の展

開というふうにあります。これはどういうことを目指してやっていこうとしているのか、ま

ずお聞きしたいというふうに思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

〔町長 小川一博君 登壇〕 

○小川町長 西川町らしい教育ということでありますが、初めに、本町の学校教育目標につき

まして申し上げますが、本町の学校教育目標は「ふるさとを愛し 高い志をもち ぶなのよ

うにたくましく ともに学ぶ子ども」でありまして、西川の教育の３つの柱、子どもの未来

につながる土台を構築する教育、地域との結びつきを大切にした教育、世代をこえかかわり

あう教育を基本に、学校教育を進めております。 

  では、具体的にそれぞれのご質問にお答えいたしますが、第１点目でありますが、西川町

らしい教育の展開についてでありますが、本町では主なものとして保小中一貫教育、自然学

習、体験学習の充実、コミュニティスクールの充実の３つを西川町らしい教育と捉えており

ます。 

  初めに、保小中一貫教育についてでありますが、学校教育目標の具現化のために、確かな

学力と生きる力の育成を進めていかなければなりませんが、その手段として本町では保小中

一貫教育を推進いたしております。 
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  保小中一貫教育は、幼児期からの一貫した教育が重要であると捉え、保育園から中学校ま

での学びの系統性と連続性を一層重視するものでありますが、また、一人一人の発達過程を

適切に把握し、それぞれの子どもに応じた指導を連続的に行っていくものであります。 

  さらに、予測不能な未来をたくましく生き抜き、よりよい社会をつくり上げる豊かな人間

力、社会力を育むため、先ほど申し上げました３つの西川の教育の柱をもとに、教育実践に

取り組んでおります。 

  次に、自然学習、体験活動の充実についてであります。本町ならではの自然や文化に触れ、

地域の方と交流し多くの実体験をすることが、社会で求められるコミュニケーション能力や、

自立心、主体性、協調性、責任感、変化に対応する力などを育むと考えております。 

  しかも、幼児期から中学生まで系統的に体験を積み重ねることで教育的効果が上がるとさ

れておりまして、その考え方から、小学校では地域へ出向いてのふるさと学校、カヌー教室、

スキー教室、農業体験、弓張平でキャンプをするブナの森自然学校など、中学校では職場体

験、月山登山、ボランティア活動等を積極的に行っております。今後、保育園での活動も含

め、系統的なカリキュラムを共有し、進めてまいります。 

  最後に、コミュニティスクールの充実についてでありますが、地域とともにある学校づく

りを目指し、平成28年度からコミュニティスクールを導入いたしておりまして、地域の方々

に小学校、中学校の応援団のように支援していただけるような関係性をつくっていきたいと

いうものであります。 

  コミュニティスクールの取り組み、学校運営協議会を年４回開催いたしておりますが、地

域の方々が委員となり、学校経営の報告とそれに対する承認、学校が支援を必要とする内容

について熟議を行っております。 

  今後、もっと地域の方々が学校に関心を持ってくださり、西川の子どもを町民みんなで育

てていくという雰囲気づくりをつくってまいりたいと考えておるところであります。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。ホームページなんかにも掲載になっていま

すけれども、西川学園構想というのがあります。構想ではなくてもう運用していると思うん

ですけれども、これ、実務的なことなので教育長でいいかなと思うんですけれども、この西

川学園、いつからスタートして、それで今はどういう状況で、その成果とかあればお聞きし

たいなというふうに思います。 

○古澤議長 答弁は伊藤教育長。 
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○伊藤教育長 それでは今、佐藤仁議員のほうからありました西川学園構想について、現状に

ついてお答えいたします。 

  西川学園構想につきましては、昨年度およそ１年間をかけまして、その内容等について検

討してまいりました。議会でも何度かご説明申し上げてきたわけで、平成31年、ことし３月

に西川町教育委員会としてこれを定めております。 

  それで、今年度から具体的にそれに従って具現化をしてまいっているところですけれども、

まず、ことしは今までの小中一貫教育に加えまして、保育園もその流れにというか、保小中

一貫教育ということで第一歩を進めているところです。この学園構想の中の説明図の、イメ

ージ図というのはあるんですけれども、その中で、保育園も含めた全部の教育計画を立てま

して、それについて実践をしているわけです。 

  具体的に言いますと、今年度は保育園も含めたということですので、保育園も含めた第１

年次になります。ほかといいますか、今までの小中一貫に関してはこれまでどおりで、それ

をさらに充実している方向でいるんですけれども、その保育園を含めたということで、今年

度はご理解いただければと思います。 

  具体的には、まず５月に西川町の学校教育センターがあるんですけれども、その全員が集

まって年度当初の方針を確認する会議があるんですけれども、そこに保育園の先生方にも入

っていただきまして、小中学校の方針とともに、保育園でもこういうふうにしていきましょ

うというようなことを確認したところです。 

  また、その学校教育センターの中で、夏休みに研修会があるんですけれども、その場では

私のほうから逆に今現在の保育園での課題と申しますか、それについて小中学校の教職員に

対して説明したという経緯があります。 

  今後とも、今までの保小の交流をさらに充実していくという形で進めていくわけでござい

ますが、その１年目ということで今申し上げたんですけれども、今までのここにイメージに

書かれていることを、さらに充実していくというのが今後の課題かなというふうに思います。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） それで、この構想の中を見ますと、今、保育所から一貫してやるん

だということで、スタートプログラムとか、アプローチプログラムとか、あと、何か聞いた

ことのないポートフォリオとか、あと、これはＣＡＮ－ＤＯというのかな。ＣＡＮ－ＤＯリ

スト、これは年間通しての英語教育のスケジュールがあって、それをもとにしてやるという

ようなことだとは思うんですが、これはどこの小学校とか、自治体でもやっているのか。ま
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た、やらざるを得ないのか。また、西川町ではこれを実際に作成をして今行っているのか、

ちょっとそこら辺を、これは教育長だと思うんですけれども、お聞きしたいなというふうに

思います。 

○古澤議長 答弁は伊藤教育長。 

○伊藤教育長 今ご指摘ありました保小スタートプログラム、あるいは保小アプローチプログ

ラム、それからポートフォリオ、ＣＡＮ－ＤＯリスト等ですけれども、いろんな方法とかは

ありますけれども、やったほうがいいという、よりよく今の教育課程を進めていく上で、こ

れをきちんとやって進めていったほうが、より効果が上がるという点で先進的、ほかの市町

村よりも先行して進めているというふうに思っております。 

  ちょっと具体的に申し上げますと、例えば保小スタートプログラム、あるいはカリキュラ

ムと呼んでいるんですけれども、ありますけれども、本町は前から申しましているように、

保育園１校、小学校１校、中学校１校で、そういうものを進めやすい状況にありますといい

ますか、いわゆる小規模のメリットを進めています。 

  具体的に申しますと、保育園の子どもたちが小学校に入ってきたときに、スムーズに接続

できる。接続というのは、小学校で生活できるようにというプログラムです。それで、スタ

ートプログラムというのは小学校の立場で、小学校に入学してから４月から５月、６月ぐら

いまで、保育園のやってきたことをもとにして、スムーズに小学校になじめるようにという

特別なプログラム。特別なというか、それをやりやすいプログラムですし、逆に、保育園の

ほうでは、卒園に当たりまして、10月から例えば３月ぐらいまでに今度は小学校で就学する

に当たって、うまく小学校につなげるようにということで、小学校の入学を目標に置いてや

っていると、そういうのがスタートプログラム、あるいはアプローチプログラムと呼ばれて

いるものです。 

  本町の特色は、先ほど申しましたように、１園、１校ですので、ほかの市町だと、例えば

小学校にいろんな保育園から集まる、あるいはいろんな幼稚園から集まるというところがあ

りますけれども、ここはそっくり原則的にそのまま小学校に入学するわけですから、もうそ

の時点で情報交換とか、どういう子どもたちが入学してくるか、あるいは小学校の立場から

言いますと、どういう子どもたちが今度卒園して小学校に来るのかと、そういうのが情報交

換を密にできますので、子どもたちの状況もわかって適切な指導ができるというふうな利点

と捉えております。 

  あと、それからポートフォリオという考え、例えばそうなんですけれども、これは一人一
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人の子どもたちの記録をきちんととって、自分の得意なものとか、ここは今からいろいろあ

る、出てきます、具体的には出てくるんですけれども、そういう記録をためておいて、小学

校、あるいは保育園、小学校、中学校、ずっと自分の成り立ちといいますか、成果を持って、

自信を持って社会に出ていけるようにという考えでいました。 

  これ、ここに書いた時点でのポートフォリオは、西川町独自のポートフォリオを考えてい

たんですけれども、折しも文科省で今度はキャリア・パスポートという制度が出てきます。

これは来年４月からちょっと実施するようになるんですけれども、特別活動で子どもたちの

例えば委員会活動とか、クラブ活動とかの蓄積をずっといって、小学校から高校まで積み重

ねるという構想が今出ておりまして、本町の教育委員会で考えた概念と、たまたま文科省が

考えた概念が一致しましたので、それも本町独自のもつけ加えて、今後活用できるのかなと

いうふうに思っています。 

  もう一点、ＣＡＮ－ＤＯリストにつきましては、これに従ってやっております。これはど

この学校でもやっていますけれども、それぞれの市町村の教育の状況に応じて、英語では何

学年にこういうことができるといいですねというか、それぞれの学年ごとの目標に、具体的

な目標になります。これに従って実施しております。 

  以上です。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） 私もいろいろ調べたので、今のような形になったと思います。山形

県の、ネットなんかで見ますと、市町村でスタートプログラムとかいろいろのやつが出てき

ます。残念ながら、西川町のやつは出てこないんですけれども、ポートフォリオはファイル

をつくって、個人の情報がみっちり入って、それを中学校とかに移る場合にはそれをたがっ

ていくのかとかわかりませんけれども、個人情報がびっちり入っていて、それを見れば今ま

での生い立ち、学習等が、生徒のやつがわかるというようなことだとは思うんですけれども、

大変な時代だなと。管理管理で。それをせざるを得ないのか、よかれと思ってやっているの

か、ちょっとわかりませんが、学園構想に載っかっている以上は、とりあえずはやっていた

だいて、それの成果をまた機会があればお聞きしたいなというふうに思います。 

  それで、次の小学校の教育課程の編成の方針というのがあります。その中で、年間の各学

年ごとの、各教科の時間数が載っかっています。 

  これは恐らく文部省からの指導で何時間、何年生、例えば国語は何時間、年間とかという

ふうに指導があると思うんですけれども、これというのは各自治体である程度アバウトに増
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減をしたり、例えばうちの場合は算数を少し余計にするとか、そういうのはできるんでしょ

うか。簡潔にできる、できないでいいですので、お答えしていただきたいなと思います。 

○古澤議長 答弁は伊藤教育長。 

○伊藤教育長 じゃ、簡潔にお答えします。できません。標準時数等がありまして、それを下

回らないようにするように定められております。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） すみません、後での質問事項にもちょっと反映させていただきたい

と思いますが、基本施策の中に西川らしい子育て支援というのが載っています。 

  私は９月の一般質問のときに、ランドセルの見本、こういうのがあるよと、軽こくて非常

にいいんだと。それを茨城県の日立市で使っているというようなことを紹介させていただき

ました。その結果、検討したのか。検討もいろいろあって、長い検討なのか、今々検討なの

か、それとも検討の俎上にも乗らない却下なのか、そこら辺ちょっとお願いしたいなという

ふうに思います。 

○古澤議長 答弁は安達学校教育課長。 

○安達学校教育課長 軽いランドセルの無償貸与でしたでしょうか、日立市でやっているとい

うことを佐藤議員から資料としていただいておりました。そちらのほうについては、ちょっ

と具体的に今のところはまだ検討までには至っておりません。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） わかりました。一人一人のことを聞く必要はないので、機会があれ

ば検討していただければなというようなことで、前回は話をさせていただきました。ただ、

単独でやる場合と、例えば広域で、１市４町で協力して、地元の業者を探してやるという方

法もあります。そこら辺は機会があれば検討していただいて、一概にすぐできるとか、でき

ないとか、あるとは思いますけれども、頭の中に置いていただければなというふうに思いま

す。 

  それでは次に、質問２に移ります。 

  「郷土に愛着 豊かな感性を磨く教育」というふうにあります。具体的な取り組みをお願

いします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 教育関係の質問の２でありますが、「郷土に愛着 豊かな感性を磨く教育」につ

いてでありますが、質問１でお答えいたしましたが、西川町らしい教育の展開が、「郷土に
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愛着 豊かな感性を磨く教育」の取り組みの一つとして掲げておるところであります。 

  保小中一貫教育により、系統的に自然・歴史・文化を地域の方々と交流しながら体験的に

学ぶことが、生涯にわたって西川町を愛し、郷土西川を担う人材を育成することができると

いう考えから推し進めておりまして、具体的には、質問１で申し上げましたとおり、小学校

でのふるさと学校、カヌー教室、スキー教室、農業体験、ブナの森自然学校など、中学校で

のボランティア活動、職場体験、月山登山などでありますが、そのためには町民の方々の協

力、支援なしにはできないことでありますので、地域とともにある学校づくりを目指すコミ

ュニティスクールの充実もあわせて推進いたしておるところであります。 

  以上です。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。それで、教育に関してはハード面とソフト

面という、前もちょっと話したことありますけれども、やっぱりハード面からいけば今、町

長から話あったように、ふるさと学校なんかは６年間でほとんど西川町を回ってくる。私な

んかはほとんども回っていないので、私よりも小学生のほうがいろいろなところに何がある

かわかっているからやと思うんですけれども、非常に地区からの協力もあってやっていると

いうことで、今後ともやっていただいて、やはり西川町のよさを子どもたちに知っていただ

くというようなことが大変必要なことかなというふうに思います。 

  それと、これも教育課程の編成の中に、挨拶運動があります。教育長も老人の運動会のと

きに、子どもたちにそういうふうなことをしているんだということで、地区の方もよろしく

お願いしたいというような話がありました。ここに載っかっています。いつでも、誰にも、

先にですね。先に元気に顔で挨拶をするんだと。結果的に日本一の挨拶を目指すというふう

に載っかっています。 

  ちなみに、挨拶を別にこれ、聞き流してもらってもいいんですけれども、挨拶という２文

字があります。挨拶の挨というのは心を開くと。挨拶の札というのは迫る、近づくというよ

うな意味があるそうです。これは解釈によってですけれども、ですから、挨拶というのは、

自分から心を開いて相手に迫るんだというような意味があるということを言っている方もい

らっしゃいます。ですから、ただ単に挨拶をしろではなくて、自分から進んでやるんだとい

うようなことをつけ加えて、児童たちに教えていただければ結構かなというようなことで、

お話をさせていただきました。 

  それと、あともう一つですけれども、これも前回の９月の一般質問でしました。大変、き
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ょうは西川の町民憲章があります。これは非常に西川町を思った憲章であります。 

  これも、例えば学校の朝礼にとか、いろんな機会ごとにみんなで唱和をして、そして、西

川町のよさを知ってもらうにはいいのではないかというようなことを提案させていただきま

す。これも却下なのかわかりませんが、現状をちょっとお聞きしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は伊藤教育長。 

○伊藤教育長 まず、１点目の挨拶運動につきましては、本当にご指摘ありがとうございます。

各学校でも、そのように指導しております。また、小中一貫教育の取り組みとして、中学生

が小学校に来て、玄関で一緒にいわゆる中学生の生徒会の役員と、小学校の児童会の役員が

一緒に、いわゆる通学してくる子どもたちを挨拶で出迎えるなどという運動もやっておりま

す。今後とも挨拶については進めていきたいと思っていますので、町民の方にも子どもたち

に出会ったら挨拶をお願いしますというようなことを、事あるごとに私のほうからもお願い

していこうかなというふうに思っています。 

  それから、町民憲章ですけれども、小学校では町民憲章については「わたしたちの西川町」

という３年生の副読本があるんですけれども、このときに出てきます。これに町民憲章が載

っております。 

  西川町の町民としての目標とか、あるいはこの冊子には町の花とか、町の木とか、あるい

は町の町章ですね。これがどういう意味を持つかとか、そういういろんなものが載ってあり

ますので、ここで学習することにはなります。 

  ただ、町民憲章を学校でとか、毎日これを述べるというのはちょっと子どもたちの意識の

中ではちょっと、学習として成り立ちますけれども、子どもたちにとっては例えば学校の校

歌をきちんと歌うとか、学校教育目標を自分たちのものにするとかというのはあれですけれ

ども、町民憲章まではもう少し大人になってからなのかなというふうに思っておりますので、

ご理解をよろしくお願いします。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） わかりました。いろいろ考え方だと思います。ただ、頭のやわらか

い時期に西川町のよさを知ってもらうのもいいのかなというようなことで、前回は提案をさ

せていただいたところです。 

  次、３番目の質問に移ります。 

  西川町で英語の勉強というか、外国語の授業ですけれども、来年度から本格的にやるとい

うことを前倒しをしてやっているわけです。今いろいろ騒がれています英語ですけれども、
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中学校と高校で今はやっていると。この６年間で話す、聞くはいい。それで、足りないのが

書く。何か、読む、聞くが今現在なっていて、話す、書くがちょっと劣っているということ

で、そういう方向で進んでいるんだろうと思います。 

  この流れをくんで、小学校も３年生、４年生から授業でなくて活動、５、６年生は授業と

いうことで、本格的に教科書を使ってやる。今、それを前倒ししてやっているわけでしょう

けれども、現状、今その成果がどの程度あらわれているのか、教育長だと思いますけれども、

お聞きして、これは最初はあれですね。町長、お願いします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 質問の３点目でありますが、小学校の外国語活動の現状についてでありますが、

学校の学習指導要領改定によりまして、令和２年から小学校３、４年生は外国語活動を年間

35時間、５、６年生は外国語の授業を70時間することになりますが、本町では平成30年度か

ら、ただいま申し上げました時間を先行実施いたしております。保小中一貫教育に基づき、

外国語教育についても西川町英語年間指導計画に沿って、系統的に連続性を持って指導を行

っておりますので、その点についてご説明申し上げます。 

  保育園には英語活動指導員が週１回赴き、歌、ゲーム、絵本を通して、英語の発音や外国

語の文化に親しむ活動を取り入れております。 

  小学校１、２年は年間10時間、英語の音声に触れ、英語を使った活動を楽しむ時間を確保

いたしております。 

  小学校３、４年生は先ほど申し上げましたとおり、昨年度から年間35時間、外国語活動と

して英語になれ親しむ活動を行っております。 

  小学校５、６年生は年間70時間、外国語の教科として聞くこと、話すこと、読むこと、書

くことの技能や、主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養っております。 

  このように、外国語教育にも力点を置き、保育園から中学校までのカリキュラムを作成し、

来年度からの新学習指導要領の本格実施に向け、スムーズに外国語活動の教育課程が進めら

れるように、先行して取り組んでいるところであります。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） わかりました。それでちょっとこれは伊藤教育長から聞いた話です。

私は知らなかったんですけれども、英語の授業というのはあくまでも担任の先生がやるんだ

ということをお聞きしました。大変だと思う。今まで全然英語を、全然というか、担任の先

生、小学校ですと専門の英語の先生がいないわけですので、ただ、それが担任の先生がやら
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ざるを得ないんだということで、西川町ではＡＬＴ、ちょっとあれですけれども、これはア

シスタント・ランゲージ・ティーチャーですかね。外国語の指導助手ということで、今現在

一緒に担任の先生とやっているということだと思うんです。 

  それ、先行してこういうものを取り入れてやっているのはすばらしいなというふうに思う

んですが、先ほどもちょっと話したんですけれども、聞いたんですけれども、来年から授業

ということで正式に通信簿も来るような授業体制になるわけですけれども、今までの例えば

５、６年生の時間割、国語とか算数とかあります。それが英語の授業が週２時間ふえたこと

によって、例えば別な教科が減るということはあるんでしょうか。 

○古澤議長 答弁は伊藤教育長。 

○伊藤教育長 ありません。減らなくて、英語入れた分プラスになります。ただ、実質的には、

今までの５、６年生も、外国語活動として１時間やっていましたので、週のこま数としては

１時間ふえることになります。現状では、西川小学校ではもう30年度からその実数でやって

おります。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） 西川町ではそうでしょうけれども、例えば先行してやっていないと

ころは、今現在その国語とか、算数とかというのは文科省の指導どおりに時間割があるわけ

です。それが今度、授業として週に２時間英語がふえてくれば、どこかを削らないと、例え

ば、じゃ、７時間目を、７校時をつくるとかですね。例えば昼休みをやめて、そして朝の時

間とか、それを足してやるというような方向でしかできないと思うんですけれども、そこら

辺はどうなんでしょうか。 

○古澤議長 答弁は伊藤教育長。 

○伊藤教育長 そういうことはありません。今までも週は５日間ありますね。そうすると、今

１週間が毎日６時間をやると、30時間なわけですね。29時間で今、英語をやっても成り立ち

ますので、そういう意味では大丈夫です。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） 要は、例えば月曜日に５時間のやつを今度は６時間になると、授業

数がふえるということだと思うんです。７時間目とか、例えば土曜日とかしない限り、そう

しますと、子どものあれもふえると。先生方の仕事の量もふえる。でなければ、例えば今ま

でどおりやれば、夏休みとか、そういう時間帯を英語の時間、プラスになった分を補わなき

ゃならないということの考え方でよろしいんでしょうか。 
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○古澤議長 答弁は伊藤教育長。 

○伊藤教育長 ですから、１日６時間、あるいは５時間で５日間、１週間。それで間に合いま

す。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） 間に合うんだったらよろしいです。 

  ちょっと意見のキャッチボールとか、うまくいっていないような答弁なんですが、ちょっ

と時間もあれなので、極力今、働き方改革を厚生労働省、文科省では英語をやれと、お互い

の国の制度で相反するところが出てきているような格好なので、くれぐれもそこら辺の調整

は教育委員会のほうでやっていただきたいなというふうに思います。 

  あと、４番目ですけれども、西川町にはもちろん小学校に図書館があります。町立図書館

もあいべにあります。この前、読書週間のときに、議員の本の紹介があるということで、町

立図書館にあるということで行ってきました、あいべに。そうしたら、看板だけで中身は何

もないんです。私が知らなかったのがちょっと恥ずかしいぐらいですが、聞いたら小学校に

一緒にやるんだということだったんです。 

  いろいろ学校の建設当初からいろいろあったんでしょうけれども、なぜ看板だけがあいべ

にあって、中に図書館は本がないのか。そのできない理由があるのかどうかですね。そこら

辺をお聞きしたいと思います。これは４番目です。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 質問の第４点目でありますが、西川小学校の図書室と西川町立図書館の位置づけ

についてでありますが、現在、西川小学校の図書室は学校図書館法に基づき設置いたしてお

りますが、その条文に、学校図書館はその目的を達成するために、支障のない限度において、

一般公衆に利用させることができると定められておりまして、それにのっとり本町では一般

開放して、町民の方に利用していただいております。 

  一方、町立図書館は、図書館法に基づく町が設置する図書館でありましたが、町立図書館

と学校の図書室は兼ねることができませんので、一般開放している西川小学校の図書館とは

独立するものとなりますが、町立図書館は、西川交流センターあいべが愛称の開発センター

に設置すると条例で定めておりまして、議員ご指摘のように学校統合の段階でもいろんな議

員の皆さんからのご質問、ご指導がありましたんでありますが、まず、町立図書館に一本化

すると。小学校の図書室に一本化して、一般開放することがベターであろうというようなこ

とで始めたのが、この図書室でありますので、よろしくお願いします。 
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○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） 図書館を預かっている人もいろいろ大変だと思うんですよね。私も

カードをつくりましたけれども、ことし、小学校に行って。西川町図書館というカードです、

あくまでも。 

  それで今、話があったように図書館法はやっぱりあります。これは学校とかに付随するも

のであってはならないという法律があります。第２条ですかね、たしか。今度、学校図書館

では、今話があったように、支障のない程度に一般の人に開放してやってもいいよというこ

とになっています。 

  ただ、図書館令というのが昭和８年にできていまして、そのときは学校と一般と兼ね合っ

てもいいんだというようなことが、この昭和25年でこれはまただめだよというふうに変わっ

ている。なぜ変わったのかというのは、いろいろ経済状況とかいろいろあるんでしょうけれ

ども、今の西川町の現状として、法的に言えば、マルかバツかと言えば意外と中間でグレー

ゾーン的なことになっているのかなというふうに思うんですけれども、それらをきちんとは

っきりをして、例えば看板はできないんだとか、できるとかというのははっきりをして、何

もないところに立派な看板を下げておくのも、ちょっとおかしいんではないかなというふう

に思います。 

  ただ、学校を建てるときにいろいろ補助とか何かでだめだというふうな、文科省から、県

からいろいろあったのかもしれませんけれども、実際問題として今こういうふうになってい

るわけですよ。図書館ができたときには、いろいろ称賛もされたわけで、いい方向だと。一

般開放して、非常にいい、コンパクトに、そういうこともある。ただし、依然として法律が

そういうことで、できない面は何も声を大にして国に訴えて、今からこういうふうな町がど

んどんふえてくるんだと、直してくれというような声を上げてもいいのかなと。ちょっとこ

れは大げさですけれども、ただ、いずれにしてもグレーゾーンのままでいるというのは、ち

ょっとまずいのかなというふうに思います。 

○古澤議長 答弁は荒木生涯学習課長。 

○荒木生涯学習課長 今の佐藤議員のご質問についてですが、やはり図書館法と学校の図書室

ということは、法律上明確に区分されております。この法律がある以上、現在、運用上にお

いて、学校、小学校の図書館を一般開放ということで、町立図書館的な機能を発揮させて、

一般の町民の方から利用していただいているというような状況は、確かにグレーゾーンなの

かもしれませんが、現行の法制度にのっとった上での運用でございますので、まずは現行の
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やり方を維持させていただきたいというように考えてございます。 

  そして、文部省のさまざまな研究機関の図書館に関する雑誌などにつきましても、議員ご

指摘のとおり、ある意味評価されているコメントなどもあります。先進的な事例だというよ

うな紹介などもありますが、法律上そのようになっておりますので、今のところそのような

運営をさせていただきたいというように考えてございますが、今後、さらに議員ご指摘のよ

うな活動なんかも、国に対してやっていくというようなことは、町としても考えていくとい

うことはやぶさかではないのかなというふうには思いますが、今のところ法制度にのっとっ

たやり方をさせていただければというように考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） やっぱり普通の民間と違って、法のもとで仕事をやっている役所が、

やっぱりグレーゾーンというのはどうもちょっと、うまくないんだろうというふうに思いま

す。ただ、いいことなので、悪いことをやっているわけじゃないので、それを正々堂々とア

ピールしていくというのは別にやぶさかで、今の答弁と同じで、私も思いますので、それに

労力を使って、別なところの業務がおろそかになっても困りますけれども、そこら辺はよろ

しくお願いしたいというふうに思います。 

  ちょっと時間がなくなるので、次に、大きい項目の質問の２番目に移ります。 

  健全な財政運営による地域づくり計画ということで上げております。質問１ですけれども、

後期基本計画の基本目標に、財源確保と行政改革とがあります。この財源確保について、具

体的な取り組みをお願いしたいなというふうに思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 財源確保等に地域づくり計画の推進に当たっての財源確保というような質問であ

りますが、質問１の財源確保について若干ちょっと長くなりますが、よろしくお願いします。 

  現在、日本国内の人口の状況につきましては、2013年ころから若者世代を中心に総人口が

減少しまして、2040年、推計では１億人を下回る予測がなされております。その要因といた

しましては、経済的負担や晩婚化などによる出生数と出生率の低下などが挙げられておりま

すが、10代後半から20代の若者の大学への進学、就職等で、東京一局集中という状況にあり

ます。 

  人口減少に伴いまして、労働力の減少や消費市場、経済規模の縮小などにより、大きくい

ろんな面での社会生活サービスの低下が懸念されておりまして、このような状況の中、国で
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は地方創生、人口減少克服によります構造的な課題に取り組むために、平成26年に第１次ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決定いたしまして、東京一局集中の是正、若い世代の

就労・結婚、子育ての希望実現、そして地域に即した地域課題の解決、この３つの基本視点

によって、それぞれ人口を2060年には１億人程度の人口を確保したいというような、日本社

会の維持を目指して今、国があるところであります。 

  一方、山形県の人口状況につきましても国同様の減少傾向にありまして、2040年の予測で

は76万8,490人と予測されております。本町でも、昭和29年の合併当初は１万5,250人をピー

クといたしまして、5,000人に近い人口になっておりまして、さらに、目標としましては

5,000人、定住人口維持確保を目指しているところでありまして、それに伴った財政計画を

策定しまして、行政運営の健全化と適切な予算編成執行に努めているところであります。 

  その財源でありますが、いろんな歳入の自主財源等もありますが、税収等の実財源もあり

ますが、自主財源に次ぎ重要な財源であります地方交付税につきましても、その算定基準と

なる人口等もありますが、特に今年度の１人当たりの普通交付税が37万9,000円となってお

りまして、この人口の減少を抑えることが非常に重要であります。 

  あとは、現在行っておりますふるさと納税につきましては、29年度以来、まちづくりのた

めのふるさと納税が7,940万円、格差解消に1,180万、その他が１億1,380万、そのうち町営

住宅整備事業に9,380万、合計で２億5,500万を充当し、活用してまいったところであります。 

  さらに、本年度から温室効果ガス排出削減目標、この達成のために森林環境税、森林譲与

税が交付されることになりまして、839万7,000円が交付されることになっております。 

  そのほかに、本町にとりましては後年度に返済する元金及び利子が、普通交付税に70％算

入される過疎債がございまして、極力有利な辺地債、過疎債の起債を財源確保として努めて

まいったところであります。 

  今年度は、現在、一般会計の起債残高が62億でありますが、うち７割の46億が交付税での

算入されますので、実質的な引責というか、金額は３億というようになっておりまして、こ

の過疎債の活用、こういったものが非常に大きな財源の一つになっているところであります。 

  以上のような財源確保のほか、施策及び事業の実施に当たりましては、有利な国・県、民

間を含む補助金や資金の導入、活用を図ることといたしまして、効率的な事業の実施に努め

てまいりたいと思っております。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。それで、ちょっと私、10月４日に西川町の
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道路整備促進協議会の研修会がありました。そのときに、区長さんとか我々議員から二十数

名行ってきました。その中で、桂林の道路改良工事がありました。普通は工事中に連れてい

くんでしょうけれども、これは完成現場でした。その中での係長の説明によりますと、沼山

の改良工事が、道路工事があったわけですけれども、そのときの残土を利用してお金を抑え

たんだというような話がありました。 

  ちょっと雨も降っていて、人数もここは多かったので、余りよく聞き取れなくて、また自

分の性格上、のり面に砂利が出ていて、雨降ったらどうなるんだろうかと質問して、変な質

問をしてしまったなと思って、週明け金曜日でしたので、おわびかたがた建設課に行きまし

て、内容をきちんと聞いてきました。 

  そうしたらですね、２期工事、２年にわたってやっていると。30年度が500万ちょっと、

ことしがもう終わっていまして、700万ちょっとです。全部で1,300万ぐらいの工事と。前年

度の工事のときに、その沼山の残土を持っていってお金を抑えたというのは、大体お金に換

算すると1,500万から2,000万近く、ざっと計算してもそうなると。要するに、1,300万で

2,800万の仕事をしたということになるわけです。すばらしいことだと思うんです。 

  ただ、当初からもう頭をひねってやったということで、実際にはお金は浮かないんですけ

れども、設計の段階、企画の段階でそういうふうな取り組みをやって、1,300万で2,800万の

仕事をやったということなんです。 

  ですから、これこそＣＤとＶＥというのがありますけれども、ＣＤというのはコストダウ

ン、品質を下げてお金を落とす。ＶＥというのはバリューエンジニアリングで、品質をその

ままにして機能も生かすというふうな、まさにこのＶＥの手法を使ってやっているわけです

よ。 

  大したもので、これはすばらしいというふうに思うんですが、普通であれば表彰ものだと

思うんですけれども、どうでしょうか。提案制度の委員長である髙橋副町長の考えを。 

○古澤議長 答弁は髙橋副町長。 

○髙橋副町長 ただいま大変お褒めをいただきましてありがとうございます。 

  ただ、桂林線につきましては今、議員がおっしゃられましたとおり、当初の設計からその

残土ができればそれを使って拡幅をやっていくというふうな方針でございまして、こういう

手法については、これまでもそこだけでなくて数カ所やってきた経緯もございまして、職員

にはなるべくそういう知恵を出して、なるべく経費がかからなくて、そして効率のいい事業

整備、そういうものをするようにということで努めてまいりましたので、今後とも担当課、
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それぞれいろんな事業の担当課はございますけれども、事務改善の中でも各課長にはみんな

で知恵を出して、そして効率的な事業をやってほしいということで、今回の事務改善にも申

し上げているところでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。常にやっぱりそういうふうな知性で頭を効

かせていくと、いろいろなアイデアが出てくるということだと思うんです。前回の９月の一

般質問のときに、町長に質問したときに、町長は役所というのはやっぱり利益を生めないん

だという、性質上の。考えはあっても。ただ、今言ったように1,300万で2,800万の仕事をす

るというのは、利益を生めないけれども、お金をふやすことはできるわけですよ。いろいろ

な考え方をすればですね。 

  要するに、何も職員が面倒くさい仕事量がふえるわけですから、2,800万で発注すれば何

ら職員としては早くやれとかと言っていればいいわけですから、その企画の段階で頭をひね

って、2,800万を1,300万に抑えたということで、利益は生めない、物をつくって売る、請け

負いして利益をかさむ、そういう仕事はできないんですけれども、予算がある、決まった予

算を生かしていくというのは何ぼでもできるということを考えれば、例えば町の予算が、い

ろいろ自分たちで使える金額が例えば30億ぐらいあるとします。これ、1,500万浮かすと言

えば純利益ですからね、一般企業でいえば。粗利益ではないんですよ、純利益。例えば純利

益の３％の会社が1,500万浮かすとなると、５億の仕事をしなきゃならないんです。西川町

で５億の仕事する会社だって、そんなにはないですよね。 

  そういうことを考えると、非常にすばらしい企画だと思うんです。それをやっぱり職員み

んなで共有していかないと、そこがやっぱり一つ財源をつくる方法も、そこにもあるんでは

ないかなというふうに思いますので、今後ともそういう姿勢で教育をしているんだという、

副町長のお話にもありましたけれども、皆さんここに幹部のいる方も、そういう形で頑張っ

てきていただきたいなというふうに思います。 

  それと、時間があと少しですので、地域づくりに関してちょっとお聞きします。 

  後期基本計画に連動しまして、地域づくりというものがあります。これは町としてどうい

うふうに今後向き合っていくのか、町長の考えをお願いします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 今の第２点目、地域づくりの関係でありますが、地域づくり計画への対応につい

てでありますが、平成29年度から実施いたしておりますが、地域が主体となり安全・安心で
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持続可能な地域づくりのためのモデル地区、２地区を選定しまして、集落支援員を派遣し、

地域づくり計画の推進を行っているところでありまして、さきの議会全員協議会でもご説明

いたしましたが、今後、この取り組みを踏まえながら、地域づくりのための仕組みとして、

既存の地域づくり計画推進会議などを基盤としまして、それぞれ協議を行い、検討し、来年

度においては、地方自治法等の改正に伴う非常勤、特別職の見直しにより、地域により関係

の深い区長、町内会長、隣組長、公民館役員などの報酬を一括し、まず交付する案について

ご了解いただいたところでありますが、この一括交付金につきましては、できるだけ早い機

会に、地域の現状に合うような、そして、ただやっぱり地域一括交付金も、皆さんが納得で

きるようなその基礎数値の捉え方、こういったものを十分検討して早目にやりたいというよ

うなことで考えておるところであります。 

  なお現在、各地区の地域づくり計画の推進につきましては、地域支援職員の派遣、さらに

は毎年度実施しております地域づくりのヒアリング等を踏まえまして、財源の確保はもとよ

り、状況の変化などから優先順位をつけながら、計画的に支援を行っていきたいというふう

に思っていますので、ただ、何度も申しますが、早目にそれぞれの地域の現状に合わせた、

今課題となっています道路の草刈りとか、そういった生活に密着した、そういった地域の持

続するための一括交付金、こういったものについては早目の結論を出したいというふうに思

っていますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） 地域づくりもいろいろありまして、各地区から12地区ありますけれ

ども、いろいろ今後つくってくれとか、いろいろそういう要望もあります。どうしてもやっ

ぱり財源が伴います。その財源をどうするかという問題もあります。 

  例えば、先ほどは1,500万が浮いたというような話をしました、例えば、それは浮いたも

のとして、例えばですよ。基金としてためておくとか、それを地域づくりに使っていくとか、

さらには、例えばですよ。私も睦合なので、睦合公園のための通帳をつくって基金として積

み立てていくとか、いろいろ方法があると思うんです、各地区にも。 

  ですから、やっぱりそれはみんなで浮かして、地域のためにそういうものを使っていくん

だというような姿勢でやっぱりみんなしていかないと、地方創生だといったって、下の末端

が崩れたのでは、創生もへったくれもないです。やっぱりピラミットでいくには、下ががっ

ちりしていないとまずいので、そこら辺はそういうような流用の仕方もあるのではないか。 

  ちょっと極端な発想かもしれませんけれども、そこら辺も考えながら財源づくりを、さっ
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きのふるさと納税もそうです。そういうようなことで、もう品物に頼ることはできないので、

町のいいところをアピールしていって、ふるさと納税をしてもらうしか今度はないわけです

よね。餌をぶら下げたって誰も今度はついてこないので、そういうことを町のＰＲをしてい

かないとだめだというふうに思います。 

  あと、最後にちょっと先ほど言い忘れたんですけれども、教育の中で何でそういう質問を

したかというと、今の言葉の乱れがありますね、この子どもたちの。ひどい乱れ方です。例

えば「めっちゃうまい」、昔だと「めっちゃ」というのは「めちゃくちゃ」だから悪い方向

の、今はめちゃくちゃいいやというのがざらに言われる。それは大人だったらいいですけれ

ども、小さい子どもまで言っていると。 

  そういうことを考えれば、先ほど時間割が云々という話を聞いたのは、例えば西川町らし

い教育であれば、例えば国語の時間をふやして、そういう言葉をきちんと教えるんだとか、

そういう方向でいかないのかなといって、私はあえて質問をしたつもりなので、ちょっと先

ほど言い忘れ。 

  ですから、西川町らしい教育を進めていくには、ほかでやれない、やっていない、例えば

今言った言葉の乱れを直すんだとか、そういうふうな考え方もあっていいのかなというふう

な思いで、教育委員会について質問したつもりです。 

  あと、もう一点だけですけれども、これは私でない町民からの声です。電話したときに、

電話を切るのが早いんだと。普通、電話したというのはお客さんのほうです。受けたほうが

早く終わったからといって、かちゃんと切るのは、やっぱりこれはちょっとまずいだろうと。 

  昔、会社でいえばいろいろ研修があって、終わったらがちゃんでなくて、指でこう押して

からするというような指導をする会社もあります。ですから、少なくとも受けた本人は相手

が切る前に電話を切るというのはちょっとまずいのかなと。西川町のイメージとしてですよ。

これは一町民のちょっと声があったので、せっかく皆さんがここにいらっしゃるので、お伝

えをしておきます。 

  以上で私の質問を終わります。 

○古澤議長 以上で、２番、佐藤仁議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤 光 康 議員 
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○古澤議長 続いて、３番、佐藤光康議員。 

〔３番 佐藤光康議員 質問席へ移動〕 

○３番（佐藤光康議員） ３番、佐藤光康です。 

  ３つの質問を準備しましたけれども、順序を変えさせてもらいまして、国民健康保険税の

問題を最後にさせていただきます。 

  最初に、空き家対策について質問いたします。 

  西川町の人口の減少、流出に伴い、空き家が随分ふえてきました。「“キラリ☆月山”健

康元気にしかわ！」という町のスローガンです。空き家がいっぱいあるというのは、健康、

元気とははるかにほど遠い町と言わなければなりません。 

  そこで質問です。空家に関して質問します。空き家もすぐに住めそうな空き家から、倒壊

のおそれがある危険な空き家までいろいろあるわけですが、まず老朽化が激しいもの、解体

が必要と思われる空き家はどれくらい町内にあると認識しているか、お願いします。 

  それからまたもう一つ、町のホームページには近隣に管理が行き届いていない空き家を見

つけたらご連絡くださいとありますが、どのくらい町のほうに連絡が来ているか教えてくだ

さい。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

〔町長 小川一博君 登壇〕 

○小川町長 空き家状況の関係でありますが、初めに本町の空き家の状況について申し上げま

すが、本町の空き家につきましては平成29年度の実態調査では、住宅、店舗、工場、小屋な

ど合計で90棟であります。そのうち、問題ありが48棟、危険が８棟となっております。 

  本町の空き家対策といたしまして空き家バンクがありますが、これまで５万円の登録支援

補助や、今年度から20万円の空き家購入補助を創設し、空き家対策を進めているところであ

りますが、現在10棟の登録となっておりまして、登録の増加が進まない状況にあります。 

  以上です。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） 今の管理が行き届いていなくて危ないということで、町に連絡する

ということになりますけれども、この前お聞きしたのでは２件あったそうです。２件が非常

に危なくて、環境がひどいということで連絡があって、町から行っていろいろと話をしたと

いうことでした。 

  次の質問ですけれども、空き家の解体が進まない原因をどのように、空き家バンクではな
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くて、空き家がもう除去したいけれども解体が進まないという原因を、どのように考えてお

られるか、お願いします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 空き家の解体が進まない理由といいますか、それにつきましては、やはり解体費

用だと思っています。さらには、もう既にここに住んでおられないというような、そういっ

た責任感と申しますか、そういったものを含めてだと思っておりますし、実はちょうどきょ

う、けさ、ＮＨＫで空き家対策の状況、全国の状況が放送がありまして、その中で危険状態

で自治体が介入して解体した、要するに、代執行した事例が国内で70件ほどだそうです。そ

して、それに要する費用が約4,000億近い額だということでありまして、ただ、その執行を

する場合に非常にいろんな課題があるという。要するに、個人の財産であるというようなこ

とも含めて、その危険度含めてであります。 

  そういった事例を含めますと、西川町の今申し上げましたような危険度、こういったもの

を含めて、西川町ではこれまで１件、石倉地区の解体した経過がございますが、あるいはど

うしても道路のすぐそば、さらには解体、家屋も製材工場であるというようなことで、中に

支柱がない、いや、少ないというようなことも、いつ解体するかもわからない。そして、子

どもの学校への登下校の道路だというようなこともあって執行した事例がございますが、そ

れらも含めてだと思っていますので、先ほど申しましたように、そういった理由につきまし

ては、全国的にそのような状況だと思っていますし、西川町もそのとおりだと思っています。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） 結局、そういう放置されて、国とか町の負担になるということで、

非常に大きな問題になってくるわけです。空き家解体する際の費用というのは、国からの援

助、助成というのはないんでしょうか。 

○古澤議長 土田政策推進課長、答弁。 

○土田政策推進課長 国からの支援でございますが、一部、社会資本整備総合交付金等の基幹

事業として該当するものがございますが、その条件としましては、空家等対策計画の策定、

さらには空き家の跡地の有効活用とか、もしくは防災上の危険性を回避するためというふう

な限られた条件の中でございまして、なかなか本町においてはこの事業をストレートに活用

するということは難しいのかなというふうに捉えているところでございます。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） 今、課長が言われましたように、空家対策計画、それをどうつくる
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かということが問題になるのですけれども、平成29年３月にさっき言われましたように山形

県県土整備部で空家等対策計画モデル計画をつくっています。何でこの県でモデル計画をつ

くったのかといいますと、非常に空き家がふえていると。国交省、国のほうで平成30年から

空き家対策に関して補助をするということで、こういう計画をつくれば国から補助が出るか

ら、早く町でつくってくださいということで、モデル計画を県がつくりました。 

  これで見ますと、さっきもお話ありましたように、不良住宅の場合には国からお金が出る

ことになっています。例えば、町が20万円の解体費用を出せば、国から同額の20万円の補助

が来るという仕組みになっているということです。 

  こういう制度があるんじゃないですか。それを活用しないということは、なぜしないんで

しょうか。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいまの佐藤光康議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  議員１番目にご指摘されました空家対策計画、これにつきましては、議員もご案内のこと

と存じますが、空家等対策の推進に関する特別措置法、特措法といたしまして平成26年にで

きた法律がございまして、この特別措置法、特措法の中で、市町村は空き家計画、空き家等

に関する対策についての計画を定めることができるということで規定されているものでござ

います。 

  当然、国といたしましては、先ほど土田政策推進課長のほうでご答弁申し上げましたよう

に、補助金の交付の段階で、要件といたしまして、この計画を策定した上で将来にわたり安

心・安全な地域社会を築くようにということで、セットになってくるというのは当然のこと

と思います。 

  私どものほうでは、当然この対策計画、これの策定をすることができるという状況でござ

いまして、必須ではございませんけれども、当然視野に入れながら、日ごろの空き家対策の

事務事業を進めておりまして、議員もご案内のとおり、本年もこの秋に町内の空き家の調査

というようなことで実施してまいった経過もございます。 

  本年の空き家の調査の結果等を今後、集約、集計、分析しながら、今後、町といたしまし

て、空き家に対する方針、姿勢いかにあるべきか、庁舎内のほうで十分に議論、検討を進め

ながら、なぜ空き家の関係の対策を推し進めるのかと、今もありましたように、補助をもら

う、あるいは補助を交付すると、こういったときの最大の狙いとするのは何かと。 

  町長もご答弁申し上げましたように、現段階で、個人の財産であるということが基本とな
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っておる空き家でございます。自然災害等でも被害に遭った住宅の個人財産とのかかわりで

問題になりつつございますけれども、そういったところの問題、さまざまな問題があります

ので、一つ一つ整理しながら考えてまいりたいということでいるところでございますので、

よろしくご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） 今の答弁で、平成26年度の特措法でしたか。平成27年ですかね。ち

ょっとそれで違うと思うんですね。県もモデル計画の中の「はじめに」というところですね。

平成30年度より、国交省の空き家再生等推進事業の補助対象が、要するに平成30年度です。

平成30年度より、国交省の推進事業が始まるから、計画に基づく地区に限定されるなど、市

町村が総合的かつ計画的に空き家対策を実施するため、空家等対策計画の策定が求められて

いると、町でつくってくださいということで、平成30年度のだと思います。いかがでしょう

か。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  私申し上げましたのは特措法、空家等対策の推進に関する特別措置法、これの法律の施行

を申し上げたところ、平成26年というのが私の手元の資料でございまして、これの条項の中

で、市町村が空き家等に関する対策についての計画、これを定めることができるということ

で、法的には規定になっているということでご説明させていただいたところでございますの

で、よろしくご理解を賜りたいと存じます。 

  それらを受けて、国土交通省のほうでは、そういった事務的な通知、通達等を発出してい

るものというふうに理解しております。 

  以上です。 

○古澤議長 ここで昼食のため休憩します。 

  再開は午後１時とします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 
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○古澤議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） 県のほうで、先ほども紹介しましたけれども、平成29年３月の空家

等対策計画モデル計画というこれに従って、多くの県内の市町村で空家等対策計画がつくら

れています。 

  例えば、大江町は平成30年３月に空家対策計画をつくっていまして、町報で６枚にわたっ

て空き家処方箋という、町の空き家の現状とその対策ということで、６枚にわたって町民に

対策を知らせているということがあります。 

  大江町では、空き家の補助支援事業として、町の空き家の所有者が取り壊しを行う場合に

は、町が最大50万円の補助金を出すということで取り組んでいます。実際の状況、支援事業

がことし５月から大江町では始まったようですけれども、現在６件が進行中だそうです。 

  ところが、空き家解体の除去事業に申請する人は、大体こうぼろぼろになってからではな

くて、今回は空き家になって３年目くらいの方が多いそうです。ですから、もうぼろぼろに

なった不良住宅だったら国の補助金が出るようですけれども、その３年目ぐらいだったら出

ないということで、町の単独の持ち出しでもやらなくちゃならないということで、町の単独

の持ち出しも含めて、空き家解体の補助金を支援しているという状況があります。 

  先日、大江町の役場の方にお聞きしましたら、空き家は年数がたてばたつほど、相続など

で面倒になってくると。もう解体できなくなってきていると。だから、早目に町民に空き家

解体の意識を持っていただいて、最悪の状況にならないうちに対処することが大事だと思っ

ていると、そういうふうに大江町の役場の方は語っていました。これはすばらしいお話だと

思いました。全然事前に連絡もなしに、私がぱっと電話して聞きましたら、こういう話が返

ってきます。ですから、そういう空き家を本当になくすんだという姿勢が非常に感じるわけ

ですね。 

  寒河江市では、最大50万円の補助。朝日町では、町内業者利用で75万円の補助を出してい

ます。朝日町では、平成30年度から空家除去支援事業を行いまして、当初予算が５件300万

円だったそうです。ところが、どんどん申請がふえまして、補正を組みまして、平成30年度

には18件の空き家の除去を行ったというお話がありました。 

  ですから、ほかの市町村では空き家問題、除去する、すべき空き家になりますけれども、

正面から向かい合って住民に寄り添って解決しようとしているという姿勢がうかがえると思

います。町長、これはどのように考えられますでしょうか。 
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○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 それぞれの市町村でそれぞれの施策があって事業展開をしているわけであります

が、確かに議員のおっしゃるようなそういった事例もあると思いますが、特にこの空き家事

業、国・県の補助金もあるそうですが、前のあの製材所解体の折にも、結局は町の一般財源、

要するに町民の税金を使うわけでありますので、そういった意味での今後の解体除去、こう

いったものについては慎重を期すべきだというような思いで、これまではきておりますので、

むしろそれよりもここに今住んでおられる住居のリニューアル等について、そして今の町内

の経済活性化もあって、町の事業所、さらには木材使用、こういったものへ今、町では行っ

ているわけでありまして、今の議員おっしゃるような寒河江、朝日、大江等に関しましては

参考とさせていただきまして、今後の検討材料というようなことで伺っておきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） できるだけ町のお金を使わないで、国の金も援助を得ながらという

ことで空き家計画ができていまして、大江町の方も直接この空き家解体は町の持ち出しだけ

れども、こういう計画をつくるといろんないいことがたくさんあると、いろんなことで使え

るということでお話をされていました。 

  もう一つ、月山の入り口の空き家の問題です。議会でも大分問題になりましたけれども、

月山の姥沢に空き家があります。あそこに行くと、すぐにリフト前にずっと空き家があって、

非常にがっかりするという方が非常に多いのですけれども、例えばこの県のモデル計画では、

空き家の活用事業タイプということで、空き家を例えば姥沢の空き家を町が取得して、それ

を滞在体験とか、交流施設とか、体験学習とか使えば、国で補助金、助成制度をするという

仕組みがあります。そういう、または国が半額で町が半額ということで、町が50万出せば国

で50万円出すという補助制度があります。 

  こういうのも使って、やっぱりキラリ☆月山というわけですから、月山のこのキラリ☆月

山の麓にああいう空き家があったら非常に見ばえがよくないし、全く輝かないわけですから、

ぜひこういうあらゆるものを使って調べながら、町でしっかりとやってほしいと思うわけで

すけれども、いかがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 老朽化した姥沢の小屋につきましては、いろんな点からご指摘ありまして、町で

も観光立町というようなこともあって、前々から何とかしたいと。ただ、これはやっぱりど
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うしても所有者の問題もありましてでありますが、今、議員おっしゃるようにリニューアル

して、新たなものに使えないかということでありますけれども、リニューアルしても使えな

いような状態でありまして、そういった意味で、今年度の当初予算にそれぞれ解体費上限

100万と。２分の１、または上限100万というような予算を組んで、これまで所有者との交渉

もやっておりますので、その交渉のやつにつきまして、担当の課長のほうからご説明させま

すので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 追加答弁は志田商工観光課長。 

○志田商工観光課長 姥沢地区にございます、老朽化した宿泊施設の関係でございますけれど

も、それは今町長が申し上げましたような現状にあるというふうなことでございます。 

  あそこのエリアにつきましては、ご存じのとおり営林署の管轄の土地、場所になっており

ますし、環境省につきましても磐梯朝日国立公園というふうな中で、健全な保全というふう

な立場から意を用いているというふうなことがございますし、月山の観光立町のまさに月山

の入り口というようなこともございますので、今年度予算ということでつけさせていただき

ながら、これまであくまでも財産については個人の建物ということもございましたので、そ

れぞれ２軒の所有者の方々に対しましては、春先から数回の相談などもさせていただいたと

ころであります。 

  なかなかその方々の今後の考え方というようなこともございまして、すぐにはなかなか難

しいというふうな状況を承っているところでありますけれども、町としては引き続き丁寧な

ご説明を申し上げながら、あとは、先方さんの考え方につきましても整理をしていただく中

で、解体等につきましては前向きに町としても考えていきたいというふうなことをお互いに

確認をしているところであります。 

  以上です。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） 今の話ですと、空家対策計画に従った推進事業は全く頭にないよう

ですけれども、このモデル計画に沿った推進事業に関しては、検討はなさったのでしょうか。 

○古澤議長 答弁は土田政策推進課長。 

○土田政策推進課長 空き家対策に関する計画等につきましては、現在のところ具体的な策定

の検討は行っていない状況でありますけれども、現在の取り組み状況を踏まえまして、計画

についても、必要に応じて検討を進めたいというふうに考えております。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 
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○３番（佐藤光康議員） 検討していないということですけれども、県のほうで平成29年に空

家等対策計画で国からお金が出る、助成制度があるからぜひ町でつくってほしいということ

で、こういうモデル計画をつくったわけです。いろんな事例を出しています。ですから、こ

ういう事例を検討しないと、やはり非常に町民にとって理解ができないと思うわけです。 

  ですから、こういうものを有効に使いながら、いかにこのまちづくりをやっていくかとい

うところで、ぜひしっかりとやっていただきたいと思いますけれども、計画をつくっていな

いということです。なぜつくらなかったんでしょうか。 

○古澤議長 答弁は土田政策推進課長。 

○土田政策推進課長 町長のほうの答弁にもありましたとおり、財源の問題とか、あと、さま

ざまな対策については課題も多いことから、十分検討した上で対応を行っていきたいという

ふうな考え方でおります。 

  なお、制度につきましても、先ほど申し上げましたとおり、さまざまな条件がございます

ので、すぐ制度が適用できるかどうかというところも、十分確認をした上で対応を進める必

要があるというふうなこともあったことから、現在に至っているというふうな状況でござい

ますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） ほかの市町村にお聞きしても、やはりつくったほうがいいと。いろ

んな使い道があるから、ぜひやったらいいという話でした。ですから、平成30年度から始ま

りまして、もう２年近くなります。西川町ではまだつくっていないと。ですから、やはりそ

ういう点では、非常に遅いのではないかというふうに考えざるを得ません。 

  やっぱり町民の利益に立って、できるだけ町民が負担にならないようなことをしっかりと

考えていただきたいと。あらゆる方法いろんなありますから、国からしっかりお金をいただ

いて、できるだけ町の町民に還元していただきたいと強く思います。町長、いかがでしょう

か。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 議員ご指摘のとおりだと思いますし、町民に還元になるような補助制度であれば、

早急に検討を指示したいと思っていますし、ただ、どうしても空き家というものにつきまし

ては、空き家を置いて他市町村へ転出されるというような事例が非常に多いということであ

りますので、これが町民にとっての利益還元かというものも、若干頭の中をさらっとこう、

そういう気がしますが、そういった意味で、いろんな面でこの空き家対策につきましては、
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まず条件整備、こういったものを含めてだと思っていますので、よろしくお願いしたいと思

っています。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） 今の町長の答弁ですけれども、ほかの町に移って空き家を残してい

ったと。それに補助金を出すのはちょっとという感じが受けましたけれども、そうやって町

に空き家がたくさんあって、「“キラリ☆月山”健康元気にしかわ！」と言えるのかどうか

というところで、ぜひそこではしっかりと考えていただきたいというふうに思います。 

  では、次にまちづくりの質問にいきます。 

  本町は5,000人定住人口維持確保を目標としています。ですが、いろいろ回りますと、う

ちの村部落はもう限界集落だと、町の未来に非常に悲観的な気持ちを持っている方が非常に

多くなっております。 

  先日、西川町から寒河江に家を建てた若い方からお話をお聞きしました。中学校までは西

川町はいいけれども、高校になると部活もあるし、通わせるのが大変だと。やはり西川町に

家を建てることも考えたんだけれども、結局、寒河江に行かざるを得なかったということを

話をされました。 

  人口5,000人を絶対確保したいということですけれども、町長はどのように、その展望、

道筋を考えておられますでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 ちょっと質問の内容でありますが、通告と若干違うと申しますか、質問でありま

して、できれば通告どおりのご質問をお願いしたいと思っていますが、言ってみればこの質

問要旨が一つの質問だというふうに捉えてこちらでおりますので、今後ともよろしくお願い

したいと思っていますが、まず、その定住人口につきましては、従来より申し上げています

とおり、いろんな町民の皆さんの声を聞きながら、そして今の国の政策、そういったものを

含めて、重ね合わせながらこれまでやってきておりますし、さらに、町を元気にするための

ワークショップ開催というような、そういった質問内容でありますので、ぜひワークショッ

プ等での町民の皆さんの意見、こういったものを含めて、そういった意味で各大学の先生等

も含めて、それぞれの連携も含めてでありますが、やっておりますので、より多くの皆さん

の声を聞きながらと思っていますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 質問者にお願いしますけれども、やはり通告順にある程度、ある程度ではござい

ませんけれども、通告順に質問をするように今後お願いいたします。 
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  ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） まちづくりということでのワークショップの提案をしたいというこ

とですので、まちづくりということでもう当然5,000人確保ということは、どういう町をつ

くっていくのかということですから、まちづくりということでは、当然それはお話しなさっ

ていいのかなというふうに私は思ったのでした。 

  まちづくりということで言いたいわけですけれども、じゃ、ワークショップのことでちょ

っとお伺いいたします。 

  私が提案したいのは、そのワークショップということです。町のスローガンで、みんなが

主役運動ということを掲げています。具体的に、私はワークショップを考えるわけですけれ

ども、町長はみんなが主役運動というところで、どういうふうに具体的なことを考えていら

っしゃるでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 まず、これまでも町民の皆さんの意見を聞く、お伺いするというようなことで、

若い方等の座談会も含めて、いろんな募集と申しますか、参加要請をしたわけでありますが、

なかなか集まらないということは、これは現実であります。 

  ですから、そういった意味でも、ずっとこの10年間、それぞれの各地域の座談会を開催し

てきておりますし、そして各団体ごとの座談会もしております。ですから、そういう要する

に、集まりの中での発言の仕方、こういったものを含めて、できればまずは地域の中の親し

みのある一つのいろんな問題、課題を共有できるような間柄の中から、ワークショップとい

いますか、いろんな意見の集約をしていきたいというようなことで進めておりますので、た

だ、これからはやっぱり議員おっしゃるように、ある程度もう少し議論の課題をきちっと捉

えられるような、そういったワークショップがあってほしいなと思っていますので、これは

今後の課題だと思っていますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） 今、町長言われましたように、やっぱりみんなが集まって、さあ、

まちづくり話しましょうと言うと、１人が長々長々としゃべって、もう聞くのは嫌だとか、

そういうふうな状況になってくるわけですね。ですから、それを克服するために、できるだ

け町民の声を拾い上げていくということでのワークショップが今、各市町村で行われている

ということだと思います。 

  例えば、今最近やっているのが、これは南陽市の市民とみらいワークショップということ
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です。私の友達が南陽市にいまして、これに参加したそうです。フェイスブックに感想を書

いていまして、こんな感想を載せています。高校生から私のような初老のじじいまで集まっ

て、南陽市の未来を語り合う会に出席したと。将来を語り合うといっても真剣な肩に力を入

れるわけではなく、テーブルを囲んで７人ずつのグループで、南陽市を盛り上げることをネ

タとして楽しんで、楽しく語り合ったと。高校生から本当に高齢者まで集まったと。南陽市

の未来が明るく感じられたというふうに書いています。 

  こういう取り組みが非常に今はふえていまして、朝日町でも総合計画をつくる際には、地

域協力隊の協力も得まして、10回以上ワークショップをやって、町民の意見を拾い上げよう

としたという話がありました。大江町でも、みんなでまちづくり交流会ということで、ワー

クショップを行っています。大江町は５回のワークショップを行っています。 

  ワークショップというと、非常に難しい感じがしますけれども、実は私も学校の現場にい

たときに、学校づくりということでワークショップをやっていました。みんなで、さあ、ど

んな学校をつくるというところを誰かが長々としゃべって、もう何かそれで決まっちゃうと

いうパターンが非常に多かったんですけれども、できるだけ皆さんの意見を取り入れて、み

んなで一緒に頑張ろうというふうにしていくためには、どうしてもやっぱり皆さん一人一人

がつぶやいて、対話して、しゃべって、そして、みんなで責任持っていくということがどう

しても必要なわけですね。それで、五、六人ぐらいのグループをつくって、そこでみんなで

出し合いながら、それをまたみんなに全体の中に返して、みんなで共有してやっていくとい

うことでやっていました。 

  そうなると、やっぱり自分が言うわけですから、そこに責任が出ますし、やっぱり自分が

言ったことが結論につながっていきますから、みんなやる気が出るんですね。そうやって学

校づくりをやってきましたけれども、まちづくりもそういう方向で今、やっている町が非常

にふえてきているというふうに感じています。 

  きのう、町から日本一の雪国宣言という宣言をしたいというお話がありました。議員から、

嫁が来なくなるんでねえかとか、いろんなそういう町民がいるんじゃないかということで、

いろいろと話になりました。やっぱり町民の中でも、すっきりしないという方がたくさんい

るのではないかというふうに思います。 

  例えば、大江町のように、みんなでまちづくり交流会をそこでやる。そして、雪がプラス

になるってあるかとかという感じのテーマで、みんなでグループをつくって話し合っていく。

あと、いろんな思いがけない意見がぽんぽん出てくるんですね。高校生から、中学生でもい
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いと思いますね。含めて、みんなでやっていく。そういうことが非常に大事だと思います。 

  私が雪のことで頭にあるのは、産業振興課長が啓翁桜で話をされたことが非常に印象残っ

ています。啓翁桜は今回議会ですけれども、啓翁桜というのは西川町が西川町だからいい啓

翁桜ができるんだと。この雪国の寒さが啓翁桜がいい花を咲かせるんだと。もうすごい私は、

ああ、いい話だなと感動しましたね。 

  ですから、そういうふうな雪があるから西川町でできるんだ、そういうことを一つ一つ拾

い上げて、町でみんなで交流、共有していけば、またいろんな面が見えてくるし、そういう

ことを言う中で、ああ、俺たちも西川町で頑張らなくちゃならないなという気持ちになるん

じゃないかというふうに思うわけですね。だんだん雪国日本一が、あっ、いいんでいない、

何かこう雪あるから西川町でいいんだべと。じゃ、雪国ラーメンでもつくったらいいべとか、

雪国ケーキとか、いろんな発想がどんどん出てくると思いますね。 

  ですから、そういうふうにやっぱりただ上だけで、役場の一部の方だけで、さあ、雪国宣

言しましょうといったって、えっ、俺たちは雪大変なんだけどなとか、いろんなことが生ま

れてくるわけですね。ですから、それを町の中に、町民の中に呼びかけて、一緒になってみ

んなで考えていく。そういうことで、本当に雪国宣言が町民のものになるし、ああ、やって

いこうという気持ちになるんじゃないでしょうか。 

  そこら辺をぜひそういうワークショップと言うと非常に片仮名ですから、何かこう取っつ

きにくいんですけれども、みんなの声を取り上げていくために、できるだけ小グループをつ

くりながら、みんなで共有していくという方向ですので、それはぜひ町長、考えてみてはい

かがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 ワークショップのいろんな開催の仕方等々もありますが、ほかの市町村では100

人委員会というようなことでの立ち上げもあるわけでありますが、西川町の第６次の総合計

画策定に当たっては、町民の方々から西川町のまちづくり委員会というのも募集しまして、

そして、その中から20人を委嘱しまして、さまざまな意見をいただいております。 

  そして、それぞれ総合産業部会、地域人材づくり部会、保健医療福祉部会、子育て教育若

者部会と４つの部会をつくりまして、それぞれに所属していただいて、今のワークショップ

と申します、そういった意見の交換をやりながら、今回の総合計画を策定したというような

経過になっておりますし、議員がおっしゃるように、いろんな計画と申しますか、事業の推

進の折には、そういったいろんな皆さんの意見をお聞きするというようなことは非常に重要
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だと思っていますし、今のを参考にさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願

いします。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） 今の町長の答弁では、代表が集まってとか、政策審議会、いろんな

代表の方々に集まってもらってワークショップをやったという話です。それは代表とか、里

山研究所もありますけれども、ああいう偉い方の話を聞くという、そして、町を誰かがつく

ってくれるという、そういうふうな時代じゃもうないんじゃないかというふうに思うんです。 

  ですから、もう生きている、住んでいる住民の方がどんな思いで生きて、どんなことをや

りたいとか、そういうことの中でみんなで共有しながら町で頑張っていく、そういうことが

非常に大事になってくるんじゃないかというふうに思います。 

  この問題で、もう一点だけ指摘させてもらいます。町長は、地域と語る会をことし何遍も

やりました。もう300人ぐらい町民の方が集まったというお話だったと思います。もうそれ

はすばらしいことだと思います。町民の意見を一生懸命しっかりと聞いて町に反映させる、

すばらしいことだと思います。 

  でも、もう一方、その町民、地域の、区の意見を聞く、それだけで終わったら、区のばら

ばらの動きが町として統一した力にならないんじゃないかという問題があると思うんですね。

そこがちょっと私、危惧しているところです。 

  例えば、歴史資料館ありますけれども、西川町に歴史関係たくさんあります。歴史文化資

料館、本道寺、それから本道寺のあそこの資料センター、たくさん資料があります。それか

ら、岩根沢の出羽三山神社、そういうつないでいく、西川町をつないでいって、西川町とし

てどういうふうに町としていくのかというところが見えてこなくて、みんなばらばらで頑張

っているんだけれども、何かそこに統一したものがないと。 

  ですから、あれ、本道寺にそんなのあったのとか、ああ、岩根沢ってそうだったんだとか、

歴史文化資料館って吉川にあるから吉川の人たちでつくったんだべとか、そういうふうな声

も聞こえてくるわけですよね。ですから、やっぱりそういういろんな地域の方の頑張ってい

る、それを交流する場所が絶対に必要だというふうに思うわけですね。 

  観光もよく話が出てくるんですね。私の店に来て、あそこの店はすばらしいと。そこだけ

で終わりと。でも、町にはあの旅館もあるよと。あそこすてきだよ、料理おいしいよとか、

じゃ、あそこに行ったらとか、そういうつなげていく関係が非常に今から大事になってくる

と思うわけです。 
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  ですから、そういうことを町民が自覚して、みんなで町をつくっていこうという意識にな

るためには、どうしてもそういう町全体の、大江町でいうようなみんなで町をつくる交流会

のようなものをぜひつくらないと、やはりそういう発想が出てこないんじゃないかと思うわ

けですね。 

  歴史でも、西部地区は出羽三山には関心があるけれども、東部地区では安中坊のほうが関

心があると。じゃ、そこでお互いに交流し合いながら、ああ、そんなのあるんだ、じゃ、今

度行ってみるとか、そういう関係が非常に大事になってくるのではないかと思うわけです。 

  ですから、町長が一生懸命地域に行って声を聞いている、すばらしいことです。それに加

えて、ぜひ町としてみんなでそうやって交流する場所、意見を言う場所、それをお互いに共

有し合いながら、みんなで町をつくっていくんだという意識をつくっていく。ですから、ワ

ークショップをやっているところは何がいいかというと、元気が出てくるというんですね。

自分が意見を言った、意見が言えた、それで元気が出てくると、そういうふうな言い方をし

ます。 

  ですから、ぜひそういうことで、町でしっかりと取り組んでいただきたいと思います。町

長、いかがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 そういった文化資料館等も含めてでありますが、まず、西川町の取り組み等も含

めて、皆さんに共通理解をいかに持ってもらうかというのが非常に大きなことだと思ってい

まして、座談会毎年やっておりますが、これにつきましても毎年、その年にぜひとも町民の

皆さんに理解していただきたい、こういったテーマを設けながら、そして、皆さんへの共通

理解を求めているということでありまして、今ありましたように、それぞれの連携をどうや

るかというようなこともありますので、そういったものについては、さらに今の内部の検討

をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） 各市町村で、町民や市民の声をどうやって取り上げていくのかと、

そして、元気にしていくのかということが大きな課題になっていまして、いろんな市町村で

いろんな発信をして取り組んでいます。ぜひそういうのを学びながら、西川町もやはり月山

の懐に隠れないで、ばんばんいろんなものをどんどん入れながら、どんどん前に進めてほし

いというふうに強く思います。 

  最後にです。国民健康保険税の問題です。 
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  国民健康保険税、大変西川町は安い保険税で、大変町民も喜んでいました。ところが、平

成24年度から、平成24年度は６万9,526円、平成30年度には８万6,946円ということで、ここ

６年ぐらいで１万、２万円近く値上がりしています。これは県の基準に合わせるということ

で、こういうふうにならざるを得なかった事情もあるかと思いますが、今は基金があります。

町の国民健康保険給付の基金があります。１億6,533万2,000円の基金があります。これを取

り崩して、町の町民の国民健康保険税の被保険者に還元している市町村が出てきています。 

  鶴岡では去年度ですか、１万円、市民に国民健康保険税の被保険者に還元したそうです。

そういう取り組みが始まっている。うちの町でも、そういう被保険者への負担の軽減を図る

ために、この基金を利用して、やはり何かする必要はあるんじゃないかというふうに思うわ

けですけれども、町長はいかがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 まず、国民健康保険制度と町をめぐる状況について若干ご説明申し上げますが、

まず国保の都道府県化、都道府県の単位化について申し上げますが、国民健康保険制度につ

きましては、持続可能な医療保険制度を構築するために、法律の施行、法律の改正等も行い

まして、平成30年度から都道府県の単位化が実施されたわけであります。 

  その制度改革の中で国民健康保険税につきましては、政府の納付金算定ガイドラインにお

いて、将来的には県統一の保険の数字を目指すとされたこともありまして、座談会などで町

民の皆さんに説明をしながら、平成27年度からお金をかけ、県平均保険税額との３万円ほど

の差を埋めるために、段階的に保険税を引き上げてきた経緯がありますが、また、課税方式

につきましても、今年度からは資産割を廃止し、所得割、均等割、平等割の３方式に変更し

てきたところであります。 

  西川町国民健康保険基金につきましては、平成30年度から西川町国民健康保険給付基金の

設置、管理及び処分に関する条例を廃止し、新たに西川町国民健康保険基金条例を設定した

ところであります。条例では平均年額の３割、保険給付に要した費用の３割に相当する額の

積み立てがあったわけでありますが、これがなくなりまして、積立金の現在高は30年度末で

１億6,541万円となっておりまして、処分につきましても、国民健康保険事業納付金に要す

る費用に不足が生じた場合、保健事業の経費に充てる場合のほか、その他町長が財政上必要

と認める場合もということで追加したところであります。 

  さて、国保税の被保険者の軽減についてでありますが、ただいま申し上げましたとおり、

スタートした国民健康保険制度でありますが、医療費推計が当初と比較し上ぶれしたことに
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よりまして、県では財政安定化基金の取り崩しが生じておりまして、再積み立ての拠出金を

保険者納付金に加算する事態が生じるなど、現状ではまだ制度が安定していないというよう

なこともありまして、保険税を据え置いているところであります。 

  また、納付金算定ガイドラインの県統一の保険料の数字を目指そうとされております点に

つきましても、平成29年度に策定されました山形県国民健康保険運営方針策定に係る協議の

中で明記されておりまして、慎重な意見があったことから、運営方針に明記していないとこ

ろでありますが、依然として県が想定している論点の中に、保険税水準の統一がありまして、

30年度から令和５年度までの運営方針の中間年に当たります２年度、来年度でございますが、

見直しの中でも協議されているものと考えております。 

  以上のようなことを考慮しまして、今後とも情報収集等に努めまして、協議を図り、基金

の利活用についても協議を進めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。 

○古澤議長 ３番、佐藤光康議員。 

○３番（佐藤光康議員） もう時間がありませんので、国民健康保険税に関してはまた改めて、

大きな問題ですので、改めて質問させていただきます。 

  以上で質問を終わります。 

○古澤議長 以上で、３番、佐藤光康議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 菅 野 邦比克 議員 

○古澤議長 続いて、４番、菅野邦比克議員。 

〔４番 菅野邦比克議員 質問席へ移動〕 

○４番（菅野邦比克議員） ４番、菅野邦比克です。よろしくお願いします。 

  きょうは趣旨にも書いたとおり、ことし７月に行われた議会と町民との対話の中で、ケー

シーフレーム株式会社の問題提起が、沼山、海味、睦合地区の３カ所でありました。そのと

き出た意見は、議会はもっと現状の報告を受け、町民に報告すべきだと。今後予想される費

用については、町民の税金は１円たりとも使ってはいけないという意見もありました。もっ

と議員は経営について勉強して教えてくれというふうな内容であったことは、語る会の議事

録にも載っているとおりでございますので、その辺を踏まえて、私も昔、24年12月の議会は

わからないので、一応参考にさせていただいたものは、平成24年12月の定例議会の一般質問
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の受け答え、それから平成30年、去年ですね。12月の受け答え。あと、今年度９月の定例議

会の質疑というようなものを参考にさせていただいて、あとは法務局、その他の資料をとっ

て、そこをちょっと私なりの疑問点を述べさせていただきたいと思います。 

  資料については、何回か繰り返し見まして、大体、無償譲渡等に至った経緯については、

頭の中ではストーリーとしては大体できてきておりますけれども、その辺の確認の意味で質

問させていただきます。 

  この件については、せっかく町が一生懸命になって誘致を図って、いろんな無償譲渡をし

てやったわけですけれども、残念ながら平成25年12月の議会で決めて、それで25年１月18日

に譲渡契約を結んでいるというふうなことなんですけれども、残念ながら５年で事業をやめ

て、もう経営者もどこに行ったかわからないと、こういうふうなことでございましたので、

なぜこんな早くいなくなるのか。無償譲渡したにもかかわらず、何の挨拶もなく消えちゃっ

たというようなことについては、大変失望しているところでございます。経営とは何ぞやっ

たんだというふうな社長に対する思いは強い。経営ってそんなに甘くはないというふうに私

は思っておりますので、この現状を、現在のそのケーシー、今はフレームですけれども、ど

うなっているのか、お答えいただきたいというふうに思っています。町長、お願いします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

〔町長 小川一博君 登壇〕 

○小川町長 ケーシーフレーム株式会社へのご質問でありますが、初めに、旧西部中学校の体

育館の無償譲渡及び土地の無償貸し付けの経過につきまして申し上げます。 

  平成24年８月に、廃校舎利活用の一般公募を実施いたしましたところ、当時のケーシース

チール株式会社から、旧西部中学校の体育館及び土地について応募があったところでありま

す。 

  応募内容を審査するなどして、平成24年第４回定例会において、鉄骨造り620.81平方メー

トルの体育館を無償譲渡する議案並びに２筆4,005平方メートルの土地を無償貸し付けする

議案を可決いただき、25年１月18日付で建物譲渡契約並びに土地使用貸借契約を締結し、26

年５月から、東日本大震災復旧のための災害公営住宅建設に向けて、体育館での事業が本格

稼働、さらに６月５日には体育館の所有権の移転登記が完了しています。 

  その間、平成26年４月25日に同社から資材置き場に係る土地の追加の借り受け申し出があ

り、審査するなどして、平成26年第２回定例会において、無償貸し付けする事案をご可決い

ただき、６月９日に土地使用貸借契約を締結しているものであります。なお、土地の補償貸
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付期間は令和５年３月31日となっております。 

  それでは議員の質問の１番目でありますが、旧西部中学校の体育館の無償譲渡の必要性に

ついてでありますが、平成24年第４回定例会に無償譲渡の議案を提出いたした際にご説明申

し上げましたが、旧西部中学校の廃校舎利用については、町内経済の活性化のために、町内

企業の育成並びに町内雇用の確保に重点を置いて、検討した経過があります。また、廃校舎

が残存状態のままでは、いずれ町で解体をしなければならず、無償譲渡することで町の経費

負担も削減できると判断し、無償譲渡を行ったところであります。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） 今のような回答は、24年12月の議会の報告にも載っておったのは

承知しております。譲渡契約のいく前に、このケーシーフレームの、この前も９月の議会で

佐藤光康議員が質問をしておったんですけれども、この謄本から住宅パネル製造というのは

一切わからないのではないかというふうな質問がありました。それを確認しているんですか

というふうなことの答弁だったんですけれども、確認していると思うというようなことで、

私も謄本をとってきまして確認したところ、何も載っていません。だから、この謄本から住

宅用パネルの製造をしているという文言は、どこから理解してよろしいのか、お答えいただ

きたいと思います。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  ただいま菅野議員からは去る９月の第３回定例会の一般質問の中でご質問された議員から、

登記簿謄本を配布されまして、その中に今、議員ご質問のような形で、パネル製作という文

言がないというようなことで、質問を受けた件とイコールであるというふうに解釈いたして

おりますけれども、その際もご答弁申し上げましたけれども、登記簿謄本のほうにいわゆる

その法人、会社法人の目的ということで記載になってございまして、その中で冒頭に建築工

事全般に係るものを商売としてやっていくんだということで、登記になっているというよう

なことで、この建築工事全般に係るというようなところで、私どものほうでは理解したとい

うふうにご答弁申し上げましたけれども、そのとおりでございます。 

  以上でございます。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） そういう説明であるのはわかるんですけれども、この謄本から誰

が見ても住宅パネル製造だというのはわからないです。重要事項の中に、定款に会社で売り
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上げが一番大きいものは何をつくっているのかというものについては、定款に載せて登記し

ます。だと、一発でこの会社は何をつくっているというふうなものがわかるわけです。相変

わらず載せていないというのは、平成25年10月に重要事項を変更しているんですね、追加で。 

  これらを多分見ているかどうかちょっとわからないですけれども、その中には、その住宅

用パネルというのは載せていないので、追加になっているのは貨物利用運送事業、それから

倉庫業、農業、農作業の代行請負委託、水耕栽培法による野菜、果物の生産販売、それから

人材派遣業、美術品、骨とう品の売買及び輸出入なんていうのは載っているんです。 

  あくまでも、このパネル製造というのはないんですよ、施工に全部住宅パネルはここに含

まれるというんですけれども、いわゆる製造でなくて施工の部分ですので、私が見てもちょ

っとおかしいのかなと。25年10月４日にその変更登記しているんですけれども、ここを見て

もちょっとおかしいので、その辺はまだ接触期間がいろいろあったと思いますけれども、理

解はしていなかったんですか。端的でいいです。理解していなかったら、していないで結構

です。この変更した登記については。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいま議員からご質問いただいた件でございますけれども、先ほどご答弁

の中で、質問された議員から配付された登記簿の写しということで申し上げましたけれども、

そのとき配付されたのがまさしく今、議員ご指摘のとおり、変更になった後の登記簿のコピ

ーというものをこの議場において議員の皆様方全員と、あと、我々職員のほうに配付された

上で質問を行われたというふうに理解してございますので、そういった面からいくと、９月

定例会の際に頂戴しておるということで、答弁させていただきます。 

  以上でございます。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） それから、この会社は最初は株式会社ですので、多分、多分です

よ。前のほうはわかりませんので。取締役３人、監査役１人の合計４人の役員がいたと思い

ます。人数はそれ以上だと思いますが、株式会社ですから。平成27年５月に、取締役設置会

社をやめているんですね、廃止して。社長１人なんです。それから、監査役設置会社もやめ

て、監査役もいないと、こういう状況で平成27年から来ているんです。 

  １人役員で何もかにもできるというのは、考えてみると何でも俺の思ったとおりだという

ふうな感じで、本来的には、会社法が改正になったから違法ではないですけれども、ちょっ

と会社の規模、それから経営から推進するに当たって信頼度ということを考えると、非常に
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まずかったのかどうかはちょっとわかりませんけれども、私はそういうふうに思っておりま

したので、この後すぐ、ほら、業況がいろいろ変わっていったんでね。去年12月の議員の質

問においても、平成25年の譲渡した年から赤字であったというようなことがありますので、

途中でこういうふうな、変わったんですよと報告があれば、えっ、何で１人になったんです

かという意味では聞けたはずだと思いますけれども、その辺は何もなかったんですよね。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 議員ご指摘のいわゆる会社法とのかかわりでの法人の、いわゆる役員体制の

あり方、そして、いわゆるその当時、変更がこの間といいますか、あったという段階での経

過等についてでございますけれども、議員もご指摘のとおり、会社法に照らし合わせての方

法であれば、当然、私どものほうでそれ以上のことをコメントするということについては、

あり得ることはないのかなというふうに考えていますけれども、当時、そういった形でのや

りとりがあったかどうかというのは、大変恐縮でございますけれども、承知していないとい

うところが実情でございます。 

  以上のとおりですので、よろしくご理解ください。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） そういう中で、平成24年の議会に戻るわけですけれども、町は地

方自治法第96条６項に基づいて提案したと。いわゆる自治体、それから公共団体以外につい

てはこういう提案をして、議会の議決が必要だというようなことで、議会としては自治法の

237条の２項の規定に従って議会で議決する。それ以外は、譲渡は認めないよというふうな

ことで、譲渡先についてはかなりこの条項というのは、選定先を厳しくしているというふう

な条項なんですけれども、それをあえて一般の企業に譲渡したというふうな経緯が、今、何

で無償であげたんですか、ただであげたんですかというのが、結構私も言われるし、困って

いる部分も結構あるんですけれども、調べるだけ調べているんですけれども、その中で、譲

渡契約について契約書ですか。ちょっと見させてもらっているんですけれども、この中で、

ちょっとおかしいなと私が思うので、ちょっとあれですけれども、この物件というのは学校

ですから、当然、登記はしていないことはわかります。だけれども、所有権の移転の２条に、

譲渡物件の所有権は、この契約の締結と同時に移転するものとすると書いてあるんですね。

登記、移転するというのは、普通は法務局に登記をして、初めて所有権が移転するのは当た

り前のことなんですけれども、ここで移転登記をすると書かれているのは、なぜ移転するの

か私にはわからない。 
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  その関連して、４条に所有権の移転登記とありますけれども、甲はというか、町はですね。

第２条の規定により、建物の所有権を移転した後、建物の所有権をした後ですよ。所有権登

記に必要な書類を乙に提出するとあるんですよ。いわゆる当時、ケーシースチールに提出す

る。ケーシースチールは、遅滞なく登記手続を行う。でも、書類もなくて何で提出するかも

わかりません。この条項というのは実に不思議な、我々仕事をやってきた上では、こんなこ

とはあり得ないはずですので、いわゆる架空のものですよね、登記していないから。それを

所有権、口でもう移転したよなんていうのは、あるんですか。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいま議員からいただきました質問の、まず第１点目でございます。 

  いわゆる第２条の所有権の移転の関係で、所有権はこの契約の締結と同時に移転するもの

とすると、これの解釈いかにというご質問というふうに捉えさせていただきましたけれども、

これにつきまして私どもが考えておりますのは、いわゆる議員からもありましたように、所

有権の登記を行って初めて所有権の移転じゃないかと、これは当然おっしゃるとおりだと思

います。 

  しかし、これはあくまでも法的に言うところの第三者に対する対抗要件の一つとして、所

有権の登記制度があると。これが登記がなって初めて全く善良なる第三者がごらんになった

ときに登記簿を見て、これはあっ、西川町が所有している土地だなとか、あるいはこれはＡ

さんが所有している建物だ、土地だということで、善良な第三者が登記をごらんになって初

めてわかると、これが第三者に対抗する要件としての登記制度が、我が国では確立されてい

るというふうに認識いたしております。 

  この契約第２条で書いてあるところにつきましては、これはあくまでも西川町長と当時の

ケーシースチールの契約でございますので、西川町とケーシースチールの間では、この契約

を結んだ段階で、所有権はあなたのほうであるんだよというようなことで、大いに産業振興

のために手腕を発揮してほしいという思いを込めての、項の第２条の設定というふうに私ど

ものほうでは理解しておるところでございます。 

  そういった面での登記の関係と、当事者間での関係の違い、これをこの条文はあらわして

いるのかなというふうに理解しておるところでございます。 

  よろしいですか。 

○４番（菅野邦比克議員） はい。 

○佐藤総務課長 あと、もう一つのほうはいいですか。 
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○４番（菅野邦比克議員） はい。 

○佐藤総務課長 あと、もう一つの書類のやりとりの規定でございますけれども、これにつき

ましては、登記をかけるために承諾の書類等出てくるはずでございますので、その書類をこ

の条項では乙が書いているのかなというふうに理解したところでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） そういう言い方の解釈だというのはわかりますけれども、通常は

移転登記については、いわゆる面積を確定して、構造物を確定して、法務局に届けて所有権

移転になるというのは、もう誰が見てもわかるはずなんですけれども、これ、登記した後、

町で書類やるよ、登記に必要な書類やるよというのは、ちょっとあり得ないのかなというふ

うな気がしていましたので、これ、町とケーシースチールの間の関係でというふうなことで

は、ちょっとこの文章はどうなのかなというのは、ちょっと思うんです。だから、こういう

書き方でよかったのかどうかというふうなことがあります。 

  もう一つ、譲渡禁止という項、７条にありますけれども、第三者に移転したり、貸し付け

たり、それから担保の供与に供してはならないというふうにありますよね。万が一の場合と、

平成24年12月の定例議会で、万が一の場合、万が一の場合どうすんだと、いろんな議員さん

から出ておりました。 

  第三者に登記してはならないというようなことは、結果的に西川町がならないときは、西

川町で買い取るよという裏返しの表現もあるような感じするんですけれども、それはいかが

ですか。 

  通常は四、五年でこんなことは考える必要ないわけですけれども、いい会社であればね。

５年もたたないうちにいなくなっちゃったということで、第三者に売り渡ししてもだめだと

かね。こういうものであれば、町が万が一の場合は買い取るよというふうな裏返しのような

気がして、ちょっと不思議な条項だなと。 

  買い戻し条件ってつく場合はあります。昔の地域振興整備公団、ＵＲ都市再生機構でした

か、この場合ですと、５年間の買い戻し条件ってついて登記しています。８割で買い戻しと

いうようなことを、大体そういう相場になっておりますけれども、この場合、全部町、第三

者にだめの場合は、じゃ、町で買い戻すような雰囲気になるので、これも公募したときの条

件の５つの中の１つに入っておりましたので、ちょっと不思議だなと思ったんですけれども、

その辺のニュアンス的な考えってありますか、買い戻し。これは第三者に移転してはならな
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いというようなものについては、どう考えていたんでしょうね。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  先ほどの繰り返しにもなろうかと思いますけれども、本事案の本物件につきましては、町

内の経済活性化、雇用の拡大、そういったものに資するというようなこととともに、町での

将来的な財政負担を軽減したいというようなことで、議会の議員の皆様方のご了解をいただ

いて無償譲渡したという事案、物件でございます。 

  したがいまして、まさしくこの議員ご指摘の条項、第三者に譲渡してはならないというの

は、第三者に譲渡ということは、当然私ども町が目的とした使用以外のものに使用される可

能性も当然あるわけでございますし、考えようによっては、売った段階での利益というのも

生じるわけでございますので、そうしますと、スタートが全然違ってしまいますので、そう

いった意味合いも含めて、町で無償譲渡した趣旨、これを肝に銘じていただいてという意味

合いを込めて、第三者への譲渡というのを、譲渡禁止事項というものをここで記載している

ものというふうに理解してございます。 

  町で買い戻すのかどうかということでございますけれども、これは今、議員のご指摘を拝

聴いたしながら、そういった考え方もあるのかなということで、ちょっと感じとらせていた

だいたところでございます。 

  以上でございます。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） もう一つ、もう二つかな。この契約書について、第10条解除、甲

は乙がこの契約に定める義務を履行しないときは催告をせず、直ちにこの契約を解除するこ

とができるというようなことがあります。 

  しかし、26年５月にこの物件は登記してありますので、行政の民事不介入の原則からいく

と、あの建物については何もできないですね、町は。だから、あそこを町で何かするといえ

ば、もう当然立ち退き料を払えと、当然来るわけです。今も倒産したのか、破産したのかは

全くわからないので、生きている会社なのかもわかりません。ですので、会社休業していれ

ば、法人、住民税は免除申請はあるはずですけれども、それも多分来ていないでしょうね。 

  だから、そういう点では、どう動くかというのはちょっとわからないし、不気味な会社だ

と思っています。ですから、町でせっせとあそこを買い取って、体育館、校舎を壊して一帯

を開発するといっても、当然立ち退き料は普通の金額ではいかない。相当の金額来ますので、
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これは覚悟しなくちゃいけないと思います。 

  万が一、破産が来たと。破産になりましたのでというふうに管財人から連絡通知来れば、

あそこの物件でも多分買ってくださいと。ただであげたから、ただでいいんでないかという

ことにはならない。ですから、ただであげても、えらいかかるという結果なんですよ。 

  そのほかに、立ち退き料を払って今度、体育館を壊して、中の廃棄物も何百万か、1,000

万ぐらい多分あると思うので、これは最後の質問もちょっと関連かな。相当費用が、負担が

発生するということですので、その辺もちょっとどうなるのか。これは一応譲渡契約につい

て、ちょっと今申し上げている段階ですので、ちょっと頭に入れておいていただればと思い

ます。 

  もう一つ、この譲渡契約はこれ、登記原因証書になっているんですか。これに基づいて登

記原因証書になっているのか、なっていないのか。多分、私から言うと、これでは登記でき

ません。なぜか。面積もはかっていないし、構造物も鉄骨造りだけではだめなんですね。い

わゆる、１階平屋建ての何とかかんとか、面積何平米というところまできちっと申請上げな

いと、登記にならない。 

  しかし、26年５月に小学校は登記になったわけですけれども、そんなことは絶対に、26年

６月５日かな。面積はここに620.81とあるんだけれども、実際は630あるんですね。630.11。

測量したと、こういうふうなことで、鉄筋コンクリート造り、亜鉛メッキ、銅板ぶき、平屋

建てと、こういうふうな登記になっているわけですよ、詳しく言うと。 

  だから、これでは登記にならないので、絶対ないと思いますけれども、こういう契約書と

いう、もう一枚あるんですか。正式な契約書、登記するための。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  私どもで承知しているのは、建物の譲渡契約関係については、本契約しか承知していない

というようなところでございます。 

  なお、議員からも今ご指摘ありましたように、登記をかける際には、たとえ設計書、設計

図書があろうとも、もう一回現地を測量し直して、詳細図面を添えての申請というふうなこ

とは、私どももお聞きいたしたことがありますので、当時はやはり登記をかけるに際しては、

そういった測量もやりながら、相手方のほうで登記をかけられたのかなというふうに、ただ

いまのご質問を聞きながら感じとったところでございます。 

  以上でございます。 
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○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） 西部中学校については、ここに速やかに登記と、こうあるんだけ

れども、平成24年10月議会である議員は、いや、これには賛成すると。来年度から税金も固

定資産税もいただけるし、というふうな議員からの話もあったわけですけれども、登記にな

っていないので、税金というのは算出できないですよね、当時ね。 

  これ、速やかに25年１月に譲渡して、１年半も登記にならないという原因は何だったかな

という気がする。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 議員からのご質問につきましては、建物の無償譲渡契約の議会承認が、24年

の第４回、いわゆるこの時期12月の議会であったと。さらに、法務局のほうに登記を行った

のが、いわゆる26年６月であったというようなことで、この期間、１年半というようなこと

を、時間がかかり過ぎではないかというご指摘というふうに捉えさせていただきましたけれ

ども、当時の履歴経過と相手方法人の履歴経過を見ますと、相手方のほうでこの間、名称の

変更も行っているような形跡もあるようでございます。 

  そういった形で、当然相手方の考え、考えといいますか、都合もあったと思いますので、

そういった事情等も影響しているのかなと思いましたけれども、この１年半を速やかかどう

かというようなところにもなりますけれども、そういった事情があったのかなというふうに

は、ただいまのご質問を拝聴いたしながら感じたところでございます。 

  以上でございます。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） この１年半ぐらいおくれたということについては、いわゆる町税

の固定資産税を賦課するのが早ければ25年度から、ある議員が申し上げていたとおり、課税

して税金が入ってくるはずだったんですよ。登記していればですよ。だけれども、登記して

いないのに課税していませんよね、当然ね。課税していたらおっかないことになる。 

  だから、課税すべきものが課税していないということがどういう、いわゆる税金の事務的

なミスで課税漏れだったというふうになるのか。どうなんですか。その辺は。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ご質問にお答えいたしますけれども、議員おっしゃるとおり、１月１日での

課税ということで、私どもも今現在の知識では認識いたしております。 

  ただ、先ほどのいわゆる１年半の間に、相手方法人の名称変更ということもご答弁申し上
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げましたけれども、加えて、先ほど町長が答弁させていただいた中で、いわゆる東日本大震

災復旧のための公営住宅の建設、これを本格的に稼働したのが平成26年５月ということで、

これのこれまでの状況と、法人の状況等も考慮しながら、この間はいろいろ経過等も、やり

とり等もあったのかなというふうに認識いたしておるところでございます。あくまでも、課

税は１月１日を基準ということで理解しているところでございます。 

  以上でございます。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） ケーシースチールからフレームに変わったのは、譲渡したのが25

年１月18日で、ケーシーフレームに変わったのは25年４月16日なんですよ。だから、３カ月

ぐらいで名称を変更しているので、そんなに１年半もかかるはずがないんです。 

  どっちかが、いわゆる測量をしないでいたのか、それとも、測量して、役場のほうではケ

ーシースチールにやったんだけれども、向こうで登記していないんだと。これはどっちかな

んですよ。 

  登記していなければ税金来ないので、ケーシースチールとしては税金を免れたというよう

なことにもなるし、26年ですからね。１年とその次の半年分は税金免れたと、こういうこと

になるし、こちらでしなかったのであれば、これは事務的なミスでちょっと大きいかなとい

うふうな気がしておりますので、そんなに平成26年まではまたがったケーシーフレームの名

称変更には影響はなかったのではないかというような気がしているんです。どうですか。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  先ほど追加で答弁申し上げたところもございますけれども、名称変更だけが全てではない

というふうには当然理解してございます。そういった形で、相手方法人の東日本大震災の復

旧の公営住宅でございますが、それの発注の関係やら、あるいは先ほど来、話出ております

建物の測量の関係、さらには西部中学校を相手方に渡すに際して、いわゆる校舎等の切り離

しの関係の工事等もあったというふうに理解しておりますので、そういったいろいろな要素

がその期間にはあったのかなというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） まず、この譲渡契約についてはこれくらいにして、この譲渡契約

書は平成24年12月に議会のほうでは出してくれと、締結する前に出してくれという話は再三
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あって、結局、出す必要はないと、今まで見せたことがないというふうな答弁をしているわ

けです。 

  見せる必要ないというのは、今まで１件もしたことないので、今までの契約でしたことは

ないので出さないというようなことだったんですけれども、最後に町長の答弁で出しますと

いうようなことで、平成24年12月21日、議会に提示したというふうなことだったんです。 

  でも、そのときの議員の中にも、当初7,700万で建てて、単純計算で五、六百万の残余の

資産があるんでいないかと、そういう資産をただでくれてやるんだから譲渡契約書ぐらい見

せたらいいんでないかというふうなことで、結果的には譲渡契約書の中身は余りわからず、

いわゆる無償譲渡については賛成してくれというようなことだったということで、オール賛

成でいったわけですけれども、余り中身がわかっていなかったのかなというふうな、ずっと

流れを見るとそういう気がします。 

  無償譲渡になった経緯については、私なりにまとめると、先ほど町長も話していたんです

けれども、町内の産業の育成を考えると。それから、町内に本社を持ってきたと。10名ぐら

いの雇用が確保できるというふうなことがあって無償譲渡、それから有償譲渡、それから有

償貸与、無償貸与についても、当時いろいろ議論されていたようです。 

  今の副町長が一生懸命答弁されていたのはかかわっていますし、結果的に有償譲渡貸与に

ついては、手続が非常に難しいと。無償貸与についても、いわゆる資産が町の資産になるの

で、万が一修理する場合は金がかかると。だから、無償譲渡の場合は、国とか県に届けさえ

すればいいと、簡単にいくんだということで、無償譲渡に決めたというふうな回答があった

わけですけれども、今でもそれは間違いないですよね。確認します。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  議員から、今現在でも間違いないだろうということでご質問のあった件でございますけれ

ども、前提条件といたしまして、議員が今ご発言された内容についての変更があるかどうか

という解釈のもとに答弁させていただきますけれども、結論から申し上げまして、今現在も

無償譲渡のほうにつきましては、これは当然、町の町民の共有財産でございますので、それ

らを適正な価格でいわゆる貸し付ける、あるいは処分すると、こういった場合によっては一

定程度の金額の定めはございますけれども、一般的には町長の執行権の中で行うことができ

ますけれども、無償という形になりますと、当然、適正な価格からは離れるわけでございま

すので、そういった場合によっては、冒頭から議員ご指摘のとおり、地方自治法の定めに基
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づきまして、議会の議決を得た上で、町長が執行していかなければいけないと、こういうふ

うになるものですから、無償譲渡についてはおっしゃるとおり、議会の議決を得て進めると、

これは当然、今現在も変わりございません。 

  あと、議員がおっしゃられた、いわゆる国への届け出等につきましてのご質問のご発言で

ございますけれども、これにつきましては、旧西部中学校は当然ご案内のとおり、学校施設

でございますので、この学校施設という意味合いからいって、国、いわゆる現在の文部科学

省のほうに、届け出をしなければいけないということで、文部科学省の、いわゆる全国的に

廃校、休校、そしてそれらが問題となって、学校施設の今後のあり方、活用、そういったと

きの事務手続を定めたというのが、平成10年代にあったやに聞いてございます。 

  そういったことからいきまして、いわゆるこのような形で無償譲渡した財産につきまして

は、文部科学大臣宛てに速やかに報告をするようにということで、事務処理要綱が定まって

おりまして、これにつきましても、その文部科学省が定めるところに従い、西川町教育委員

会としては、速やかに山形県教育委員会を通じて、大臣宛て届け出を行っているというのが

経過としてあるはずでございます。今現在もそれらの考え方については変わっていないとい

うふうに私は認識いたしておるところでございます。 

  なお、学校施設、廃校となった学校施設を、いわゆる有償で処分した場合の関係につきま

しては、私の記憶からいきますと、全て得た財産については、学校施設の基金として積み立

てて、教育上有効な利活用を図るようにということで、平成10年代に文部科学省が全国に指

針を発出しているというふうに認識いたしておるところでございます。 

  以上でございます。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） 無償譲渡については、大体そういうような形で動いてきたわけで

すけれども、こういう大事なことですので、議会中に議員のほうに提出いただければ、また

いろんな考えがあったのかなというふうに思っております。 

  時間もなくなるので、次にいきます。 

  滞納税金と補助金ということですけれども、滞納税金については前回平成30年12月の定例

議会で教えてくださいというふうな質問もあったわけですけれども、これは法律上教えられ

ないというふうなことで、いつから滞納しているのか、税額は幾らなのかというようなのは

教えられないというふうなことですけれども、今も同じですよね、法律ですから。お答えい

ただければ。 



－91－ 

○古澤議長 答弁は飯野町民税務課長。 

○飯野町民税務課長 滞納の金額でございますけれども、ただいま議員のほうからお話ありま

したように、平成30年の第４回の定例会において申し上げましたとおり、地方税に関する守

秘義務につきましては、地方公務員法第34条及び地方税法第22条に定められておりますとこ

ろでありまして、その運用に当たりましては、滞納者及び滞納額の一覧であっても、納税者

等の利益を保護し、行政の円滑な運営を確保するため、議会の審議の場において開示を求め

られた場合においても原則開示すべきものではないとされておりますので、ご理解賜ります

ようお願い申し上げます。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） それは前回の資料を見てもそのとおり回答あったんで、額につい

ては答えがないだろうなというような予想はしてきておりましたんですけれども、先ほど申

し上げた、いわゆる25年度、26年度の分の税金が賦課になっていないとすると、その部分は

未納には入っていないというふうな解釈でよろしいんですか。 

○古澤議長 答弁は飯野町民税務課長。 

○飯野町民税務課長 ただいまの滞納額に、課税になっていない場合につきましては、当然滞

納には入らないということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上であります。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） 本来はもらうべき税金がもらえなかったというようなことについ

ては、当時の議会の提案した議員についても、25年度からもらえるんだろうねという話があ

ったわけですけれども、履行されなかったというようなことの結論だと思いますので、今後、

本来であれば課税できるものについては、そういうふうなもの、漏れたというようなものは

ないような形で運用、執行いただければというふうに思っております。 

○古澤議長 答弁は飯野町民税務課長。 

○飯野町民税務課長 課税条件につきましては、調べさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） 24年10月の定例議会の資料の中に、幾ら評価はあるんだというふ

うなことがあって、すぐに評価しますという答えがあったんです、回答にね。ですから、25
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年から課税しても全額がもらえるという、議員が質問しておりましたので、そこをもう一回

確認しておいていただければよろしいかと思います。ですから、25年、26年の税収が入って

いないことは確かでございますので、もう一回検討していただきたい。 

  あとは、補助金が幾ら出たのかというふうなことはあるわけですけれども、前回もそうい

う質疑があって、27年３月の産業立地促進法ですけれども、町の。それについて、補助金あ

るんだかと言ったら、いや、ないと。第１号は吉川の企業だと、こういう話しているんです

けれども、その前の、町の産業立地促進法の前の規約があったんですけれども、改正する前。

それには該当していなかったんですか。あの工事、増設した分については、その補助金の対

象にはならなかったんですか。 

  よその市町村だと、増設工事とかで1,000万以上かかった場合は、行政のほうから補助金

は対象になるんで、ぜひ申し出てくださいというふうなことがあったわけですけれども、西

川町の場合は、知らぬ存ぜぬで金が出なければいいという考えで、全然そういう折衝はしな

かったんでしょうかね。 

  おくれている税金についてはおくれているんですけれども、延滞していれば何も出す必要

はないわけですけれども、そういう対象にならなかったのかどうか、産業振興の上で。だけ

ど、前の資料はもう消えてないんだね。だから、その辺がちょっとわからない部分だったん

で、お聞きしたかったんです。 

  今は産業立地促進法ですけれども、前は西川町企業誘致条例というのがあったんでね。こ

れには該当しなかったんですか。わからなければ、わからないでいいですけれども。 

  ここには、いいですか、投下資本額が1,000万以上、だから、あそこの増設工事が1,000万

以上であれば該当するわけですよ。だから、それも該当しないようにしていたのか、わから

なかったのか、ちょっと私はわかりませんけれども、今の産業立地促進法については、個人

についても10万円とか、そういう規約はあるんでわかるんですけれども、前の27年に改正に

なっていますので、本来的には出るはずのあれがなかったというようなことで理解してよろ

しいんですか。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいま議員ご質問の中でご指摘の、いわゆる西川町産業立地促進条例、こ

れの以前の条例というようなことに基づいての、投資した分の助成関係でございますけれど

も、ちょっとこれについては、これの答えということにはならないんですけれども、これの

かわりに、かわりという言い方もちょっと不適切なんですけれども、別の制度がございます
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ので、そちらの制度について飯野町民税務課長のほうからご説明させていただきますので、

よろしくご理解ください。 

○古澤議長 追加答弁を飯野町民税務課長。 

○飯野町民税務課長 制度の関係でございますけれども、課税の関係で西川町過疎地域固定資

産税課税免除条例というのがございまして、この制度につきましては、過疎地自立促進特別

措置法に基づきまして、過疎地域の活性化を図ることを目的としてつくられたものでござい

ます。 

  この条例につきましては、製造の事業、農林水産物等の販売もしかり、旅館業等々の設備

を新築し、また増設するものについて、固定資産税の課税免除を行うというものでございま

す。 

  この条例に基づきまして、ケーシーフレームにつきましても、要件判定に係る取得価格の

合計が2,700万を超えるというようなことで、土地、家屋、償却資産のほうを３年間に限り

課税免除を行うという制度で該当しております。 

  以上であります。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） 要は、補助金は行っていないという認識でよろしいですか。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  議員ご指摘のとおり、私どものほうも補助金はなかったというふうに今現在も理解してお

るところでございます。 

  なお、ただいま飯野町民税務課長からご説明申し上げた関係の制度適用になりますと、先

ほど議員ご指摘の企業誘致の条例に基づいた助成というものはならないということで、条例

の中でも明記されておりますので、その点、一点加えさせていただきたいと思います。よろ

しくご理解ください。 

  以上です。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） 時間もちょっとなくなってきたので、ちょっと。 

○古澤議長 あと２分少々でございます。 

○４番（菅野邦比克議員） 45分まででねえっけか。 

○古澤議長 違います。40分。 
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○４番（菅野邦比克議員） そうですか。 

  じゃ、今後発生される予想の費用についてということで、先ほどもちょっとダブったわけ

ですけれども、立ち退きする場合も相当の金がかかる。破産した場合も買い取り費用、それ

から壊す費用、それから廃物の投棄料、相当金かかるわけです。 

  これを、町民の方は全然わからないので、どうなっているんだという質問を私も来られて

困っているわけですけれども、やっぱり実際はこういうふうにして無償譲渡したわけだけれ

ども、今後こういうぐらいは金かかると、これについてはどうするというようなものは、や

っぱり町民に知らせないと、いつまでも出ますので、我々としてもはっきりしてもう区切り

はつけておいたほうがいいんでないかという気がします。なかなか結論まだ出ていないので、

破産していろいろわからないのでね。 

  本人にはまだ全然会える機会はないわけでしょう。だから、どうするかはわからないんだ

けれども、建物については、当時24年についてはもし譲渡しなくて解体する場合は過疎債の

ソフト分を使うんだという答弁があって、この２倍まで使えるよというようなことだったん

ですけれども、考えてみると、そのほうが安上がりだったかなという気がします。 

  ただ、当時のそういう産業振興という形からいって、そういうなりになったと思うんです

けれども、もう一つだけちょっと質問したい。利活用の検討委員会って、受けてから２回や

ったということですけれども、そこでは無償という言葉はもう出ていたんですか。無償譲渡

するよというようなことは、あれが。 

○古澤議長 最後の答弁でございます。髙橋副町長。 

○髙橋副町長 当時のこの利活用の委員会については、確かに私も入っていたというふうに記

憶はしております。この提案を受けまして、その内容を検討して、その当時、委員会の中で

もその会社の登記簿、それも見させていただいたというふうに記憶しております。余り定か

ではないんですけれども。その中で、その譲渡についても話あったというふうには記憶して

おります。 

○４番（菅野邦比克議員） これで終了しますけれども、要は、譲渡の話があったわけですけ

れども、定例議会までは議員の方々が一切何も知らなかったという結論になっているわけで

すよね。だから、もうちょっと議員の方と前もっていろんな情報交換しておいていただけれ

ばという気がしております。 

○古澤議長 伊藤議員。 

○９番（伊藤哲治議員） 議会運営委員長として、今の町の答弁の中で保留になっている件が
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ございますので、議会終了後、議会運営委員会を開催したいと思いますが、許可願います。 

○古澤議長 はい。終了後、議会運営委員会を開会いたします。 

  以上で、４番、菅野邦比克議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○古澤議長 これで本日の議事日程は全部終了しました。 

  これにて散会します。 

  ご苦労さまでございます。 

 

散会 午後 ２時４２分 

 



 

令 和 元 年 １ ２ 月 ４ 日 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○古澤議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

  なお、６番、大江康議員から、会議規則第２条の規定により欠席届が提出され、本日の

会議は欠席となります。 

  昨日の菅野邦比克議員の一般質問につきまして、小川町長より答弁の申し出がありますの

で、これを許します。 

  小川町長。 

○小川町長 昨日の菅野邦比克議員のケーシーフレーム株式会社への旧西部中学校体育館無償

譲渡の検証の一般質問におきまして、次の４点について調査の上、お答えいたしますと申し

上げましたので、まず第１点目でありますが、固定資産税課税と所有権登記の関係、いわゆ

る固定資産税は所有者課税か、もしくは登記者課税かであります。第２点目につきましては、

平成24年12月の第４回定例会において旧西部中学校体育館の無償譲渡議案が可決されてから、

26年６月５日に体育館の所有権の移転登記が完了するまでのケーシーフレーム株式会社への

固定資産税課税の有無、第３点は、過疎地域の固定資産税課税の免除、さらに第４点目とい

たしまして、旧西部中学校体育館を無償で譲渡する方針を定めた時期、以上４点であります

が、第１点から３点までにつきましては飯野町民税務課長、第４点につきましては土田政策

推進課長からそれぞれ答弁いたさせますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 追加答弁は飯野町民税務課長。 

○飯野町民税務課長 第１点目の固定資産税と所有権登記の関係についてであります。 

  地方税法の逐条解説等によれば、固定資産税の納税義務者については、第一義的には固定

資産の所有者に課するとされており、所有者とは登記簿等に登記または登録されている者で

あります。 

  しかし、あくまでも登記簿上の所有者に課するという建前をとれば、現に存在し、またそ

れを現に所有している者があっても、これに課税できないと不合理であるため、賦課期日現

在、いわゆる毎年１月１日現在において、現に建物などを所有している現実の所有者を納税

義務者とするとされております。 

  第２点目のケーシーフレーム株式会社への固定資産税の課税についてであります。 
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  平成25年１月18日付でケーシーフレーム株式会社と本町との間で建物無償譲渡契約が締結

されていることから、同社を現実の所有者として、賦課期日、いわゆる契約締結後初めての

賦課期日であります26年１月１日付で賦課し、26年度分から課税いたしております。 

  第３点目の過疎地域の固定資産税課税の免除についてであります。 

  ケーシーフレーム株式会社に対し免除しているのは海味地内の本社に係る分であり、旧西

部中学校体育館に係る分については免除いたしておりません。 

  以上であります。 

○古澤議長 追加答弁を土田政策推進課長。 

○土田政策推進課長 第４点目の旧西部中学校体育館を無償で譲渡する方針を定めた時期につ

いてであります。 

  平成24年６月５日の議会全員協議会において、廃校舎等利活用の基本方針について、耐震

性のない建物は解体、耐震性のある建物は町の事業に活用、次に地域での活用を優先し、地

域でも活用しない場合は一般公募を行い、応募がない場合は解体、さらに、地域、一般公募

を問わず、譲渡を優先し、譲渡の場合は原則、建物は現状のまま無償譲渡、土地は無償貸与

とし、利活用を終了する場合は、利用者が建物の解体、撤去を行うことと説明いたしており

ます。 

  このことから、平成25年６月の時点で建物の無償譲渡を決定し、同年８月から一般公募を

行ったところであります。 

  以上であります。 

○古澤議長 これより本日の会議は、議事日程第３号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○古澤議長 日程第１、これより一般質問を行います。 

  通告順に発言を許します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 大 泉 奈 美 議員 
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○古澤議長 ５番、大泉奈美議員。 

〔５番 大泉奈美議員 質問席へ移動〕 

○５番（大泉奈美議員） おはようございます。５番、大泉奈美です。 

  朝一番でありますが、早速質問をさせていただきます。 

  私は今回、通行不能な大入間川橋の早期着工をということについて質問を行います。 

  町道月岡・入間線にかかる大入間川橋は、平成25年７月の集中豪雨において、橋脚基礎部

の川床流出により橋桁が破損し、通行不能になり４年が経過しています。その間、入間地区

を初めとする関係地区の方は大変不便な状況が続いており、町長と語る会、区長会などで通

行できるよう要望を続けているところであります。また、平成30年９月の第３回定例会にお

いても一般質問をされておりますし、入間地区では近隣地区の意見や要望を取りまとめ、令

和元年10月に町に要望書を提出しました。いまだに実施方針が示されていない現状であるこ

とから、次の質問をいたします。 

  質問の１番です。 

  大入間川が平成25年７月の豪雨により被災しましたが、激甚災害復旧事業に該当しなかっ

たのはどうしてか改めてお聞きをいたします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

〔町長 小川一博君 登壇〕 

○小川町長 おはようございます。 

  ただいまの大泉奈美議員の通行不能な大入間川橋の早期着工ということでのご質問であり

ますが、大入間川橋が激甚災害復旧事業に該当しなかったことについてでありますが、平成

25年７月の集中豪雨災害につきましては、建設水道課所管の災害が公共災害42カ所、単独災

害41カ所、その他災害として暗渠や側溝への流入、土砂撤去など、近年にない災害でありま

した。 

  そのような中、災害の有無については、当初は目視を主体としての変状調査であり、大入

間川橋については、橋面の状態の目視による確認では従来と変化は見られない状況でありま

した。災害の申請時期が被災後20日間と短く、全ての橋梁について橋脚や橋台の洗掘状況を

確認することは、人員、時間の関係上、極めて困難でありました。 

  通行どめにつきましては平成27年７月から行っておりますが、そのとき初めて従来よりも

橋面が下がっていることを感じ、橋梁点検車を用い、橋脚の水面付近までおりて、橋脚底版

の一部が洗掘されている状況であることを確認し、一般開放には耐えられないと判断して通
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行どめとさせていただいてありますので、ご理解をお願いしたいと思っています。 

○古澤議長 ５番、大泉奈美議員。 

○５番（大泉奈美議員） 大入間川橋が通行不能になって４年が経過していますが、その間、

町としては橋までの町道や橋の点検、パトロールなどは行っていましたでしょうか。 

  私も現地に行ってきましたが、通行どめの看板は、本当に橋の近くに行かないと、ロープ

が張られてある状態でありまして、そこから行って、下におりてＵターンをしなければいけ

ない。逆に川の入間地区のほうでありますが、松ノ木平、向こう側のほうも同じように看板

設置はなく、近くまで行ってからＵターンという形になっています。 

  それで、昨年の一般質問の中でも、看板設置について、現地調査をし、十分な通行どめの

周知、予告看板などの設置について検討しますとの回答がありました。 

  それと、もう１点は、大入間川橋に行く町道についてですが、草が生い茂り、通行するの

が大変な状況です。橋が通行どめになっているから草刈りなどの管理がされていないのか、

この２点についてお聞きします。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 大泉議員のご質問にお答えいたします。 

  橋梁につきましては、長寿命化計画ということで、５年ごとの橋脚の点検をしなくてはい

けないことになっております。平成27年のその点検におきまして、大入間川橋の状況を確認

したところ、橋脚の河床の一部が洗掘されているというふうなことで確認したため、その時

点で通行どめを行いました。その橋の部分だけを通行どめいたしまして、その前後の月岡・

入間線につきましては通行することができますので、その部分については通行どめをしてい

なくて、橋の部分だけにしております。 

  そして、２点目にありました草刈りというようなことでありますが、綱場橋側のほうから

大入間川橋まで東北電力の電気堰がありますが、その電気堰に沿って町道も走っているわけ

でありますけれども、そこの部分につきましては、その先が橋が通れないというようなこと

もございまして、草刈りは行わずにおったというふうなことであります。 

  以上です。 

○古澤議長 ５番、大泉奈美議員。 

○５番（大泉奈美議員） 今、答弁にありましたが、通行どめにしているので、町道の草刈り

等はしなかったということでありますが、やはり入間地区にとっては、畑などありまして、

農作物をつくっているわけですね。やはりそこは舗装もできていないので、草が下からも脇
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からも生い茂ってくるというような状況にあります。人が住んでいないからといって、そう

いった管理では、やはり地区の人たちもなかなか不便を感じているところでありますので、

ぜひその点につきましては検討というか対処いただきたい。 

  これから雪が降りまして、冬の時期になり、もう通行するというのはないというふうには

考えますが、来年の春、これから雪が解けて、また畑の時期とかになりましたら、ぜひ、看

板設置ですね。そこは町民といいますか、そこが通行どめになっていると知っている方だけ

ではなく、やはり前ここを通ったことがあるなという方は、町内外を問わず、あそこの道を

通りますので、ぜひ、町道でもありますので、草刈りなどの管理をお願いしたいと思います

が、ちょっとこの点についてもう一度お願いいたします。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 今ありました草刈りにつきましては、水ヶ瀞ダムのほうから入る部分に

つきましては、草刈りを行って町道を管理しております。畑もあると、その先にはお墓もあ

るというふうなことで、草刈りのほうはやっておりました。 

  電気川沿いにつきましては、大変通行に際して少ないというようなこともありまして、そ

ちらの部分につきましては草刈りをせずにおったわけでございます。 

  可能な限り草刈りのほうはやっているわけでございますけれども、通常の草刈りとしまし

ては水ヶ瀞ダムのほうから大入間川橋のほうまでをやっておりました。 

○古澤議長 ５番、大泉奈美議員。 

○５番（大泉奈美議員） 確かに綱場橋から電気川沿いについては、草、舗装なっていないと

いうことで通行する方は少ないんですが、やはり軽トラックであそこを通っている、実際、

草も刈られていませんが、軽トラックのタイヤの跡とかもありまして、向こうの真っすぐ行

けば近いわけですね。上まで上らずに行けるわけですので、ぜひ、来年、雪が解けましたら

そういったことも対処していただけたらなというふうに思うところです。 

  あと、激甚災害事業についてお尋ねをいたしますが、先ほど、申請が20日間という短い期

間という答弁がありました。 

  近年、予測不能な自然災害が全国的に発生しております。本町におきましても例外ではな

いと思います。ことし、台風19号が接近したときは、各地区に避難所設置ということが町か

ら通達を受けている状況です。 

  やはりどこの町道にしても、いつ崩れるかわからない。大入間川橋のように、後でわかっ

た、４年も、今、橋が通れないという状態であるのであれば、やはり森林管理とかからも考
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えることがあれば、なかなか町民にとっては不便なことになるのかなというふうに思います。

今後、細やかな調査が必要かと思われますが、その点についての考えをお聞きします。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 災害のほうの起きた場合の点検というふうなことでありますが、町道関

係、橋梁含めて、災害、大雨があったというような場合とかですが、職員で班を分けまして、

全町パトロールというふうなことで行っております。 

  やはり目視でしか確認というのはなかなか難しいわけでございます。機械を導入して、河

床のほうまで潜り込んで、そのときに調査してというようなことは費用もかかりますし、そ

ういうところまでの調査というようなことはなかなかできないわけでありますので、まずは

目視で全町を点検して、そこで崩れているとかというようなところにつきましては、後にあ

ります公共災害対応になるものについては公共災害対応、単独でやるものについては町単災

害というようなことで対応するというふうなことにしてございます。 

○古澤議長 ５番、大泉奈美議員。 

○５番（大泉奈美議員） ちなみに、本町が町で管理する町道の橋梁というのは幾つぐらいあ

りますでしょうか。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 橋梁につきましては、町道につきましては91橋がございます。あと、町

に通っている国道、県道につきましては、管理はそれぞれ県・国になるわけでございますが、

国道で46橋、県道で38橋、町内合わせて175橋というような状況になってございます。 

○古澤議長 ５番、大泉奈美議員。 

○５番（大泉奈美議員） 今お聞きしたところ、町道に関しても91橋と。やはり西川町の地形

からいえば、川、沢などが多く、橋が多くあり、町の管理は非常に大変かなというふうに思

っているところではありますが、その先にあるやはり森林管理ですね。区の山、下刈り、今、

森林計画もあることもありますので、ぜひ、大入間川橋も含めた橋梁について、もし災害な

どが起きた場合、細やかな対応を今後お願いしたいというふうに思います。 

  続きまして、質問の２番に移りますが、最初に申し上げましたが、平成30年９月の第３回

定例会の一般質問で、新たにかけかえをすれば、その概算費用として、工事費、測量調査費、

設計費を合わせて約１億3,000万と見込んでおり、社会資本整備総合交付金を見込んで、優

先順位に入れながらと思いますとの町長の回答がありました。その回答を踏まえまして、現

在、具体的な進展がありましたらお聞きいたします。 
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○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 今、国におかれましては国土強靭化、さらに県においては県土強靭化というよう

なことで、災害に強い国・町をつくると。そして、それにあわせて、災害があった場合は災

害に十分対応できる組織体制も含めて、今、国では災害が一番の大きな課題だと思っていま

すし、人命にかかわる問題でありますが、そういったことで進めておるということでありま

す。 

  そのようなことで、西川町も災害に強い町をということで、国土交通省に対しましても地

すべりやらいろんな面での要望をこれまでも行ってきておりますし、その中でも、今ありま

したように、社会資本整備の予算獲得、こういったものを含めて、仙台の整備局、さらには

国交省にお話を申し上げておりますが、今、議員からありましたように、この社会資本整備

は町が要望しても100％充当になるというような事業ではありませんで、今大体50％ぐらい

かなと思っていますが、そういった中でそれぞれの事業を精査しながら国のほうで充当して

よこすということでありますが、まずこの件に関しましては、入間区のみならず、小山区、

それから月岡町内会ともども、ぜひともあの路線の、要するに入間から月岡までの道路の確

保は非常に重要だというようなこともあって、災害時にも非常に有効な道路であるというよ

うなこともお聞きしますし、さらに今回、10月に要望書も出ておりますので、そういったこ

とも踏まえて、今回の予算の中でも十分検討したいと。最初には町債等からでありますが、

そういった意味で、ぜひとも社会資本整備の中でできるようにやっていきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ５番、大泉奈美議員。 

○５番（大泉奈美議員） 通行不能になりましてもう４年がたっております。その間、町で今

現在の状況といいますか、地区などに対しましての具体的な説明がなかなかなかったかなと。

つまりは検討しますということで今まで４年も過ぎてきたのかな。確かに、あそこの橋をち

ょっとかえてリニューアルするというわけにはいかなく、やはり昨年の答弁のとおり１億

3,000万という多額のお金がかかるわけです。 

  しかしながら、やはり橋を通れるように、ぜひ、国交省、国などに行きまして、ぜひ早期

着工というふうに考えているところですが、今後、やはり進捗状況といいますか、一回検討

しますというお答えをいただきましても、その進捗状況というのがわからないと、いや、も

う諦めたのかなという思いがずっとあったわけなんです。ですので、ぜひ、例えば、すぐと

いうのは皆さんならないかなというのはわかりますが、まずはやはり調査費をつけて、現在
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こうであります、設計をして次に工事費といった形に、進捗状況をやっぱり区長会なりそう

いった形でぜひ教えていただきたいなというふうに思いますが、その点についてはいかがで

しょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 事業の進捗状況、要するに採択状況等につきましては、区長さんを通じてこれま

でやっておりまして、そしてさらに毎年、区長さん、町内会長さんのヒアリングを実施して

おりますので、特に入間区につきましてはこの点が非常に大きな課題でありまして、その折

にも十分と申しますか、お話し合いはやっておるわけでありますので、その中での経過につ

きましては、それぞれの区の中で区長さんのほうからお伝え願えればと思っておりますが、

ぜひともというようなことがあれば、町のほうでの説明等もさせていただくこともできます

ので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ５番、大泉奈美議員。 

○５番（大泉奈美議員） 今、回答の中に、これからも丁寧に説明をしていただくということ

をいただきまして、まずはやっぱり早期着工を目指しまして事業を進めていっていただきた

いというふうに思います。 

  質問のまとめになりますが、やはり交通量を問われたら少ないわけですけれども、森林や

町の財産である杉の木、山など、そういった保全や管理、また畑を持ち、農作物をつくって

いる人が多数おります。加えて、入間区民はもちろん、近隣地区の通行者は、迂回しなけれ

ばならず、大変不便な状況が続いているわけですので、ぜひ、小山からの禿山林道からの迂

回路等にもなっておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  また、入間地区においては、地域づくりの中で、６月に行われますツール・ド・さくらん

ぼの公式エイドの運営等で入間の関係人口をふやして、地区の活性化に取り組んでおります。

近年、自転車の愛好者も増加しておりまして、町道月岡・入間線は絶好のサイクリングコー

スになることは期待できるというふうに思います。 

  地域活性化のためにも大入間川橋の早期着工ということで、私、質問をしましたが、町長

の最後の回答をいただきまして、質問を終わらせていただきます。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 最後にということでありまして、議員からはツール・ド・さくらんぼ等のお話も

ありまして、そういったものへの活用ということでありまして、特に最近、入間区におかれ

ましては、他の区もそうでありますが、非常に活発な地域づくり活動をなされておりまして、
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ツール・ド・さくらんぼ、さらには、そば打ち大会やら、あと運動会、そして区の中での、

小さな区でありますが、スポーツ大会なども非常に活発に最近やられておりまして、目覚ま

しいと思っておるところでありますが、そういった中ででありますが、特に今回の大入間川

につきましては、さっきありましたようなスポーツ、そういったものへの活用、それからや

っぱり一番は災害時の活用だと思っています。 

  さっき言いましたように、入間から月岡へかけての路線、そして小山の県道が崩落した場

合の迂回路、禿山線、これまで何度かありましたので、そういったことも踏まえて、今回の

予算の中でも十分な議論をしたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 以上で、５番、大泉奈美議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤 幸 吉 議員 

○古澤議長 続いて、８番、佐藤幸吉議員。 

〔８番 佐藤幸吉議員 質問席へ移動〕 

○８番（佐藤幸吉議員） おはようございます。８番、佐藤幸吉でございます。 

  私は今回、２つの点から質問を申し上げたいと、こういうふうに思っております。 

  １つは、カヌー1,000メートルコースを生かしたまちづくりをというようなことで質問を

したいと思います。 

  １つ目でありますが、全員協議会あるいは定例会などにおきまして、いろいろな角度から

補正予算が可決され、カヌーコース1,000メートル競技場の設置が決まりました。現在、

着々と建設が進められているわけでありますが、町としてカヌー会場整備とともに得られる

相乗的な効果をどのように考えているのか伺いたいと思います。 

  質問１でありますが、これまで国体、インターハイ、全国中学校カヌー大会など大きな大

会を数多く実施してきましたが、今後の月山湖カヌー競技場を利用することのできる大会を

どのように誘致しようとしているのかお尋ねをしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

〔町長 小川一博君 登壇〕 

○小川町長 初めに、カヌースプリント競技場1,000メートルコースの整備につきまして申し

上げますが、カヌースプリント競技場1,000メートルコースの整備につきましては、ことし
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の第３回定例会におきまして、カヌースプリント競技場1,000メートルコースの整備を含む

一般会計補正予算案に全議員の賛成を賜りご可決いただいているところであります。 

  現在、コース整備に関する実施設計を発注し、設計を進めており、年内には設計が完了す

る予定となっておりまして、また、コースワイヤーを張るための土台となるアンカーの設置

工事についても11月中旬から着工しておりまして、年内にはアンカーの設置が完了する見込

みとなっており、現時点では当初の予定どおりの事業が進んでいる状況にあります。 

  カヌースプリント競技場1,000メートルコースの設置目的につきましては、第一義的には、

本町及び山形県内の選手育成の強化に資することを目的といたしておりますが、近年のカヌ

ースプリント競技のトレーニング事情は、1,000メートルコースなどで長い距離をこぐこと

が世界のスタンダードとなってきており、1,000メートルコースが月山湖にできることは、

本町及び山形県内の中学生から大人世代までの幅広い世代の選手育成に大きな力となると考

えております。 

  そして、スポーツ観光という面で、この1,000メートルコースを生かした大会の誘致や交

流機会の創出によりまして、多くの人々が西川町の自然の美しさや恵まれた環境を感じるき

っかけとなり、この町に住む誇りの醸成や生きがいづくりを進展させまして、本町の特色で

あるカヌーによる人づくりを推進しながら、本町の地域活性化につなげてまいりたいと思い

ます。 

  議員から３点のご質問ありますが、まず質問の第１点目、月山湖カヌースプリント競技場

への大会誘致についてでありますが、日本カヌー連盟が主催、共催などを行っているカヌー

スプリント競技の主要大会は、国体やインターハイを含めて10大会ほどあります。このうち

1,000メートル競技がある大会は６大会となっておりまして、これらの1,000メートル競技が

ある大会は、500メートルコースの月山湖カヌースプリント競技には招致することができな

い状況でありました。今後は、これまで月山湖カヌースプリント競技場で開催してきた全国

中学生カヌー大会や全日本ジュニアスプリント選手権はもちろんのこと、1,000メートル競

技がある大会の招致も進めてまいりたいと考えております。 

  中でも、例年の大会開催の時期や月山湖カヌースプリント競技場の環境を考えた場合、全

日本学生カヌースプリント選手権大会、いわゆるインカレの招致を検討してまいりたいと考

えております。インカレは、選手、大会役員が約500名と国内で最も多くの参加者が見込め

る大会の一つでありまして、また、インカレは学生カヌー連盟が主管で大会を運営しており

まして、学生カヌー連盟などへ働きかけを行うなど、インカレの招致実現に向け、山形県カ
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ヌー協会とも連携しながら招致活動を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお

願いしたいと思っております。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） ただいま町長から答弁をいただきましたように、このカヌー競技は、

やはり西川町のお家芸としての競技でありますし、今回の1,000メーターコースの整備に当

たっても大変な努力と、それから町民の、あるいは議会の中でもいろいろな意見があります

ように、大きな期待がかかっている事業なのではないかと、こんなふうに思っております。 

  その中で、今、町長からも答弁ありましたが、競技大会の種類など、例えば、国体である

とかインターハイあるいは全国中学校、インカレなどいろいろあると思いますが、それらの

種類並びにその誘致の話は進んでいるのかどうか、その辺の状況についてお尋ねをしたいと

いうふうに思います。 

○古澤議長 答弁は荒木生涯学習課長。 

○荒木生涯学習課長 ただいま佐藤幸吉議員からご質問がありました、大会招致に関する種類

並びに誘致に関する話は進んでいるのかというようなご質問がありました。 

  まず、大会の種類ですが、カヌースプリント競技に限ってでございますが、こちらのほう

で把握している1,000メーターコースに関する選手権大会ということにつきましては、まず

はカヌースプリント海外選手権選考会があります。そして、カヌースプリントジュニア・Ｕ

23、年齢23歳以下の海外選手権大会、そして一番大きい日本選手権大会、カヌースプリント

ジュニアユース大会など海外に派遣する選考大会や全日本、いわゆる国内のトップを決める

大会など、そういった大会が1,000メーター競技を有する大会でなっております。 

  そのほかスプリント競技以外でも、例えば、カヌーマラソン大会や、最近、競技人口がふ

えているサップ、いわゆるカヌーのようなもので、立ってオールでかいていくというような

競技がありますけれども、そちらのほうも日本カヌー連盟所属で大会が開催されているよう

でございます。 

  大会誘致のことですが、来年、インカレのほう、大会のほうに名乗りを上げたいというよ

うには考えておりましたが、まだ西川町月山湖カヌー競技場においては実際に1,000メータ

ーコースが設置なっていないということもありまして、来年のインカレについては兵庫県の

会場で開催される見込みであるというような情報を得ております。カヌー1,000メーターコ

ース設置なりましたら、町長からの答弁にもありましたように、県カヌー協会とも連携しな

がら、日本学生連盟のほうに働きかけを行いながら、インカレの招致のほうなどに努めてま
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いりたいというように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 現在建設中の競技場でありますので、誘致等々につきましても今後

の期待というものが大きいのかなと、こういうふうに思いますし、来年の状況につきまして

は、今、インカレが兵庫県に決まったということもありまして、その後の大会の誘致に大き

く期待を申し上げたいと、こんなふうに思っております。 

  それから、1,000メートルコースができ上がってくるわけでありますが、中学校あるいは

インターハイなど1,000メートルを使わなくてもいい競技があると思います。500メーターあ

るいは200メーターの競技があるわけでありますが、スタート地点を移動しなければならな

いというようなこともありますが、レーンについては常備設置というようなことになるよう

でありますが、調整あるいはスタート地点の移動というようなことにつきまして、それらの

費用あるいはこれからのランニングコストを考えた場合の取り組みの状況というものをどれ

ほど見ているのか、その辺についてお尋ねをしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は荒木生涯学習課長。 

○荒木生涯学習課長 ただいまの佐藤議員のご質問、1,000メーターコースの競技場の中で500

メーター、200メーターの競技を行う際の大会に係る費用についてのご質問でございます。 

  今までご説明してきましたカヌー1,000メーターコースにつきましては、常備設置という

ようなことを見込んで整備しているところでございますが、スタート位置につきましては、

水上のほうにスタートの発停台というようなものがございます。そちらのほうを水上のほう

で移動可能というような状況になっておりますので、大会のほうの期間中に500メーターの

位置もしくは200メーターの位置にスタート位置を動かしながら大会を開催できるというよ

うに考えております。 

  このたびの全中カヌー大会においても500メーターでありましたが、平成29年に行った国

体の中でも500メーターと200メーターということでありましたが、200メーターにつきまし

てはスタート位置をずらして実施したということであります。 

  費用につきましては、通常、維持管理をお願いしている費用の中と、これまでインターハ

イ並びに全中カヌー大会で開催した費用の範囲内で開催できる見込みであるというように認

識しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 1,000メートルが町民の大きな期待の中で設置をされるというよう
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なことと、来年はオリンピックの年でありますし、ホストタウンの誘致などもあるようであ

りますし、これからこの1,000メーターコースが利活用される、そういうものになっていく

ということで、町の活性化に大きく寄与されるのではないかと、こんなふうに期待を申し上

げますし、これらについてぜひ有効な利活用をお願いしたいと、こんなふうに思っておりま

す。 

  質問の２つ目でありますが、大会を実施するに当たりまして、この1,000メーターコース

なり、あるいはカヌーの町を標榜するに当たって、やはり町の活性化につなげる絶好の機会

でなかろうかと、こんなふうに思っております。旅館や道の駅、商店あるいは交通機関、あ

るいはついでの観光などあるわけでありますけれども、これらの観光との結びつきをどう構

築していくのか、この辺についてお尋ねをしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 初めに、カヌー大会とは直接関係ない話でありますが、実は、テレビ局のＣＭ大

賞が、きのう、おととい発表になりまして、これは大賞が１点、優秀賞が２点、特別賞が５

点ということで県内の市町村が参加されてのＣＭ大賞でありますが、その中で西川町が特別

賞のアイデア賞５点の中の１つに入賞しています。その内容がこのカヌーを題材としたＣＭ

でありまして、ことし１年間、90回放送なるわけでありますので、ぜひごらんになっていた

だきたいと思います。特に今回のこの1,000メーターコースも含めてでありますが、それに

花を添えていただいたなと思っておりまして、非常に感謝したいと思っております。 

  さて、カヌー大会と町の活性化についてでありますが、カヌー大会の開催に当たっては、

これまで月山湖カヌースプリント競技場で開催してきました全国中学生カヌー大会のノウハ

ウを生かしながら、さらに町内の多くの場所へ経済効果が及ぶ取り組みを進めてまいりたい

と考えております。 

  一番大きく効果が上がる分野としましては、宿泊に関する分野でありまして、１つの大会

を開催すると、選手、大会役員で数百人単位の方々が数日間宿泊することとなりますので、

町内の宿泊受け入れ客数は１日当たり約1,000人でありますので、大会関係者と町内宿泊施

設の紹介、あっせんの取り組みを積極的に展開したいと考えております。 

  また、大会会場における飲食やお土産品の販売を行う事業所につきましては、西川町商工

会を通じて積極的な出店が行われるよう働きかけを強めてまいりたいと考えております。 

  そして、大会期間中や大会終了後に、月山などの観光スポットや道の駅、各飲食店、小売

店など町内事業所への立ち寄りを促すよう、例えば大会会場に観光案内機能を設けるなど、
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大会関係者に西川町の情報をお届けできる体制をつくるなど検討を進めてまいります。 

  また、大会を町全体で盛り上げるような看板の設置につきましても検討を進めてまいりた

いと考えております。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） このカヌーの町としての一つの観光との結びつきが、一つの方向性

として、今、町長のほうから答弁があったというふうに思っております。これまでの経験か

らして、全中など非常に多くの皆さんが来町されるということもありまして、旅館であると

か近隣の店などの利用状況が非常に高まっているというようなことであろうし、これから看

板の設置であるとか、あるいは情報の発信というようなことを通して、さらなる観光に結び

つける、そういうところを強化したいと、こういう答弁もありましたので、私からは、実は、

湖面利用というようなことについて観光と結びつけることができないのか、しかも西川町は

日本一の雪国宣言などもあるようでありますし、またスキーの町でもあるわけでありまして、

夏スキー、そして全国のスキー客を呼び込める、そういうところでもあるわけでありますの

で、夏スキーとやはりカヌーのコラボレーションによる観光客の呼び込みなどが非常に大き

な効果をあらわすのではないかと、こんな点からでありますけれども、質問を申し上げたい

というふうに思います。 

  観光立町として、自然を観光資源にしていく町の方針があるわけでありますけれども、湖

面利用の考え方についてお尋ねをしたいと、こういうふうに思います。 

○古澤議長 答弁は土田政策推進課長。 

○土田政策推進課長 湖面の利用についてでございますが、湖面の利用につきましては、河川

法に基づきまして占用の手続というふうなものが必要でございますが、平成23年度におきま

して河川法が改正をされまして、都市及び地域の再生などに資するため営業活動を行う事業

者などによる湖面を含めた河川敷の占用を可能とするというふうな改正が行われているとこ

ろであります。この河川法の改正によりまして、原則としては公共性があるものの利用に限

定されていたというふうなところでありますけれども、営業活動を行うというふうなことも

この改正によって対応ができるというふうに改正されたものでございます。 

  この手続におきましては、地域の合意を得た上で、区域、占用施設、占用主体をあらかじ

め指定して活用はさせていただくというふうなことでありますが、ニーズに対応した河川敷

の多様な利用が可能というふうな改正となっているところでございます。この手続に当たり

ましては、原則、地元の自治体が国に対しまして、河川の管理者であります、特にダムの場
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合は直轄管理でございますので、直接、町が利用の要望を提出させていただくというふうな

形になっております。そのような経緯を踏まえまして、地元の合意を得て、許可を受けた上

で占用を行えば、経済活動の利用も可能となるというふうな制度がございます。 

  こういったものを、今後、活用も検討を進めていきたいというようなところではいるとこ

ろでありますが、一方、ダムにおきましては、ダムの水源地域ビジョンというようなことで、

ダムを含めました上下流も含めた活用というものを考えておるものがございまして、寒河江

ダムの水源地域ビジョンというものが平成17年度に国主体で策定された経緯がございます。 

  その後、活動が停滞しているわけでございますが、このたび新たに、地元の流域、本町の

ダムに直接かかわる方を中心にしまして協議会を設置いただいたところであります。この協

議会の中で、活用についても関係団体から構成されている協議会の中でも検討を進めていた

だいているというふうなところでありますので、今後、具体的な対応、活用が図られるよう

に進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○古澤議長 追加答弁は志田商工観光課長。 

○志田商工観光課長 寒河江ダム湖面の活用関係につきましては、これまでも、30回を迎える

月山湖夏まつり、ことし30回目、4,300人ほどのご来場をいただいてございますけれども、

あと最近では、寒河江ダムを含む周辺のダムをめぐるインフラツアーというふうな動きも出

始めてきておりまして、加えて、ダム女といいまして、ダムが好きな女性の方が現地を訪れ

てダムカードを集めるというふうな動きも見えてきているというようなことがありまして、

そういった流れが寒河江ダムのほうにも向いているというふうな状況の中ではございますけ

れども、今回、法改正によります寒河江ダム、ダム湖のオープン化につきましては、政策推

進等ともども関係者のほうにも説明などもしているところでございますけれども、その中で、

大変興味を持たれて、今後において期待をされているというふうな、前向きに真剣にちょっ

と考えていきたいというような方々も出始めてきておりまして、先日、先行利用されている

長井ダムの百秋湖のほうの実践なども視察に行かれたというふうなところも聞いているとこ

ろであります。 

  長井ダムのほうでは、ゴムボートを使って湖面を１時間ほど遊覧する取り組みに年間三千

数百名の方が訪れているというふうなことも聞きますし、話題の水陸両用バスとか屋台船の

運行などもしているところで、経済活動にも寄与しているというふうに聞いているところで

ありました。 

  そういった例を参考にしながら、当方の寒河江ダムを見た場合についても、決して引けを
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とるような環境ではないというふうに思っておりますので、意欲のある方々と、今後、相談

を含めながら、早い段階で具体的に湖面利用がなる形で進めていければなというふうに思っ

ております。ダムのオープン化が有効に利用されるような形で町としても進めていきたいと

いうふうに思っております。ただいまいただきましたスキーとカヌーの組み合わせなどにつ

いても、工夫の中に、検討の中に入れていけるかなというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） ただいまの回答を見ますと、ダムの利用が大分緩和されておるとい

うようなことで、湖面の利用が、地元の皆さんの利用が図られるという見通しがついている

ようでありますので、大きな期待をしてよろしいのではないかというふうに思います。 

  また、ただいま回答ありましたように、オープンカーの設置というようなこともあるよう

でありますし、また長井ダムの百秋湖では水陸両用バスを走らせているというようなことも

ありますし、寒河江ダムでも、それとあわせて噴水なども、112メーターの噴水が上がって

いるわけでありますけれども、「噴水を真下から見る醍醐味遊覧バス」みたいな一つのキャ

ッチフレーズにして、大いに沸かせられる、自然を満喫しながらダムを有効に活用できる、

そんな一つの大きな手段になればよろしいのかなと、こんな期待をしているところでござい

ます。 

  質問の３つ目に入らせていただきます。 

  大会を実施するに当たり、町内関係者との打ち合わせ、あるいは協力関係をどのようにつ

くっていくのかお尋ねをしたいというふうに思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 質問の３点目になりますが、大会実施の打ち合わせや協力関係の構築についてで

ありますが、カヌー大会の実施に当たりましては、これまで全国中学生カヌー大会などの場

合、山形県カヌー協会、西川町カヌー協会を初め、西村山管内のカヌー部がある高等学校や

中学校、体育協会などのカヌー・スポーツ関係者に加えまして、最上川ダム統合管理事務所、

自衛隊、消防、東北電力、西川町の商工会、月山朝日観光協会、さらには町内の旅館民宿組

合など大会運営に実際かかわっていただく方々から、大会を周辺で支援いただく方々、宿泊

関係者など幅広い方々によります実行委員会を組織しまして大会を運営してきたところであ

ります。 

  加えて、競技運営については、カヌー経験者の方々からもご協力いただき、大会競技役員
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などとして競技運営にご協力をいただいております。 

  これら本町のカヌー大会に携わってこられた方々の長年のノウハウによりまして、月山湖

で開催する大会の評価は、会場のよさもさることながら、大会運営においても非常に高い評

価を得ているところであります。今後とも、これまでの大会運営、いわゆる西川方式によっ

て、全国の選手、関係者に満足いただけるような協力体制で臨んでまいりたいと思っており

ます。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 今答弁ありましたように、これまでの大会運営、国体以降、非常に

多くの大会を誘致しているわけでありますけれども、大会の運営については、今評価いただ

きましたように、町民の皆さんの協力によって非常に大きな運営方法で運営されているとい

う評価を受けているということで、町民の皆さんの盛り上がりがあるのではないかと、こう

いうふうに思っております。これからも、この大会を一つの大きな、この1,000メーター競

技場を設置するのを機会にしまして、これからもさらなる競技の発展をしていけるように期

待を申し上げたいというふうに思っております。 

  １つ目の案件でありますカヌー1,000メーターコースを生かしたまちづくりをというよう

なことにつきましては、以上で終わらせていただきたいと、こういうふうに思います。 

  ２つ目の会計年度任用職員制度の導入による臨時職員の雇用実態についてということで質

問をしたいと思います。 

  全協の中でもいろいろ質問なり、あるいは回答なりいただきまして、それなりの解明をし

ているわけでありますけれども、ここで改めてその内容について質問を申し上げたいという

ふうに思います。 

  本町の自治体臨時職員は、安い賃金と不安定な身分のまま、職場の大きな戦力として行政

を支えてきているわけであります。2020年、来年の４月１日より会計年度任用職員制度が始

まるわけでありますけれども、本町の臨時職員の雇用実態と準備状況についてお尋ねをした

いというふうに思います。 

  質問の第１点でありますが、保育所、病院及び課ごとの臨時職員の数を教えていただきた

いというふうに思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 前回の全員協議会でもご説明申し上げましたが、まず初めに会計年度任用職員制

度について申し上げますが、地方公務員の臨時・非常勤職員につきましては、平成28年４月
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現在の総数が約64万人と増加しておりまして、また、教育、子育てなどさまざまな分野で活

用されていることから、地方行政の重要な担い手となっていることを踏まえ、臨時・非常勤

職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求められておりました。 

  このような中、政府は平成29年３月、地方公務員について会計年度任用職員の任用等に関

する規定を整備するなどした地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案を国会へ

提出、29年５月に法案が成立し、５月17日に法律が公布されました。法律の施行日につきま

しては令和２年４月１日とされておりますので、２年度から１会計年度を超えない範囲内で

おかれる非常勤の職としての会計年度任用職員制度が始まることになります。 

  それでは、１点目の質問でありますが、西川保育園、町立病院及び課、公署ごとの臨時職

員数についてでありますが、今年度の臨時職員数は、西川保育園16人、町立病院20人、また、

課、公所ごとでは、総務課、町民税務課、農業委員会、出納室及び議会事務局各１人、健康

福祉課２人、産業振興課４人、建設水道課５人、生涯学習課６人、大井沢支所、大井沢自然

博物館、自然と匠の伝承館で８人、学校教育課15人となっておりまして、政策推進課及び商

工観光課はゼロで、総数では81人であります。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 81人の臨時者がいらっしゃるということで、この方が来年からの会

計年度任用職員制度の該当になるというふうになるわけでありますが、これから、募集なり、

あるいは採用状況によりましては、これより減る、ふえるというような状況もあろうかと思

いますし、この今の81名の勤務時間あるいは報酬額、それからこれまでの勤務年数、それか

ら資格の有無などについてお尋ねをしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 佐藤幸吉議員からただいまございました、町長がご答弁申し上げました総数

81人の本年度の臨時職員、いわゆる賃金職員の内訳等々の詳細なお問い合わせについてであ

ります。 

  一言で申し上げますと、臨時職員の職種については幅広くなっておるというのがまず第１

点でございます。具体的なものといたしましては、事務補助というものがございます。これ

につきましては、１日の勤務時間が７時間を原則といたしてございます。ただ、業務の内容

によっては、半日でありましたりとか、そういった形で時間が短縮になっているという場合

もございます。これらについては、今年、830円の１時間当たりの単価で雇用契約を締結し

ておるというところでございます。 
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  あと、そのほかでまいりますと、保育園の保育士もおります。保育士につきましては、議

員ご質問されました資格というようなことで、保育士の免許を所有されていることという形

で応募、公募を行っておるというようなところでございます。保育士につきましては、勤務

年数に応じまして1,000円から1,150円というような形で１時間当たりの単価を設定しておる

というようなことで、これも１日当たりの勤務時間は７時間を基本としておるというところ

であります。 

  そのほかといたしましては、町立病院の看護師というものもございます。これにつきまし

ても、経験年数に応じまして１時間当たりの単価、時間給を設定しておりまして、1,300円

から1,400円という間での設定という形になってございます。 

  そのほか、町長のほうでご答弁申し上げましたように81人、かなりの職種に上っておると

ころでございますけれども、基本的には１日の勤務時間７時間、これを基本としながら、業

務の内容、その業務に係る時間等々を勘案しながら、４時間の勤務であったりとか、２時間

の勤務であったりとか、そういった形で１日当たりの勤務時間が設定なっているというよう

な形の内容になってございます。 

  また、この会計年度任用職員の制度が導入されまして、令和２年度以降という形に当たり

ましては、令和２年度の予算編成の中で、２年度の事務事業の内容と、現課、いわゆる担当

する課、公所と十分なる協議を行いながら予算編成を行った上で、２年度の会計年度任用職

員の必要な人数等々については協議を進めてまいりたいということで考えておるところであ

ります。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 詳細にわたっての説明をいただきましてありがとうございます。 

  実は、１つお聞きしたいのは、通算でどのぐらいの年数、長い方でどのぐらいの勤務をさ

れて、こういう身分で仕事されている方がいらっしゃるのか、その辺少し、保育所あたりは

多いかと思いますが、事務補助の場合もそういう方はいらっしゃると思いますので、その件

が第１点と、それから、これまで町民税務課の中に徴税専門員がいらっしゃったわけであり

ますが、昨年か一昨年から賃金の支払いに変わっていると。特別職からそういうふうに変わ

ったのだというふうに思いますが、今そういう方はいらっしゃらないのかどうかということ

をちょっとつけ加えていただければというふうに思います。それが２点目ですね。 

  それから、保育所の決算書あるいは予算書を見ますと、通常雇用、それから臨時雇用とい
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うふうに分けて予算が組まれております。現在、賃金として予算が組まれているわけであり

ますけれども、例えば、先ほど来話ありました７時間勤務の方、そして４時間勤務の方ある

いは２時間勤務の方もいらっしゃるようでありますので、４時間と２時間がいらっしゃるよ

うでありますが、それが臨時雇用と言われるのか、あるいは通常雇用と言われるのか、その

辺の区分け方についてお尋ねをしたいというふうに思います。 

  以上３点のことについて、まず差し当たってお願いしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 佐藤幸吉議員からありました３点のご質問についてお答えさせていただきま

す。 

  まず１点目は、臨時職員、いわゆる現在の賃金職員の継続した勤務年数の関係についての

お問い合わせというふうに捉えさせていただきまして、具体的に職種の名称が上がりました

事務補助、事務職員については、一人一人の年数というのは今現在ちょっと頭の中にはござ

いませんけれども、５年というスパンで考えた場合ですと、５年以上を超すという職員は皆

無であるというふうに認識いたしております。ご案内のとおり、全ての職、毎年毎年、１年

間の雇用期間ということで公募しまして、募集というような形で毎年の入れかわりは若干ご

ざいますけれども、やはりそれぞれのご自身の事情なり、ご家庭の事情等々、あるいは、何

よりも業務の質、いわゆる雇用する必要性等々もございますので、私どものほうでは事務職

等にあっては長期にわたる職員は現在はいないというふうに認識いたしておるところでござ

います。 

  ２つ目の徴税相談員でございますか、これの関係でございますけれども、これにつきまし

ても、日々の毎日７時間の勤務というようなこともございまして、賃金でお支払いしながら、

今回、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正を今定例会に上程させていただいており

ますけれども、この中でも特別職からは削除して一般職へと移行したいと、会計年度の任用

職員も考慮した中での一般職への正式な移行ということで考えておるところでございます。 

  ３つ目の保育所の、いわゆる議員ご指摘の予算の資料の通常雇用勤務あるいは臨時勤務と

いう形での具体的な勤務時間としては、７時間、４時間、２時間ということでございました

けれども、この７時間を通常雇用ということで、臨時職員、賃金職員の中での７時間の通常

勤務という形であらわしているものと捉えてございます。いわゆる、主に保育士ということ

になるわけでございます。４時間、２時間にあっては、ご案内のとおり、保育園の中に子育

て支援センターも併設してございますので、それに係る業務の臨時職員、あるいは町営バス



－119－ 

を利用しての保育園への通園ということになりますので、そのバスの乗車、保育園への登園

の際の乗車指導、そういったものも含めての雇用ということも行っておりますので、それが

２時間というふうな形で、通常と臨時の表示についてはそのような形でご理解賜れば幸いで

ございます。 

  以上であります。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） そうしますと、事務補助の説明がありました５年以上の方はいらっ

しゃらないということでありましたが、保育所あるいは保育士あるいは看護師などはもっと

長い方がいらっしゃるのではないかというふうに思いますが、その辺の把握はどうでしょう

か、それが第１点。 

  それから、それにつけ加えまして、現在の諸手当、いわゆる期末手当と言われるもの、そ

れから年休の取得関係についてどうなっているのかお尋ねしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいま佐藤幸吉議員から３つの質問をいただいたというふうに理解しまし

て、１つ目の具体的に西川保育園の臨時保育士ということで呼ばせていただきますと、それ

で比較的長いのはどうかというご質問でございますけれども、中には、いわゆる西川保育園

として合併する前から臨時職員、賃金職員としてご勤務いただいている職員もいるというふ

うなことで、20年を超す方もいるというのが現状でございます。 

  ２つ目の臨時職員、賃金職員に対する手当の関係でございますけれども、現在、手当につ

きましては、先ほど来申し上げております１時間当たりのいわゆる賃金のほかに、通勤手当、

正職員、正規の常勤職員、私どもに準じた形で通勤手当を支給いたしておるほか、夏と冬、

８月と12月に手当というようなことで、年間合わせまして17日分の手当を支給しておるとい

うのが手当の実態、実情でございます。 

  ３つ目の年次有給休暇の取得ということになりますけれども、議員ご案内のとおり、年次

有給休暇の付与につきましては、労働基準法、いわゆる労基法の定めに基づきまして、労基

法はご案内のとおり最低を基準とする法律でございますので、それを上回るという内容には

なりますけれども、年間10日間の年次有給休暇を付与いたしておるところでございます。臨

時職員、賃金職員には、夏季休暇あるいは忌引休暇、そういったものが今の段階ではないと

いう状況でございますので、年次有給休暇の取得につきましては、ほとんどの方は年間、計

画的に取得されまして、10日間の与えられた日数を取得されているものというふうに理解し
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ておるところでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○古澤議長 追加答弁で、看護師の５年以上の長期の方がいるかいないかと。 

  松田病院事務長。 

○松田病院事務長 病院の看護師につきましては、５年以上の方はいらっしゃいます。ですが、

６年とかくらいの年限の方だと思っております。 

  以上です。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 現在のいわゆる臨時職員と言われる方の状況というものを、前回の

全協等含めまして、おおよそ内容がつかめたわけでありますけれども、質問３に入るわけで

ありますが、国は、自治体の臨時職員の身分と処遇改善を図るため、会計年度任用職員制度

を設け、任用要件を厳格化し、期末手当の支給を可能としているわけでありますが、本町の

制度発足に向けた取り組み状況、関係者との話し合い、条例、規則、財政負担など準備状況

についてお尋ねをしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 質問の３点目でありますが、会計年度の任用職員制度に向けた取り組み状況とい

うことでありますが、会計年度任用職員制度の円滑な導入に向けましては、これまで庁議あ

るいは２年度の予算編成会議などの庁内の会議におきまして、さらには現在進めております

令和２年度の予算編成作業におきまして、課、公所の情報共有に努めますとともに、職員労

働組合への情報提供を行ってまいりました。 

  条例及び規則等の法令の整備につきましては、今定例会に西川町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例を提出いたしております。そしてまた同時に、規則の整備を行っ

ているところであります。 

  財政負担につきましては、議員ご指摘のとおり、会計年度任用職員制度導入目的の一つに

は、臨時職員の処遇改善、いわゆる働き方改革があると捉えておりまして、ほとんどの職種

で１時間当たりの賃金が大幅に引き上げとなりまして、また期末手当を支給することとなる

ため、財政負担は増加すると考えております。 

  今後の準備につきましては、条例成立後に、年明けに現在の臨時職員の方に制度改正を説

明しながら、その後、予算編成状況等を勘案しながら令和２年度の採用職種及び採用人数等

を決定した上で、町お知らせ版等で公募してまいりたいと考えておりますので、よろしくお
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願いします。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 質問の中に、条例の制定などについての質問を申し上げたわけであ

りますけれども、この一般質問の提出の後に条例案が出ましたので、こういう質問をしたと

ころでありますので、その時間的な入れ違いなどについてはご了解を得たいと、こんなふう

に思っております。 

  さて、パートタイムとフルタイムの会計年度の職員人数でありますが、これまでの説明の

中ではフルタイムで働かれる予定の方はいらっしゃらないのではないかというふうに思いま

すが、これらについても、今、町長の答弁のように、パートタイムの方の人数、81名から増

員なるのか、あるいは合理的に減らしていくのかというようなことも含めて計画がされるの

だというふうに思いますので、この点については、それぞれの課あるいは事業所ごとにこれ

までの状況から予算だけが先行されて、働く場所の負担にならないようにぜひ考慮をいただ

きたいと、こんなふうに思うところでございます。 

  それから、募集の方法についてお尋ねをしたいというふうに思います。 

  ハローワークなどによって公募がされると思いますし、また今答弁ありましたように、お

知らせ版などでの周知、公募というふうなことになるかと思いますが、これらについてどん

な方法で、ハローワークの利用などについて主にどういうふうにされるのか、具体的に、町

外からの応募などもそうなってくるとあるのではないかというふうに予想されますし、それ

らの調整等はどういうふうにされるのか１つ目お尋ねしたいということと、考え方として、

現在の臨時雇用者を優先して雇用するというようなことを意識すべきだと思いますが、それ

が第２点で回答いただければというふうに思います。 

  それから、関係者との話し合いと申しますのは、やはり職員組合など、それらそれぞれの

雇用者、あるいは臨時職員も含めての雇用の待遇改善ということもありますし、そういう状

況について、町の組合などについてどういうふうに説明されているのか、その辺について質

問したいと思います。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいま佐藤幸吉議員から３点のご質問がありました。 

  まず、第１点目のいわゆる会計年度任用職員を公募するに際してについてでございます。 

  とりわけ、ハローワーク、職業安定所との関係になろうかと思いますけれども、当然、町

長ご答弁申し上げましたように、町のお知らせ版、あるいは当然、町のお知らせ版がホーム
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ページのほうにも登載なりますので、そういった形も含めてハローワークでの関係というこ

とになるわけですけれども、ハローワークにつきましても、ハローワークの当然書式等もあ

ろうかと思います。その辺あたりも十分検討するとともに、採用に当たってのいわゆる報酬

等の金額あるいは勤務時間、あるいは年間のいわゆる手当等の関係、そういったものも明記

していかなければいけないということになろうと思いますので、ハローワーク等の書式等に

従って整理をした上で、いずれのお知らせ等々でもご案内申し上げていきたいというふうに

考えておるところでございます。 

  ２つ目の現在の職員を優先すべきではないかという形のお尋ねでございますけれども、こ

れにつきましては、これから予算の編成作業等でも十分協議しながら、内部のほうでも十分

に検討を重ねてまいるべき事項というふうに考えておるところでございます。 

  第３点目の関係者への周知、とりわけ、現在、臨時職員、賃金職員としてお勤めいただい

ている方、あるいは職員労働組合等々にの関係でございます。 

  当然、大きく制度が変わるというようなことで、いろいろな見方、考え方はあろうかと思

いますけれども、議員からただいまご指摘もなられましたように、働き方の改革で、いわゆ

るお勤めになられる方にはプラスになるのではないかというような考えからいきますと、い

わゆる俗に言うところの改悪ではないというようなこともございますが、制度が変わるとい

うことについては当然、何でもそうですけれども、関係する方へのまっすぐなところをお話

し申し上げまして情報提供いたしまして、ご理解をいただきながら物事を進めていくという

ことが肝要かと存じておりますので、先ほど町長もご答弁申し上げましたとおり、年明けに

現在のお勤めになっていただいている職員の方や、さらには職員労働組合にも話はしてござ

いますけれども、そういった関係のほうも最後の調整等を行いながら、採用の職種、人数等

を決定いたしまして、公募の段階に入ってまいりたいというふうに事務方では考えておると

ころでございます。よろしくご理解ください。 

  以上です。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。あと１分ほどでございます。 

○８番（佐藤幸吉議員） １分ほどでいただけるかなというふうに思いますが、実は、パート

タイムで働いていらっしゃる保育所の方、朝何時から始まって７時間勤務、あるいは朝何時

から始まって２時間勤務あるいは４時間勤務というような一つの線表があるかと思いますが、

その線表のつくり方について、臨時者と常勤者が混在しているのかどうか、それだけお尋ね

したいと思います。線表の中身については結構でございます。 
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○古澤議長 答弁は奥山健康福祉課長。 

○奥山健康福祉課長 保育園での早朝保育の場合、７時半から保育は始めております。その時

点では保育士２名体制、正職員１名、臨時の職員１名が基本の体制となっております。 

  以上でございます。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。最後でございます。 

○８番（佐藤幸吉議員） 臨時職員者が81名という非常に多くの方、そして長年勤められてい

る方がいらっしゃるわけでありますので、これまでの大きな成果あるいはその恩恵を今後と

も受けることができますように、ぜひ待遇改善、今回を機会にさらなる町の一つの大きな力

になりますようにご期待申し上げたいと、こんなふうに思います。 

  以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○古澤議長 ここで休憩をします。 

  再開は11時20分といたします。 

 

休憩 午前１１時０５分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○古澤議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤 耕 二 議員 

○古澤議長 続いて、７番、佐藤耕二議員。 

〔７番 佐藤耕二議員 質問席へ移動〕 

○７番（佐藤耕二議員） ７番、佐藤耕二です。 

  私は今回も雪対策について質問しますけれども、雪対策関連の一般質問は今回で５回目に

なります。今回の住民意識調査の中でも最重要な問題であるというふうに捉えておりますし、

また人口減少に直結しているのではないかというふうに考えられます。 

  当町では、第６次西川町総合計画の後期計画を策定してから９カ月がたちます。後期計画

では、定住人口維持確保を最重要目標とし、生活環境対策などを主要施策として、新たな雪
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対策など５つの重点事業推進プロジェクトに取り組んでいます。豪雪地の当町では雪対策は

大事な施策ですので、次の質問をしたいと思います。 

  最初の質問です。 

  新たな雪対策とは具体的にどのような対策ですかという質問ですけれども、昨日、荒木議

員の質問と同じになろうかと思いますけれども、再度答弁をお願いしたいというふうに思い

ます。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

〔町長 小川一博君 登壇〕 

○小川町長 新たな雪対策とのことでありまして、佐藤議員からのご質問にお答えいたします

が、これまでの雪対策につきましては、さきの荒木俊夫議員のご質問でもお答えいたしてお

りますが、通勤、通学の対応を踏まえた早朝除雪、高齢者世帯等に配慮した除雪、融雪溝の

整備のほか、高齢者や障害者の方の世帯に対する除雪費補助、地域除雪ボランティアへの保

険や除雪機械、燃料費の補助、融雪遅延対策事業補助金や住宅建築支援事業補助金などの対

応も行ってきているところであります。 

  しかし、平成30年度に実施いたしました町民意識調査の結果も踏まえ、改めて申し上げま

すが、まずは有効性もあり要望もある融雪溝については、今後とも計画的な整備を進めるこ

とといたしておりますが、既存の制度の周知と活用の徹底を図ることがまず重要であると考

えております。 

  また、新たな雪対策の検討につきましては、先月、町内各地区で開催しました地域福祉座

談会での各地区での雪に対する現状と課題やニーズなど、さらには、これまでの対応も踏ま

え、町道等の除雪の対応、今後の町民の雪下ろしや除雪の支援のあり方と内容、雪に親しむ

体験学習、雪を生かしたスノーシューなどの体験観光、農産加工品への活用などにつきまし

て、克雪のみならず、利雪、親雪の観点からも検討を進めているところであります。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 今、町長からご答弁いただきましたけれども、ことし３月の町長の

施政方針でも、雪対策は最重要課題であるというふうに施政方針で述べていらっしゃいます。 

  その中で、やはり今お聞きしたのは、具体的に言いますと、例えば融雪溝、上間沢では非

常に進んでいるというふうに確認もしておりますし、あるいは来年度まででしょうかね、進

んでいるというふうにありますけれども、それは雪対策というのは、新たな雪対策というこ

とは、すなわち、融雪溝は前からあって、新しく施行したという形になろうかと思いますけ
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れども、新たな雪対策というのは何をイメージしたのかなと。先ほど言いましたように、町

長の施政方針にもあるということは、どういう方針で進めていきたいのかなというのが余り

見えていないなというふうに思いますので、その辺、町長いかがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 まず、雪対策につきましては、要するに高齢者対策、あとは町道の除排雪、こう

いったものを含めて、ある程度事業等につきまして進めておりますが、それをいかに充実す

るかも一つの新たな雪対策だと考えております。 

  そういった意味で、これまでも除雪機の増車も含めてこれまでやってきておりますし、特

に、あとは今一番問題な、先ほどありました融雪溝もそうですが、高齢者にとってはボラン

ティアの協力依頼、こういったもので非常に賃金に差があるというようなこともありますの

で、そういったものを含めて今年度で是正したいというふうに考えておりますので、その辺

はよろしくお願いします。 

  ただ、あとは、要はこの雪につきましては、若い方にとっては、住宅につきましては雪に

強い対応をやっておりまして、特にもアパート形式のものにつきましては、除雪は町でやる

というようなことになりますので、そういった意味では、住むには快適までとは言えません

が、ある程度の対応はしていると思いますが、やはり一番は高齢者対策でありますので、そ

の高齢者対策につきまして今回の地域福祉座談会の内容なども踏まえて今回の予算の中でや

っていきたいと。 

  特に私が感じているのは、さっき言いましたように、雪下ろし等々の賃金の格差、こうい

ったものをどういうふうにするか。お話を聞きますと、やはり一番は、頼んでもどこまで頼

めばいいかと、あと地域によっては、ただでもいいからしてけろと言われる方もおりますが、

ただぐらい大変なのはないというような、そういった声も聞きます。ですから、そのボラン

ティア、要するに地域での除雪体制のあり方、これはそれぞれの地域の地域福祉活動、地域

のコミュニティーの中での話でありますので、そういったものを含めて整備をしないと、た

だ町でやるとだけではこれは進まないと思いますので、ですから、これからはコミュニティ

ーの地域の中での協力、そういったものを含めて皆さんに理解してもらいたいと。 

  特に、これまでいろんな雪の補助金やら助成や支援やっておりますが、こういったものに

つきましては、なかなか町民の皆さんが理解しない部分もあるということで、特に、民生委

員の皆さんにお願いして、それぞれ個別に訪問していただいて、周知徹底をやっておるわけ

でありますが、そういったものを含めて今後やっていきたいと。 
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  ですから、必ずしも雪対策は金をかけて、ハード面だけでなくて、そういった身近な支援

体制、こういったものは非常にこれから重要なものになるというふうに感じておりますので、

よろしくお願いします。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 今、町長からお話あったとおりだと思います。私も、新たな雪対策

ということで、各市町村いろいろ確認しておりましたけれども、やはり今、町でやっている

ほかに何かあるかというと、そんなにはない、似たり寄ったりかなというふうに思います。

やはり私も、今、町長からおっしゃったとおり、新たな雪対策ということも大事なんでしょ

うけれども、やはり今までの雪対策を検証してみて、どこに問題があるのか、どういうふう

なニーズがあるのか、要望があるのか、やはりそれをきちんと把握することが大事だなとい

うふうに思います。 

  今回はそういうことも踏まえまして、ちょっと一つ一つじゃないですけれども、若干その

辺を振り返って、町の雪対策を検証してみたいというふうに思います。 

  まず、もう一つは、先ほど町長のほうから、前回の荒木議員のときもそうでしたけれども、

福祉座談会で区長、町内会長あるいは民生委員の方の意見を聞いているというようなお話が

ありました。これは11月に行われるわけですけれども、これは毎年行われているわけですよ

ね。ことし初めてなわけではないんで、つまり去年の11月に行われた座談会での内容がこと

し反映されているかどうかというような問題が大きいのではないかなと思います。11月にな

って、ことしじゃどうしようかというんでは、それはやはり遅い。そういうふうな検討が果

たしてされているかどうか。毎年行われている座談会ですので、その辺を町はどういうふう

に去年の座談会を生かしてきたのか、また問題点をどういうふうに整理しているのか、ちょ

っとお聞かせいただければと思います。 

○古澤議長 答弁は奥山健康福祉課長。 

○奥山健康福祉課長 地域福祉座談会での雪対策に関連してのその後の対応ということでござ

います。 

  例年、地域福祉推進座談会につきましては、町の社会福祉協議会が主催となりまして、社

会福祉協議会の事業報告、それから地域での支え合いの関係にプラスしまして、健康福祉課

のほうから事業内容の説明とともに、高齢者世帯等除雪支援事業、補助事業等につきまして

の今年度の考え方、それから地域の中での雪対策の中でお困りになっていること等について

ご意見をいただきながら進めてまいっておるところでございます。今年度も11月18日から町



－127－ 

内12会場におきましてお話をお聞きさせていただいております。 

  ご質問の昨年度までの座談会でありました内容について、どのように反映されているかと

いうことでございます。 

  昨年度につきましては、補助事業の内容等につきまして、単価の改正というふうな部分で

反映をさせていただいたところでございます。また、その地区地区に応じまして、当然、間

口除雪の関係ですとか、隣近所でのお困り事等々などもお聞かせいただきながら進めている

ということでございますが、昨年度におきましては、単価の改正等について行わせていただ

いているという状況でございます。 

  以上であります。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 今回の質問は持ち時間が１時間ですけれども、12時までに終わらせ

たいなと思いますので、簡潔にお願いしたいなというふうに思います。 

  福祉座談会で毎年行われているのが、昨年はそういうことでお話ししたというような今の

話だけであって、いろんな要望があったと思いますけれども、その要望はどういうふうに町

は取り上げたのかというような質問をしたつもりだったんでしたけれども、その中で、間口

除雪ということは、私、2014年３月の定例議会で一般質問をしました。すなわち、基本的に

は、公道を除雪したときに玄関先に雪の塊を置かないような除雪をできないかと、優しい除

雪ができないかというようなことで質問しました。その後も何回かこの件については取り上

げまして、町のほうでは大分よくなってきているというお話です。 

  私、町民の方にいろいろ聞いてみました、各地域。やはり非常に好感を持って捉えられて

おります。非常によくなったという話が聞こえてきます。これは非常にありがたいことだな

というふうに思いますし、また間口除雪の場合は、ただ、オペレーター等がかわったときが、

その辺が徹底されていないのではないかというお話もありました。ですから、その辺がどう

いうふうな業者に対しての話をしているのか、除雪会議で行っているという話をしておりま

すけれども、除雪会議では、じゃどういうふうにして、どこまでやるのかというような話が

具体的にされているのかどうか、ちょっと１点お聞きしたいというふうに思います。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 間口除雪の関係でございますが、オペレーターがかわったときにつきま

しては、かわったときには前のオペレーターと一緒にその場所を確認しまして、冬場に備え

ているわけでございます。 
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  除雪につきましては、やはりドーザーでの機械除雪になるわけでございますので、ドーザ

ーは寄せ雪処理が基本になってきます。雪をなるべく抱え込んでいるわけでございますけれ

ども、基本的には、雪は横にこぼれていくわけでありますけれども、それをなるべくこぼれ

ないようにということで、特に高齢者の世帯につきましてはそこを注意してというふうなこ

とで直接オペレーターの方にお願いしまして、やっていただいているところであります。 

  あと、除雪について何か要望とか問題があったときには、地区を通じていただいて、また

オペレーターのほうに伝えまして、反映しているところでございます。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 先ほど言いましたように、非常に住民の方は喜んでおりますので、

引き続きお願いしたいなというふうに思います。やはり一部ばかりじゃなくて、地域全体が、

町内全体が、やはりみんながよかったなと思えるようにしていただきたいというふうに思い

ます。 

  それから、融雪遅延対策補助金なんですけれども、これは雪対策という大きい意味でちょ

っと質問させていただきたいと思うんですけれども、これは皆さんご承知のとおりの条件が、

昨年、補助金の交付事業費が、過去10年間の平均よりも多かった場合、あるいは豪雪対策本

部ができたときしかこの補助金が出なかったわけですけれども、昨年度からはそうでなくて

も10分の２、大井沢にとっては10分の３が出るというようなお話でした。 

  これも、私も2018年にこの話を取り上げまして、その中で協議させてもらって、町からは

十分考えてみるというような返答をいただいた記憶がございます。そういうことでなったと

思いますけれども、ただ、豪雪になった場合は、やはり相変わらずその地域の持ち出しが非

常に大きいということには変わらないわけです。その辺の対策はまだとられていないと思い

ますけれども、ただ、一歩前進したなというふうには思っております。 

  ただ、ある地区からはこういうことも話がありました。例えば、雪が少ない少雪の場合に、

当然この事業費、補助事業を使わないということもあり得るわけです。例えば、この融雪遅

延をやる場合に、仮に３万円しかかからないといった場合に、10分の２ですから6,000円し

かもらえないとなれば、手続上面倒なので、もうしないというような地区も実はありました。

そういう現実もあるわけですよね。その辺を町は今後どういうふうに捉えていくのかなと。

その辺は多分ご承知だと思いますので、町長の見解をちょっとお聞きしたいというふうに思

います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 
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○小川町長 この融雪遅延対策を始めまして十四、五年になろうかと思いますが、以前は全て

町民の皆さんのご協力によって、ご理解を得て、排雪と申しますか、除雪をやっておったわ

けでありまして、それ以来、どうしてもやっぱり田んぼ、畑の作付に影響するというような

こともあって、町のほうで２分の１を支援しますというようなことでやってきておりまして、

ただ、きのうも申し上げたんですが、融雪遅延対策につきましては旧年度の予算の範囲内で

やるということで、３月31日の現在と申しますか、そういったものを踏まえてやらざるを得

ない。でなくて、今、雪の処理につきましては４月に入ってなされる。要するに、西川町、

随分広いものですから、必ずしも３月中、４月中というようなことでなくて、長い時間にわ

たってやられるわけでありますので、そういった意味で、新年度の予算の中での執行という

ようなことに変えたわけであります。 

  特に、そしてさらに、できれば雪の少ない時期に、余り３月末で雪の多いときでなくて、

経費のかからない、そういった配慮もしてほしいというようなこともあって、できる限り雪

の少なくなって、どうしてもせざるを得ない、そういったときにしてほしいなどということ

も区長さんにお願いしていますが、ただ、今回、10分の２、10分の３というようなことで、

雪の少なかったこともあってですが、やってみましたところ、雪が少なくなり過ぎると畦畔

が機械のキャタピラーで壊れるというようなことがあったわけであります。これまでは、先

ほど言いましたように、区長さんの判断で、ある程度雪の多くて、そういった畦畔を壊さな

い程度の時期にやっておったやつが、なるべく少ない時期というようなことを申しましたら、

そういったことをやったら、やっぱり畦畔が崩れるということでありますので、これらも含

めて今年度検討すべきだなと思っています。 

  ですから、きのうは荒木議員からは、町道は全て町が責任を持つべきだというふうな、そ

ういったご意見もありましたのですが、そういうのも含めて検討したいと、今回の予算の中

で検討したいと思いますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 融雪遅延対策事業は、これはやはり各地区から行って、その結果と

してその補助金が出るというような仕組みだと思いますけれども、今回ずっといろんなとこ

ろを見て歩いてみますと、こんな意見もありました。 

  雪が少なくて、除雪をしてくれないというところがありました。でも、これは雪が消えた

からこれは問題ありませんけれども、次の、今度、石が畑等に落ちていて、非常に誰も拾っ

てくれないんだけれどもという話も随分ありました。そういうのは、やっぱり多分、町から
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言わせると、各地区で対応してくれというふうな話になろうかと思いますけれども、その辺

がそれぞれの雪対策会議とか区長会等でどうも徹底されていないんではないかなと思うんで

す。だから、そういうことも含めてやはり言っておかないと、区長さんも町内会長さんも対

応できないというか、そこまで気が回らないといいますか、そういうこともあり得る。でも、

住民の方からはそういう意見もあるというようなことなんですけれども、その辺いろいろ含

めて対応していただきたいなと思いますけれども、ちょっとその件に関してはどうでしょう

か。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 以前の道路、要するに未舗装の道路の場合ですと、砂利が入るというような、石

が入るというふうなことで、それぞれ町内会、区で対応してくださった地域もありますが、

今、町道はほとんど舗装でありますので、そういった対応をしているというのは、ちょっと

話はきょう初めて聞きましたので、その辺の実態を区長さんからお聞きしまして、調整した

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） そういうところもあるということで、その辺は後で建設水道課とも

いろいろ話しながら進めていきたいなと思います。 

  いろんな地区があるんだなと、いろんなところがあるんだなというふうな気もいたします。

雪の置き場所も、やはり毎年だから、全然断りないんだよなんていうところもありましたけ

れども、そんなことを含めまして、やはりきめ細やかなことが必要なのではないかなという

ふうには思います。 

  次の質問の２番目ですけれども、西川町の除雪基本計画があるわけです。その中での除雪

作業の出動基準というのが定められております。これによりますと、新雪深が10センチ以上

の場合、または気象状況から10センチ以上になると判断される場合及び雪崩等で交通不能に

なった場合に出動すると規定しております。 

  早朝除雪は今までどおりのことで、これは十分わかるんですけれども、夕方の帰宅時間に

10センチにもう達しているとき、あるいは達しようとしているとき、なかなか帰宅時間に車

の運転が大変だというような声も大分あるわけですけれども、その辺を含めまして、ちょっ

と町の対応をきちんと、いや、実は前回、雪対策会議で私、同じような質問をしました。質

問をしましたけれども、明確な回答はなかったものですから、改めて確認したいというふう

に思いますので、よろしくお願いします。 
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○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 夕方の帰宅時間に合わせた除雪体制についてでありますが、今、議員おっしゃっ

たように、去る11月14日、降雪前に町道を初め国道や県道の円滑な除雪など雪対策につきま

して協議するため、国道を管理しております寒河江国道維持出張所、県道を管理している村

山総合支庁西村山地域振興局などからも出席いただきまして、雪対策会議を開いたところで

あります。 

  協議では、今、議員からありましたように、議員からの区長としてのご発言であったわけ

でありますが、職場から帰宅するときに道路の積雪量が多く通行が難儀なことがありまして、

朝の除雪はもちろん、夕方の帰宅時間を考慮した除雪も行ってほしいとの意見が出されてお

りますので、これに関しましては、それぞれ県・国とも積雪の状況を見てというような判断

でありますので、その辺は状況を見ながら対応したいと、町のほうで要請するなり、そうい

ったものをしたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 今、町長の答弁の中で、状況を見て判断していくというお話があり

ました。実は道路除雪計画書というのがあるんですね。この計画書を見ますと、ここに、作

業時間は原則、午前３時より作業を開始し、おおむね午前８時まで早朝除雪を完了するとい

うことで、早朝除雪のことしか書いていないんです。今のお話のようなことはこの計画書に

は何も載っていないわけで、状況を見て判断するということは、誰がこれ判断するのか、そ

れぞれ各地区によって違うと思いますけれども、町のほうで判断していくのか、それとか地

元なのか、それとも業者なのか、誰が判断してこれを行っていくということなんでしょうか。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 除雪の指示につきましては、町道につきましては町のほうになりますの

で、建設水道課のほうから各委託業者さんのほうに伝えて、除雪に出ていただくというよう

なことになります。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 建設水道課で判断して各業者にというような今のお話でしたけれど

も、これは実際可能なんでしょうか。先ほど言いましたように、場所によって大分違うと思

いますよね。例えば、大井沢ばかりじゃなくて、小山地区とか、岩根沢とか、あるいは吉川

でもそうだと思います。全然状況が違うと思います。それぞれの積雪を見て建設水道課が判

断していくというのは、これは常識的に考えて非常に厳しいんではないかなと思いますけれ
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ども、その判断でよろしいんでしょうか、再度ちょっとお願いしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 積雪の状況につきましては、各区長さんのほうからも連絡いただくよう

なことにもなっておりますので、そういった連絡を受けたときとか、断続的に降って、雪の

状況がこれからも積もって、降り続けるというようなときとか、また、そういった状況で路

面の圧雪したものが天気がよくなれば解けて、通行がかなりでこぼこ道になって通行しづら

いというようなときもございますので、そういったときに町のほうから業者さんのほうに言

って、除雪をしてもらうというような体制でやっております。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 今お聞きしているのは、夕方の帰宅時間等のことでお話を聞いてい

るわけですけれども、今のお話の中で、区長から連絡を受けてというようなお話ありました

けれども、正直言って、私、初めて今お聞きしたことなんですけれども、やはりこれは区長

から連絡受けたら判断していくということなんですか。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 区長さんから連絡を受けた場合も、必ず受けてからということではなく

て、町のほうでもパトロールしますので、区長さんから連絡を受けて判断する場合もござい

ますし、町のほうで見て、建設水道課のほうで見て判断するときもありますということの回

答でした。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） まず、今のお話の中で、結論じゃないんでしょうけれども、話をす

れば、夕方の帰宅時間も該当するものがあれば除雪をするということでよろしいのかどうか

と、それから、その判断はあくまでも建設水道課、パトロールなんかもしていますよと、区

長から連絡あったときもするというようなことで、これ業者の判断というのは入っていない

んでしょうか、ちょっともう一度お願いします。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 今質問ありました業者の方の判断というふうなことでありますが、業者

さんからも、ここの地区、自分が担当する区間につきまして除雪、出動させてくれないかと

いうような、その基準の関係でありますけれども、連絡をいただくことがあります。その場

合も、一旦、建設水道課のほうに連絡を受けて、それで出ていただくというようなことにし

てございます。 
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○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） いろんな状況があるかと思います。例えば今日みたいなときは、本

当に雪が重くて、除雪しないと運転にも少し困難を来すんじゃないかなという状況もあると

思いますし、一括してこうだと、10センチなんていうことではなくて、どういうふうな状況

なのかというのは、よくその辺は判断して、住民の足に支障ないようにしていただきたいと

思います。やはり若い人たちからいろいろ話聞きますと、帰宅時間が雪が多くてというよう

な話をよく聞きますので、その辺はきちんと対応していただきたいというふうに思います。 

  また、今のは町道のお話なんですね。ところが、町内見ますと、当然、国道、県道がある

わけです。じゃ、その辺はどうなるんだというふうになろうかと思いますけれども、それも

同じような対応と考えて、全部、建設水道課のほうで連絡すれば、県道、国道のほうも除雪

態勢に入るということでよろしいんでしょうか。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 国県道につきましては、国または県での対応にはなるわけでございます

けれども、町の状況ということで、この前の除雪会議のときにも、県のほうもありましたが、

県道につきましては連絡をいただければ出るというようなことでありましたので、建設水道

課のほうからも当然要望させていただくこともございますが、業者さんとの連絡をとってと

いうようなお話もそのときありましたので、そのような対応になるのかなと思っております。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 国道、県道、町道等も含めて、やはり帰宅時間に余りにも雪が、余

りにもって10センチ以上の話なんでしょうけれども、降る場合には、やはりその辺はきちん

と対応していただければなと思います。どこに連絡したらいいのか、誰が対応してくれるの

か、それがはっきりしないとまずいなと思いますので、その辺のマニュアルというか、しっ

かりやっていただきたいというふうに思います。また、そういうことを、やはり町内会長さ

んも含めたいろんな会議があるわけですから、きちんと周知していただければなというふう

に思います。 

  ちょっと次の質問に移りたいというふうに思います。 

  ３番目なんですけれども、集落道路の除雪の件なんですけれども、この件に関しましては、

これも前も取り上げたことはあるんですけれども、区長か、または町内会長より依頼があっ

た場合のみ対応するということになっているわけです。 

  また、その場所は、２戸以上がそこに存在している区間が該当するというふうにあるわけ



－134－ 

です。現在、町が指定している箇所は20カ所そういうところがあるんですけれども、この規

定でこれが適正かどうか、どういうふうにお考えなのか、町長の見解をお聞きしたいという

ふうに思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 この集落道の除雪基準と申しますか、これにつきましては、以前は年１回程度と

いうような、そういったことで除雪を行ってきた経過がございます。集落道です。特に集落

道につきまして非常に幅が狭いというようなこともあって、町の除雪機械は入れないという

ことでありますので、どうしても地域の小型のタイヤドーザーを持っている方にお願いして

やってきたわけでありますが、そういう面からいろんな町道との関係もありますので、ある

程度の戸数があれば、町道と同じような回数にはいきませんが、区長さんが判断していただ

いて、そして、そこの除雪、特にこういった道路は両側の屋根から雪がおりてきて、非常に

個人では雪の排雪が困難なところがありますので、そういったものを考慮しながら今やって

いるというような状況でありますので、これはやっぱりそれぞれ区長さん、町内会長さんの

ご意見をいただきながらやることにしていますので、ご理解をお願いしたいと思っています。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 集落道の場合はなかなかやっぱり大変だと思います。町でも全てや

ってというと非常に大変なのはわかりますし、また財政的な問題もあるでしょうから、それ

は重々わかっているわけですけれども、ただ、やはり思うのは、１戸しかない場所もあるわ

けです。そういう箇所というのは結構あると思うんですけれども、やっぱり非常にそういう

方も苦労しているわけですよね。公道から遠ければ遠いほど、そういう方も苦労していらっ

しゃいます。そういう方にお話聞くと、いずれはやはりもう子どものところに行かなくちゃ

いけない時期があるな、近いなとかというお話も随分ありますけれども、やはり同じ町民な

わけですよね。２戸建てだと年に２回除雪しますよと、でも１戸建てはしませんよと、当然

どこかで区切りをつけなくちゃいけないというのは私わかりますけれども、その辺もう少し

対応できないのか、また、じゃ１戸建てのところの区間はどれくらいあるのか、その辺は今

まで検証したことはあるのかどうかも含めてちょっとお願いしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 １戸で数十メーター、数百メーターというような箇所については具体的には把握

しております。地図上では見えるんですが、ただ、私、沼の平でありますが、沼の平地域で

も１戸で100メーターを超す道路を除雪ができないというようなことで、かんじきで道路を
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つくって歩いているというような状況でありますが、そういったところもありますが、全て

これを町でということになっては非常に大変だということで、先ほどありましたように、今

後はどうするかでありますが、地域のボランティアと申しますか、ボランティアだけではな

いんですけれども、その雪を踏み固める、そういったものに対する支援をどうするかとかだ

と思っています。ただ、全て100％というわけにはいきませんが、そういった支援策も今後

は考えていかなければならないと思っていますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 今、町長からご答弁いただきましたように、やはりもちろん全てが

しなくちゃいけないとかということじゃなくて、やはり可能なことまで、どこまで可能なの

か、もちろん、どういう方にやってもらうかと、いろんなこまい点もありましょうから、そ

の辺は煮詰めていただいて、少しでもよくなるようにしていただきたいというふうに思いま

す。 

  この集落道路の除雪に関しまして、こういう話もちょっとありました。ある地域で、除雪

をしてほしいというふうに町内会長さんに頼んだと。ところが、町内会長さんは、大変なの

はあなたばかりではないからだめだというふうに言われたというようなことで、あれからは

一切要請していませんというお話もありました。 

  実際、そういうことがあり得るということは、すなわち、町では区長さん、町内会長さん

によく説明していますよと言うんですけれども、確かに今回の雪対策会議でも集落道の説明

はありましたけれども、集落道の除雪ということで、ここでどこどこ箇所ですよというよう

なことが書いてあるのと、区長または町内会長より依頼があった場合のみ対応するものとす

るということしか書いていない。当然、依頼がなければ、これは町にとってはできないとい

うことだけれども、そういう肝心の町内会長さんたちを含めた方がどこまでこれを理解して

いるのかなというのが私は欠けているんではないかなというふうに思います。 

  その辺はやっぱり徹底してお願いするしかないんでしょうけれども、実際そういう問題が

あるということは、やはり非常に困っている方もいて、そういう方たちはほとんどこの施策

を知りませんでした。ああ、そういうのがあるのかと、だったら町内会長さんに頼んでみよ

うかと言ったのが今の結果も含めてなんですよね。 

  ですから、そんなことじゃないというふうに町から怒られますけれども、形ばかりじゃな

くて、やっぱり実際身に入った施策をやっていかないと、住民の声というのは、本当に生き

た住民の声というのは聞こえてこないんではないかなというふうに思います。 
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  ですから、いろいろ回ってみるとそういうこともあるし、また町長もいろんな座談会等も

含めてやっているわけですから、その辺のお話も聞いているかと思いますので、ぜひ、本当

にこれが必要なので、じゃ次にどういう手を打つのかというようなことを、きちんとこれか

ら先も見据えてやっていただきたいというふうに思います。もう一度ちょっと町長の見解を

お願いします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 この集落道につきましては、先ほど申しましたように、その基準となりますは２

戸以上というようなことでやっておりますが、以前は箇所数が非常に少なかったわけであり

まして、いろんな座談会とか、あとは各地区を回ってその状況を見ながら、この20カ所程度

に枠を広げた経過がございます。 

  そして、そういった該当なさる方々ともお話し申し上げまして、その方々のご意見は大変

やってもらってありがたいが、ただ、区長さん、町内会長さんにお願いするというふうに、

お願いすることが大変恐縮だというような、そういった声もあります。ですから、議員おっ

しゃるように、どういった判断基準でどういうふうにするかというのは、これは改めて考え

ざるを得ないなと思っていますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ここで昼食のため休憩します。 

  再開は午後１時といたします。 

 

休憩 午後 ０時０２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○古澤議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 集落道の除雪に関して先ほどまで質問させていただきました。集落

道に関してはもう１点だけちょっとお願いしたいと思います。 

  集落道の除雪の規定によりますと、一冬に２回というふうになっておりますけれども、今

の雪の状況を見ると、一冬に２回のみではほとんど役に立たないというか、大変だなと思い

ます。すぐ除雪してもらっても、次の日には同じ状況になるというふうになろうかと思いま

すけれども、その辺がなぜ２回のみなのかお聞きしたいというふうに思います。 
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○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 要綱と申しますか、取り決めと申しますか、それでは原則２回というふうな、こ

れはずっと前からの、先ほど申しましたように、対象路線を拡大する前から、そういったこ

とで明記してあるわけでありますが、ただ、今、拡大した時点で、それぞれの区長さんには、

原則ですから、その事態に合わせて町のほうに連絡をお願いしたいというふうに思っていま

すので、その表現等についてはこれから変えなければと思っていますので、ご指摘ありがと

うございます。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） ぜひ検討して、熟慮していただきたいというふうに思います。 

  集落道の今まで質問をしてきたわけですけれども、きのうの荒木議員の中でも質問があっ

て、今、町道であっても３カ所除雪していない箇所があるというようなお話がありました。

それで、町からの話もあったわけですけれども、ちょっと再度そこら辺をお聞きしたいと思

います。 

  ３カ所のうち１つは羽龍線になるわけですけれども、吉川地区になるわけです。きのうの

質問の繰り返しになりますけれども、羽龍線の場合は、非常に使う道路というか、常に日中

かなり使っている道路なわけですけれども、そこも除雪されていないと。地形的には非常に

難しいのはこれ十分わかりますし、その辺がもう少し羽龍線に関して検討できないのかなと

いうふうに思うわけですけれども、いかがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は土田建設水道課長。 

○土田建設水道課長 町道路線で３路線が除雪していないというふうなことでありますけれど

も、昨日の町長の答弁にもあったことの繰り返しになって恐縮ですが、道路の幅員が非常に

狭いということと、羽龍線につきましては脇のほうに東北電力の電気堰がありまして、そこ

に柵も立っております。それを雪で押してしまうというようなところもありますし、あと、

雪捨て場が、場所も狭いということもありまして、そこの挟まれて、電気堰とあと住宅もあ

りますので、なかなか雪を置くというところもなかなか難しいところがありますので、なか

なか町の機械ではできないなというふうなところであります。今までも、連絡はもらってい

ないんですが、連絡を受ければ、その基準に従いまして、町のほかの小さいドーザーを持っ

ているところの業者さんにお願いして、除雪をしていくというようなことになろうかと思い

ます。 

  あとのほか２路線ありますけれども、２路線についても、１つは沼山の町道ウト屋敷線に
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つきましては、今現在、そこの１世帯分について息子さんが自分でやって、自分の機械で除

雪しているような状況であります。あともう１点、月岡ですけれども、月岡のほうにつきま

しては高齢者の除雪支援事業のほうで地区の方がやっていただいているというような状況に

なっています。そこにつきましても、カーブが急で除雪車が上っていけないというふうなと

ころになってございますので、以上のような対応となります。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） まず、羽龍線なんですけれども、やはり普通の大型では入れないと

思いますので、小型除雪機は十分可能なわけですよね。あそこ、小型除雪機、私も通りがか

ったとき何回か見ているんですけれども、あそこを通りかかる小型除雪機、何回か見受けら

れるんですけれども、素通りしているんですけれども、その辺は業者とのきちんと話をすれ

ば、もっと対応がきくんではないかなというふうに思うんです。ここは、先ほど言ったよう

に、集落と違って、一冬に２回でなくて、やはり町道ですから、その辺もう少し小まめにや

って、業者とタイアップすればできるんではないかなと思うんです。これ、毎日とは言わな

いですけれども、その辺が十分可能だなと思いますので、ぜひその辺検討していただきたい

というふうに思います。 

  同じように、今、課長のほうから回答があったわけですけれども、宮下・若林線、これは

月岡なんですけれども、ここも非常に地形的にきついということで、これは十分承知してお

りますけれども、前も議会で一般質問でその件は取り上げたことがあります。そのときにも

同じようなことがあったわけですけれども、今は地域の方がやはり除雪をしていただいてい

ます。ただ、これは非常に距離もここも長いわけですよね。それまでは確か雪の上を道をつ

けて、かんじきで歩いていたというようなことでしたけれども、いろいろ話を聞いてみます

と、今やっている方も非常に年で大変なのよという話があります。 

  ですから、今、現状がこうだということじゃなくて、先を見据えて、もう本当に目の前だ

と思います。その人たちのために、じゃ何ができるのか。例えば宮下・若林線でしたら、上

のほうに町道もあるわけですけれども、距離は長いですけれども、その辺生かしきれないの

か、あるいは羽龍線は、厳密に言うと、あそこは突き当たりじゃなくて、一周できますけれ

ども、車で行けないと。途中、電気川があって、小さな橋しかないというようなこともあり

ます。ですから、その辺をもう少しかみ砕いて言えば、可能なのではないかなというふうに

思います。現状こうだ、今までこうだということじゃなくて、やはりいろんなことを考慮し

ながら、何か町でもいろいろ検討したりしてくれているというお話をよく聞きますけれども、
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ぜひその辺は熟慮して、本当に今後そういう人たちがどうなんだというふうに考えていただ

きたいと思います。 

  西川町全部見渡せば、もっともっと大変なところあるよというお話もよく聞きます。確か

にそのとおりだと思います。一つ一つやっぱり考えながら、きめ細かなやっぱり除雪体制を

やっていかないと、やはり人口減少に通じていくんではないかなというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それから、質問の４番目ですけれども、高齢者世帯等除雪支援事業の補助内容に、いろい

ろあってこの内容はわかっているんですけれども、独自で除雪している世帯があるわけです。

例えば、先ほど言ったように、高齢者世帯で、１軒で、公道から離れているようなところも

皆さんそれぞれやっております。非課税世帯というふうなこともあることは十分承知の上で

すけれども、燃料代の補助なんかもつけ加えてみてはどうかなというふうに思うわけですけ

れども、いかがでしょうか。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 質問の４番目でありますが、高齢者世帯等除雪支援事業の機械の燃料代の補助に

ついてでありますが、高齢者の除雪支援につきましては、所得税非課税世帯で、自力で除雪

ができない高齢者のみの世帯などを対象としまして、屋根の雪下ろしや玄関から公道までの

除排雪、自宅敷地内の除排雪に係る経費の助成を行っておりまして、まず議員ご指摘の機械

を利用している世帯への燃料代の補助については、玄関から公道までの除排雪の場合に機械

を利用した場合は、補助対象上限額に１時間当たり300円の加算を行っているところであり

ます。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 今の町長からの答弁のとおり、補助内容の中にはその項目が入って

おります。機械利用の場合は１時間当たり300円を加算しますというふうなことで、当然で

しょうけれども、これはあくまでも対象者に限るということになると思います。この対象者

を見ますと、先ほど言ったように、非課税世帯の方なんですけれども、まず65歳以上の高齢

者のみの世帯、それから重度障害者のみの世帯、その他町長が特に必要と認める者と、この

３項目あるわけです。 

  そこで１つお聞きしますけれども、２番目の重度障害者のみの世帯というのは西川町にい

らっしゃるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は奥山健康福祉課長。 
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○奥山健康福祉課長 重度障害者のみの世帯でこの事業に該当している世帯はございます。障

害の程度、身障手帳でありますと１級、２級、それから精神的な障害、知的な障害をお持ち

の方、手帳をお持ちであるという条件でございますが、１級、２級、それからＡ判定、Ｂ判

定、こういったのみの世帯に対しましても該当ということで、数世帯ございます。 

  以上であります。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） ほかの市町村の雪対策の状況を見ますと、ほとんどがこういうふう

な３つの項目なわけですよね。西川町は、やはりこういう豪雪地帯でもありますので、果た

して本当にこれでいいのかなと、もう少し考えなくちゃいけない部分ないのかなというふう

にも思います。 

  やはり西川町独自の本当に町民のためになるようなことができないのかなというふうにも

思います。やはりいろんな話を聞きますと、所得税非課税世帯、これはどこかで線を引かな

くちゃいけないから、これは十分理解しているつもりなんですけれども、これが、もちろん

一般というか、民生委員の方等も含めまして、誰もわからないことであって、ぎりぎりでこ

れに該当しないというような方も話をちょっと聞いてきましたけれども、やはり今こういう

ふうな線引きをしなくちゃいけないということになれば、やむを得ないのかもしれませんけ

れども、こういうことも含めまして、もう少し町の独自のやつができないかなというふうに

思います。ぜひいろいろご検討していただきたいなというふうに思います。 

  あるいは、先ほど言ったように、公道までの距離の問題とか、そこにお住まいになってい

る年代の方とかいうようなことを考慮していただければなというふうに思います。 

  そして、冒頭で申し上げましたけれども、雪に関してはこれで５回目の質問になるわけで

す。最初、間口除雪、優しい除雪から始まって、いろいろやってきました。融雪溝の問題と

か、あるいは消雪道路の話なんかもさせていただきました。 

  いろんな話の中で、やはり町がなぜこれをしなくちゃいけないのかというのは、先ほど申

しましたように、やっぱり今、町は5,000人を切らない施策をとにかく最重要だというふう

にやっているわけですね、定住人口。やはりいろんな人の話を聞いてみると、やっぱり雪の

負担が多いということで、本当に高齢者の方はもう数年後にはやっぱり出なくちゃいけない

という方が本当に結構いらっしゃいます。そういう人たちをいかにここに、町にとどめるの

かという施策が大事ではないかなというふうに思うわけです。 

  ですから、何回も申し上げますけれども、今までこうやったからということじゃなくて、



－141－ 

今、先を見据えた場合にどうしなくちゃいけないとか、今までの事業をやはり検証して、本

当にこれでいいのかと、こういうこともできないかというのが私は本当に新たな雪対策では

ないかなというふうに思います。そういう面で、町、今までやってきたことを検証ぜひして

いただいて、さらによくなるようにしていただきたい。この一冬をやはりみんなが安全・安

心で過ごせるようにしていきたいと思います。 

  最後に町長から、もう一度その辺の見解を含めましてお願いしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 今、議員からご指摘ありましたように、これまでのいろんな支援策につきまして

も改めて検証し直すということは、これは当然でありまして、特に、冒頭でも申し上げまし

たように、ある程度、西川町の雪対策等につきましては、ほかの市町村と同じの部分もあり

ますが、これまでいろんな皆さんのご要望、あとは生活実態も踏まえて、いろんなものをや

ってきております。 

  この雪対策、特に高齢者の雪対策については、今から十五、六年前ほどから充実してきて

いるわけでありまして、当初は、雪下ろしは、この西村山郡内に子どもさんがいる場合は、

その子どもさんにしていただきなさいよと、そういった方には補助金は出しませんよと非常

に厳しい補助制度などもつくりながら、さらには、最近では、特に大井沢をずっと回ってみ

ましたら、普通のロータリー式の除雪機では到底無理だというようなこともあって、できれ

ば大型のユンボ等ですか、ああいった機械でないとできないというようなこともあって、そ

ういったものへの補助の新設などもやってきておりますし、先ほどありましたように、自宅

までの除雪、これは特に、先ほど申しましたように、私の地元にも100メーターを超す道路

もあると申し上げましたが、大井沢にもあるわけです。そういった道路は私道で、集落道と、

その辺の集落道か私道かもあるわけでありますが、それは生活道でありますので、そういっ

たものを含めて、今後、実態を調査しながらと思っていますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） ぜひよろしくお願いします。本当に町民のことを考えてお願いした

いと思います。いろんな地域の事情、状況、あるいは道路も含めましてあるかと思いますけ

れども、その辺を一つ一つ検証しながら、本当によろしくお願いしたい。そうしないと、な

かなか5,000人を維持することもできないかと思います。 

  そういうことで、今後の町当局のほうのことを期待しながら終わりたいと思います。 
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○古澤議長 以上で、７番、佐藤耕二議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○古澤議長 これで本日の議事日程は全部終了しました。 

  これにて散会します。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時１７分 

 



 

令 和 元 年 １ ２ 月 ６ 日 
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令和元年第４回西川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第４号） 

                     令和元年１２月６日（金）午前９時３０分開議 

 

 日程第 １ 一般議案・補正予算案の審議・採決 

       議第４０号 損害賠償の額の決定について 

       議第４１号 山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締

結に関する協議について 

       議第４２号 西川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定

について 

       議第４３号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた

めの消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律

の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について 

       議第４４号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の設定について 

       議第４５号 西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

       議第４６号 西川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

       議第４７号 西川町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について 

       議第４８号 令和元年度西川町一般会計補正予算（第３号） 

       議第４９号 令和元年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

       議第５０号 令和元年度西川町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

       議第５１号 令和元年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

       議第５２号 令和元年度西川町病院事業会計補正予算（第１号） 

 日程第 ２ 請願の審査報告 

 日程第 ３ 議員派遣について 

 日程第 ４ 閉会中の継続調査申出 
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追加日程について 

 日程第 ５ 発議第２号 次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書 
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出席議員（９名） 
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     ３番  佐 藤 光 康 議員     ４番  菅 野 邦比克 議員 

     ５番  大 泉 奈 美 議員     ７番  佐 藤 耕 二 議員 

     ８番  佐 藤 幸 吉 議員     ９番  伊 藤 哲 治 議員 

    １０番  古 澤 俊 一 議員 

欠席議員（１名） 

     ６番  大 江  康 議員 

──────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者 

町 長 小 川 一 博 君 副 町 長 髙 橋 勇 吉 君 
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政策推進課長 土 田   伸 君 町民税務課長 飯 野   勇 君 

健康福祉課長 奥 山 純 二 君 
産業振興課長 

兼 
農委事務局長 

工 藤 信 彦 君 

商工観光課長 志 田 龍太郎 君 建設水道課長 土 田 浩 行 君 

会計管理者 
兼 

出 納 室 長 
片 倉 正 幸 君 病院事務長 松 田 憲 州 君 

学校教育課長 安 達 晴 美 君 生涯学習課長 荒 木 真 也 君 

監 査 委 員 髙 橋   將 君   

──────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

議会事務局長 白 田 真 也 君 議 事 係 長 佐 藤 尚 史 君 

書 記 飯 野 奈 緒 君   
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○古澤議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

  なお、６番、大江康議員から、会議規則第２条の規定により、欠席届が提出され、本日

の会議は欠席となります。 

  本日の会議は、議事日程第４号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎一般議案・補正予算案の審議・採決 

○古澤議長 日程第１、これより一般議案・補正予算案の審議・採決を行います。 

  議第40号 損害賠償の額の決定についてを議題とします。 

  議事係長に議案を朗読させます。 

〔議事係長 朗読〕 

○古澤議長 担当課長の補足説明を求めます。 

  佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤俊彦君 登壇〕 

○佐藤総務課長 おはようございます。 

  議第40号 損害賠償の額の決定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案書をごらんいただきたいと存じます。 

  本議案につきましては、国民健康保険で保険給付を行った分について、第三者行為として

損害賠償請求されたものの損害賠償の額を決定するため、地方自治法第96条第１項第13号の

規定により提案いたすものであります。 

  内容につきまして申し上げます。 

  事故発生日時につきましては、平成29年４月27日午前10時から11時ごろであります。 

  事故発生場所につきましては、西川町の中心部にある国道112号線から、黒森山に向かっ

て延びる町道黒森・海の宿線を、相手方の住所地から黒森山に向かって約580メートル進ん

だ地点であります。 
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  相手方につきましては、西川町大字海味在住の女性の方であります。 

  原因・状況等につきましては、平成30年（ワ）第19号損害賠償請求事件（町道黒森・海の

宿線において発生した道路管理瑕疵に係る人身事故）に係る医療費の一部を西川町国民健康

保険で保険給付を行った分について、国民健康保険法第64条第１項の規定により、第三者行

為として損害賠償請求されたものであります。 

  事故の種類は人身。町の過失割合は100分の100。損害賠償の額につきましては38万8,562

円。これにつきましては、全額保険金で補塡するものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

  以上であります。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結し、討論を省略し採決します。 

  議第40号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第41号 山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する協

議についてを議題とします。 

  議事係長に議案を朗読させます。 

〔議事係長 朗読〕 

○古澤議長 担当課長の補足説明を求めます。 

  土田政策推進課長。 

〔政策推進課長 土田 伸君 登壇〕 

○土田政策推進課長 議第41号 山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約

の締結に関する協議について、補足説明を申し上げます。 

  本議案につきましては、国が定める連携中枢都市圏構想推進要綱に基づき、山形連携中枢

都市圏を形成するため、その圏域の中心と近隣の市町村が一対一で、地方自治法に基づく連

携協約を締結する必要があることから、その連携協約の締結に関する協議につきまして、地

方自治法第252条の２第３項の規定により議決を求めるものであります。 



－148－ 

  次に、連携協約の主な内容についてご説明申し上げます。 

  連携協約では、連携中枢都市圏形成の目的や、連携する取り組み、役割分担などについて

定めることとなります。 

  別紙の山形市及び西川町における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約をお願いいたしま

す。 

  第１条には、圏域を形成する目的、第２条には、連携に当たっての基本方針、第３条には、

詳しくは別表となりますが、連携する取り組み及びその内容並びに役割分担、第４条には、

費用分担、第５条には、定期的な協議、第６条には、疑義の解決について定めております。 

  別表をお願いいたします。 

  別表には、第３条で定めております、連携する取り組みや役割分担などについて記載して

おります。連携中枢都市圏を形成するために、国の要綱で連携が必須とされている経済成長

の牽引、高次都市機能の集積強化、生活関連機能サービスの向上の３つの分野について、連

携する施策と、施策ごとにその取り組み内容、山形市の役割と西川町の役割を定めておりま

す。 

  連携協約の内容につきましては、このたび山形市を中心都市とします、村山地域の６市６

町による連携中枢都市圏であります。山形市及び本町以外の寒河江市、上山市、村山市、天

童市、東根市、山辺町、中山町、河北町、朝日町、大江町につきましても、市町村の名称以

外は同様の内容となっております。 

  令和２年度から予定しております、連携事業及び連携状況につきましては、これまでの説

明会及び議会全員協議会で、別途配付させていただきました資料でご説明いたしましたとお

りであります。また、具体的な連携事業につきましては、連携協約に基づく協議を踏まえ、

令和２年２月末をめどに策定を予定しております、連携圏域の将来像を示す連携中枢都市圏

ビジョンに記載する予定であります。 

  なお、連携中枢都市圏ビジョンの策定に当たりましては、連携協約の運用に基づく取り組

みの効果などもご説明を申し上げ、ご意見をいただき、策定をさせていただく予定でありま

す。 

  以上でありますので、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 若干確認をさせていただきたいというふうに思いますけれども、中
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核都市である山形市を中心に、村山地域６市６町が連携し、行政サービス、住民サービスの

向上を図るため、協議に入るための議案でありますけれども、３点、ちょっと確認をさせて

いただきたいというふうに思います。 

  １点目ですけれども、この連携中枢都市圏推進要綱、この第１条で、合併を推進するもの

ではないというふうに明記されております。これについて間違いないかどうか、お伺いしま

す。 

  第２点であります。今後、協議に入っていくわけでありますけれども、協議の内容につい

て、町民や議会に報告、説明をされるのか。今後されるのか。これを第２点でお伺いしたい

と思います。 

  第３点目については、連携協議の内容が、町民、町の利益を害するというような内容であ

った場合については、この協議から撤退できるのかどうか。 

  この３点についてお伺いしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は土田政策推進課長。 

○土田政策推進課長 ただいまご質問いただきました３点につきましてお答え申し上げます。 

  第１点目の連携中枢都市圏構想の推進要綱の第１条につきましてでございますが、第１条

では、議員おっしゃるとおり、市町村の合併を推進するためのものではないというふうに明

記されておりまして、むしろ合併によらず、市町村の地方自治の役割分担、自主性、自立性

について担保されているというふうに解釈しています。また、圏域の実情に応じた住民サー

ビスの維持、充実を図るため、柔軟な連携ができる仕組みというふうに捉えているところで

ございます。 

  ２点目の、住民の方、それに議会に対する説明でございますが、周知でございますが、こ

ちらのほうも要綱のほうに規定がございますので、それに従いまして、先ほども説明させて

いただきましたとおり、対応を進めたいというふうに考えております。 

  ３点目の協約の破棄についてでございますが、要綱上も強制するものではないというふう

なことで規定されておりますので、内容に応じては、破棄も場合によってはあり得ますし、

対応も可能だというふうなこととなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 町長のほうに確認をさせていただきたいというふうに思います。 

  今、課長のほうから説明がございましたけれども、まずこれから協議に入っていろいろ項

目が決まっていくわけですけれども、この内容については、町民、議会に報告をしていただ
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くとともに、その内容が町民、町の利益を害する場合は、協議会から撤退するということも

含んでいるということでございますんで、それでよろしいのか、町長に確認をしたいと思い

ます。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 先ほど、議員のほうから３点についてご質問があったわけでありますが、担当の

課長からもご説明申し上げましたように、それぞれ協議の内容等につきましては、議会さら

に町民の皆さん、そして撤退、撤退と申しますか破棄と申しますか、疑義ある内容につきま

しては、さらに甲乙協議するということでありますんで、そのとおりでありますんでよろし

くお願いします。 

○古澤議長 ほかございませんか。 

  ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 今回の協約は、山形市と西川町の協約になるわけですけれども、今

後この協議を進める上で、さらに６市６町の協約、全体的な協約が必要になった場合にはと

いうことも考えられるわけですけれども、その辺は、今現時点の可能性はどうかということ

が１点です。 

  それから、初日の町長の行政報告にもありましたけれども、全国町村長大会が行われたわ

けですね。そのときの行政報告に町長からの話はなかったんですけれども、この町村長会議

では特別決議がされております。特別決議では、これは圏域を、複数の市町村による圏域を

新たな行政主体として法制化する構想に断固反対すると、特別決議を採択したというふうに

あります。 

  圏域というのは果たしてどうかということで、圏域構想を調べてみますと、やはりこの中

核都市も入るんではないかなというふうに私は思っております。この辺の特別決議が採択さ

れたということで、これはなぜなのかというと、やはり周辺部の市町村を衰退に追い込むと

いう危険性をはらんでいるんだというようなことがあります。 

  そういうことが特別決議されたわけですけれども、その辺も含めまして、この圏域構想に

関して、町長の考えをお聞きしたいと思います。 

  以上２点お願いします。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 圏域構想というのは、私の理解する段階では、まずある程度強制するような、そ

ういった圏域の設定ではなく、自由な、それぞれの市町村のいろんな力関係もあろうと思い
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ますが、そういった自由な中での圏域が必要だというようなことでの今回のあれですので、

合併を目指すような、そういった圏域ではないというようなことを想定しながらというよう

な理解でおるところでありますので、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 先ほどの質問にもう１点ありますので、お答え願いたいと思います。 

○古澤議長 追加答弁は土田政策推進課長。 

○土田政策推進課長 第１点目の、協約の締結の形式でございますが、圏域としては６市６町

ございますけれども、この連携協約につきましては、中核市とします山形市と各市町村の一

対一の契約というふうなことになっております。 

  なお、６市６町間のそれぞれの連携につきましては、連携協約の協議の中で、連携すべき

ものについては一緒になって協議をしておりますので、連携も含めた内容というふうなこと

になるというふうに思っております。また、個別の連携内容ということも、それぞれ一対一

の契約ですので、柔軟な内容にすることができるというふうに捉えているところであります

ので、よろしくお願いいたします。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） まず、先ほどの協約に関しましては、山形市と西川町というのは、

これは当然わかるわけですから、そういうことじゃなくて、これが協議が進む上で、さらに

それが発展して６市６町の協約、全体的な協約、これが出てくる可能性はないのかというふ

うに、私、質問したつもりですので、もう一度お願いしたいということと。 

  それから、町村大会で特別決議がされたときに、町長はそういうことではないと言うんで

すけれども、例えば、全国町村長会議でそういう話が出なかったのかどうか、町長はそのと

きにどういうふうな対応をとられたのか、お聞きしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 先ほど申し上げていますように、私の理解としては先ほど申し上げたとおりであ

りまして、全国の町村大会の特別決議でありますが、これは当日配付なるわけでありまして、

内容的には、今後さらに近隣の町村会の中でも準備しながらというふうに思っていますんで、

よろしくお願いします。 

○古澤議長 追加答弁、土田政策推進課長。 

○土田政策推進課長 ６市６町による全体での連携協約の締結の可能性ついてでございますが、

まずは基本となっております一対一の枠組みの中で連携を進めた上で、場合によってはそう
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いったことも考えられるかもしれませんが、まずは一対一の契約、連携協約の締結で対応を

進めていくというふうなことでございますので、よろしくお願いいたします。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員、３回目。 

○７番（佐藤耕二議員） ちょっと議長、２回目は違うんじゃないですか。２回目、質問に対

して答えてくれという話をしたんで。 

○古澤議長 はい許します。じゃあ３回。 

  佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 今の町長のお答えなんですけれども、特別決議がされていると、町

村大会で。それに対して、町長の今の答弁があったわけですけれども、それが何かどうも理

解しにくい部分ではないかなというふうには思います。 

  特別決議をされて、これに関しましては、町村の存立基盤を揺るがしかねない重大なこと

だというような特別決議をされているわけですね。ところが先ほどのお話じゃないですけれ

ども、合併もあり得るんではないかと、ということはその基盤になる可能性もあるんではな

いかというようなことを、非常に憂慮されている特別決議になっているわけです。 

  その辺を、やはり町長がどういうふうに捉えたのか、今のお答えではまだちょっと言葉不

足のような気がしますので、もう一度町長からお願いしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は小川町長。 

○小川町長 今回の件に関しましては、中核都市圏域法制の関係というよりは、むしろこれま

で町村会で反対決議をしてまいりました道州制が基本となるというふうに思っていますんで、

そのような観点からの私の理解でありますんで、よろしくお願いします。 

○古澤議長 ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結し、討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

  ３番、佐藤光康議員。 

〔３番 佐藤光康議員 登壇〕 

○３番（佐藤光康議員） 山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約締結協

議についての反対討論を行います。 

  この提案は、山形市と連携協約を結ぶだけであって、まず話し合ってみなければわからな

いという意見があります。しかしここで大事なことは、この広域連携が地方への財政支出を
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削減するために、行政サービスをできるだけ縮小させようとする政府の一貫した政策から出

ているということです。 

  平成の大合併で中心市に吸収された地域では、住民の声が行政に届きにくくなり、ますま

す寂れ、活力を失うといった事態が起きました。同じように広域連携ができれば、西川町の

住民の声が行政サービスを提供する山形市に届きにくくなり、結局は、山形市から最も遠い

西川町のような農山村地域が切り捨てられることになるのではないでしょうか。 

  この広域連携について、地方制度調査会副会長の経験もある片山善博氏は、山形新聞紙上

で次のように指摘しています。「今度の圏域は合併ではないが、合併の一里塚と国は位置づ

けているはずだ。本音では、さらなる合併を言いたいが、今それがうまくいくとは思えない。

そこで便法として持ち出したのが圏域構想だとにらんでいる。一たび圏域に組み込まれると、

もはや後戻りできなくなると覚悟しておくのがよい。地域百年の計は、国からこづかれたり、

誘導されたりして決めるのではなく、住民自身が真剣に考えることから始めなければ展望が

開けない」。 

  この片山氏の指摘を十分に熟慮され、判断していただきますようお願いし、発言を終わり

ます。 

○古澤議長 原案に賛成者の発言を許します。 

  １番、荒木俊夫議員。 

〔１番 荒木俊夫議員 登壇〕 

○１番（荒木俊夫議員） 議第41号 山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携

協約の締結に関する協議について、賛成の立場で討論をいたします。 

  この連携中枢都市圏制度は、人口減少、少子高齢化社会にあっても、地域において相当の

規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、一定の圏域人口を有し、活

力ある社会経済を維持するための圏域を形成することを目的としております。 

  この制度による連携協約については、地方自治法第252条の２第１項に基づく協約であり、

国や法制審議会において十分議論されており、総務省が制定した連携中枢都市圏構想推進要

綱の第１条において、市町村合併を推進するためのものではないと明記されており、むしろ、

合併によらず市町村の地方自治の役割分担、自主性、自立性については担保されており、自

治体の責務を形骸化するものではなく、圏域の実情に応じた住民サービスの維持・充実を図

るための、柔軟な連携ができる仕組みであります。 

  中核都市である山形市が圏域の経済を牽引し、圏域の市町村への波及効果を通じ、圏域内
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の経済循環が高まり、圏域全体の活性化や魅力の向上につながるとともに、人口流出を抑制

するということも期待されているところであります。 

  このたびの山形市を中心とする村山地域の６市６町による連携中枢都市圏は、政策面での

役割分担についても、町の独自性を担保しつつ自由に盛り込むことや、別組織をつくらなく

とも、より簡素で効率的な連携の仕組みとすることとしていることが可能であります。一対

一で連携協約を締結することから、自治体ごとに異なる事業や内容で、自治体の状況を踏ま

え、柔軟な連携が可能になるなどの特徴があります。 

  本町においても、既に通学や通勤はもとより、通院や買い物などの日常的な生活圏であり、

観光振興や道路関係期成同盟会などの事業において連携をしてきたこの圏域において、それ

ぞれの自治体が持つ独自性や強みを生かし、弱みを補い、あくまで本町の行政機能を補完し

て、行政サービスの質・量など、相乗的に高めるとともに、事業などに係る経費についても、

特別交付税による財源確保ができると考えられます。 

  連携協約は、今後の西川町にとって有効な取り組みになると理解いたしますが、連携協約

を締結し、今後、具体的な連携事業や内容などについて、連携ビジョンとして策定される予

定でありますが、脱退、いわゆる連携協約の破棄も可能であることから、場合によっては脱

会の可能性も含め、このビジョンの策定の過程でも、連携協約の運用に基づく取り組みの効

果などを明確にするとともに、議会への報告を行うことを求め、議第41号 山形市との間に

おける連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する協議についての賛成討論といた

します。よろしくお願いします。 

○古澤議長 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 これで討論を終わります。 

  本案に対し採決します。 

  議第41号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 起立多数です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第42号 西川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定についてを議

題とします。 

  議事係長に議案を朗読させます。 
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〔議事係長 朗読〕 

○古澤議長 担当課長の補足説明を求めます。 

  佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤俊彦君 登壇〕 

○佐藤総務課長 議第42号 西川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定

につきまして、補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案書をごらんいただきたいと存じます。 

  本条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、西川町会計

年度任用職員に関し、給与及び費用弁償など、必要な事項を定めるため設定するものであり

ます。 

  条ごとにご説明を申し上げます。 

  第１条では、目的として、冒頭申し上げました内容を規定いたしております。 

  第２条から第５条までは、給与について規定いたしており、第２条では、地方公務員法第

22条の２第１項第１号に掲げる職員、いわゆる１週間当たりの通常の勤務時間が、常勤職員

の１週間当たりの通常の勤務時間、38時間45分になりますが、これに比し、短い時間である

職員、パートタイムの会計年度任用職員でありますが、その職員には、報酬及び期末手当を

支給することについて規定いたしております。 

  さらに、同条第２項では、報酬に含まれる時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当

及び宿日直手当などについて規定いたしております。 

  第３条では、地方公務員法第22条の２第１項第２号に掲げる職員、いわゆる１週間当たり

の通常の勤務時間が、常勤職員の１週間当たりの通常の勤務時間と同一の職員で、同一の時

間である職員、フルタイムの会計年度任用職員でありますが、その職員には、給料、通勤手

当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当などを支給す

ることについて規定いたしております。 

  第４条では、会計年度任用職員の給与については、予算の範囲内で支給することとし、支

給方法などに関し必要な事項は、任命権者が別に定めることについて規定いたしております。 

  第５条では、会計年度任用職員には、ほかの条例に定めがない限り、第２条及び第３条に

規定する給与以外は支給しないことについて規定いたしております。 

  第６条及び第７条では、費用弁償として、パートタイムの会計年度任用職員には、額や支

給方法などについて、任命権者が別に定めながら、通勤に係る費用弁償及び職務のための旅
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行に係る費用を弁償することについて規定いたしております。 

  第８条では、単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与として、本条例に定める給

与の種類及び基準によることについて規定いたしております。 

  第９条では、委任として、本条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定めることにつ

いて規定いたしております。 

  附則をごらんください。 

  附則の第１項、本条例の施行期日は、令和２年４月１日とするものであります。 

  第２項から第８項まででは、本条例の施行、いわゆる会計年度任用職員制度の導入に伴い、

関係する条例の規定の整備を図ることについて規定いたしております。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

  以上であります。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 一般質問の中でも質問をしておりますので、この条例の内容につい

てのみ質問を申し上げたいというふうに思います。 

  実は、第２条と第３条の関係でありますが、第２条について、今説明されましたように、

パートタイムに係る報酬並びに期末手当の条項でありますが、実は、第２条の１項並びに２

項という項目があるわけでありますが、その２項の中に、１項の報酬の中に初任給あるいは

特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額

を含むというふうな表現があります。したがって、報酬の中に含まれるわけでありますので、

これらの２項について、あえてここに掲げておりますが、この項目があることによって、こ

の手当は支給されないものと、報酬の中に含まれるものというふうに文言として理解できる

のですが、その点どうなのか。 

  それから、第３条では、その２条の２項に当たる部分が見当たらないわけでありますけれ

ども、むしろこれらについて支給するというようなことが書いてありますので、２条と３条

の関係について、いわゆるパートタイムとフルタイムの差、ここで表現しているその解釈の

差というものはどういうふうに理解すればいいのか。改めてこの文言のあり方について、果

たしてこれが妥当なのかどうかということについて質問申し上げたいというふうに思います。 

  それから、第５条には、２条及び３条に定める給与以外のものは支給しないと、こういう
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ふうにあるわけでありますが、前回の一般質問の中で、かなり長い年月にわたって勤務され

ている臨時職員の方もおるわけでありますけれども、それらについて、やはり退職金的なも

のがあってしかるべきなのではないかというふうに思いますが、その点についてどうなのか。 

  それから、長年勤めておるわけでありますので、社会保険の適用についてはどうなってい

るのか。 

  この件についてお尋ねをしたいと思います。大きく２つというふうに理解しますが、質問

申し上げます。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいま佐藤幸吉議員からいただきましたご質問、まず第１点目でございま

すけれども、本日ご審議をいただいております条例案の第２条、第３条の関係についてであ

ります。 

  前段、いわゆる常勤の職員がおるわけでございますけれども、常勤の職員に対しまして、

一般的に私ども、このような常勤の職員に対しまして支払っておりますのは、１つには給料

というものがございます。２つ目には、議員からもございましたように、この条例の第３条

でうたっております時間外勤務手当等の諸手当というものがございます。一般的にそれらを

称して、給料・諸手当等を称して給与という呼び方で行っているというのが、今現在の常勤

職員でございます。 

  また、特別職の職員の方々にあっては、報酬というような形でお支払いしておるというの

が、今現在の制度ということになってございます。 

  そこで、第２条の関係でございますけれども、第１項と第２項の関係で、第２項のほうに

記載いたしております、第２項でうたっております諸手当、時間外勤務手当とか休日勤務手

当、こういったものも報酬の中には、もう報酬というような形で支給されるんではないかと

いうことでございますけれども、当然支給するに際しましては、いわゆる１時間当たりの単

価に、１日当たりの勤務時間、さらには１カ月当たりの勤務日数、これを乗じて得た額につ

いてはこの分ですと。あわせまして、この日、時間外勤務された分についての時間外勤務の

手当はこの分ですというようなことで、支給に際しましては、該当職員のほうに明細がわか

るような形で支給いたすということで予定はしてございます。 

  ただ、呼び方といたしましては、こういった手当も含めまして報酬という形で呼んでいこ

うというのが、この会計年度の任用職員の制度でございますので、よろしくご理解を賜りた

いと思います。 
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  第３条につきましては、冒頭申し上げました、現在の常勤職員との関係と同じような形に

なりますけれども、給料そして諸手当というような形で、これまたパートタイムの場合と同

じように、それぞれ個別的に金額を明記した上で、お支払いするということになるわけでご

ざいます。 

  そういった形で、質問の第２条の関係につきましては、呼び方の関係ということでご理解

をいただければ幸いでございます。 

  あと、退職金の関係のご質問もいただきました。 

  長期間にわたる勤務もあり得るだろうから、退職金の支給はいかにということでございま

すけれども、この会計年度任用職員では、パートタイムの職員にあっては退職手当の支給は

ないということで、全国的に定められた法律でございますので、その法に従って、パートタ

イムの職員の場合の退職金はないということで本町でも行っていく予定でございます。 

  あわせまして、社会保険の加入のご質問もございました。 

  社会保険につきましては、健康保険、厚生年金、あるいは雇用保険等多岐にわたるわけで

ございますけれども、それぞれの制度で定められました適用の条件、これをクリアすれば、

当然のことながら私どもといたしましては、強制加入でございますので、加入という形に、

これまでも行ってまいりましたし、今後とも行ってまいるという考えでおるところでありま

す。適用条件に合致すればというようなことでございますけれども、当然、パートタイムの

任用職員にあっても、それぞれの勤務時間、あるいは１週間、１カ月の勤務日数の関係とい

うものが、それぞれ異なる職員も出てまいりますので、そういった形で合致しないという場

合もありますので、合致する場合にあっては、当然のことながら加入いたすということで、

これまで同様考えておるところでございます。 

  以上のような形で、ご質問に答弁させていただきますので、よろしくご理解賜りますよう

お願いいたします。 

  以上です。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 退職金並びに社会保険等については、今の説明でわかりました。 

  ２条、３条の関係でありますが、２条に第２項を設けてあえて説明をしている。３条でも

そういう説明を、同じような説明というものが可能ではないかというふうに思いますが、そ

の辺、あえてこのような書き方をしているのはなぜなのかお尋ねしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 
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○佐藤総務課長 ただいま、第３条のうたい方についてのご質問ということでありますけれど

も、第３条では、先ほども申し上げた点とダブるところもございますけれども、フルタイム

の会計年度任用職員には、一つには給料、そして諸手当としてこういったものを支給すると

いうことで、手当ということで、これまた明記になった上で支給になりますので、第３条で

はあえて第２項を設けず、第３条第１項の中で、給料そして諸手当として、こういった手当

があるということで、この初任給の調整手当から始まりまして期末手当まで、こういった手

当を支給するということで、明確に定めておりますので、あえて第２項は設けていないとい

うことであります。 

  第２条は、第２条第１項でもありますように、報酬及び期末手当ということでありますが、

先ほども申し上げましたように、報酬の中にはこういった手当も含んで報酬と称するという

ようなことになりますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。 

  以上であります。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） そうしますと確認ですが、例えば、第２条のパート対応の場合、時

間外をしたということで、例えば10時間、１カ月にしたという場合は、時間外手当という名

目で支給されるのではなく、報酬の中に一括支給されると、こういう理解でよろしいわけで

すか。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 具体的な支給の方法についてのご質問でありますけれども、私どもといたし

ましては、明らかにご本人が、これは先ほども申し上げましたように、１時間当たりの単価

に勤務時間、そして１カ月の勤務日数を掛けた分であるということとあわせまして、これが、

今、議員からご指摘ありましたような例えでいきますれば、何月何日10時間時間外勤務をし

た時間外勤務手当であるというふうなことで、明らかに明記した上で、お支払いしなければ

いけないと。そうすることによって、本人と雇用主たる私ども町のほうの信頼関係は築いて

いけるのかなと思いますので、いわゆる時間単価に掛けた分と、あと勤務時間外等、諸手当

に係る分については、明細の中で明確にして支給していくべきというふうに考えております

ので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。 

  以上です。 

○古澤議長 ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○古澤議長 本案に対する質疑を終結、討論を省略し採決します。 

  議第42号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第43号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する

条例の設定についてを議題とします。 

  議事係長に議案を朗読させます。 

〔議事係長 朗読〕 

○古澤議長 担当課長の補足説明を求めます。 

  佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤俊彦君 登壇〕 

○佐藤総務課長 議第43号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた

めの消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の

整備に関する条例の設定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案書をごらんいただきたいと存じます。 

  本条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、本年10月から消費税が

10％へ引き上げられたことから、関係条例の規定の整備を行うため、さらには、西川町仁田

山放牧場の使用料の改定を行うため提案するものであります。 

  初めに、消費税率10％への引き上げに伴い、条例の規定において「100分の108」と規定さ

れている条項の改正、並びに別表において規定されている金額等の改正の条例につきまして

申し上げます。 

  使用料等に乗じる率を「100分の108」から「100分の110」に改正する条例につきましては、

第１条の、建設工事用機械使用料条例、第２条の、西川交流センターあいべが愛称の開発セ

ンター条例、第３条の、町民グラウンド、町民体育館と分館及び町民スキー場を規定いたし

ております社会体育施設条例、第４条の、大井沢支所を設置いたしております大井沢防雪活

動センター条例、第５条の、町立学校屋内運動場使用条例、第６条の、道路占用料徴収条例、

第７条の、町民緑地睦合公園及び西川河川公園を規定いたしております都市公園条例、第10
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条の、準用河川流水占用料等徴収条例であります。 

  別表を改正する条例につきましては、第９条の法定外公共物管理条例、第10条の準用河川

流水占用料等徴収条例であります。 

  次に、西川町仁田山放牧場の使用料の改正につきまして申し上げます。 

  新旧対照表の15ページをごらんください。 

  現行、種別及び生後月数ごとに規定いたしております使用料につきまして、町外・町内に

限らず、一律350円に改正するものであります。 

  附則をごらんください。 

  附則の第１項、本条例の施行期日は、令和２年４月１日といたすものであります。 

  第２項では、令和２年４月１日以前に行った施設の使用等に係る使用料等を、４月１日以

後に納付する場合は、従前のとおり「100分の108」とすることについて規定いたしておりま

す。 

  第３項では、放牧場の管理用機械の使用を廃止することから、西川町放牧場管理用機械使

用料徴収条例を廃止することについて規定いたしております。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

  以上であります。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  ９番、伊藤哲治議員。 

○９番（伊藤哲治議員） １点だけ質問をいたします。 

  新旧対照表の15ページに、仁田山放牧場の条例第６条がありますけれども、今までは町外

の使用者に対しては、町内の使用者よりも加算をしてやっていたわけですけれども、この新

条例によりますと、一律350円にして、町外も町内も一緒にしますということですけれども、

この辺の考え方はどうしてこういうふうになったのか、お尋ねをいたします。 

  それと、福寿館に関しては町内という見方をとっているのかどうか。その２点を質問いた

します。 

○古澤議長 答弁は工藤産業振興課長。 

○工藤産業振興課長兼農委事務局長 このたびの仁田山牧場の条例改正の中で、考え方につい

て申し上げます。 

  ただいまのご質問の中で、これまで町内・町外というようなことで設定をし、町外につい
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てはそれについて加算をしていたというような状況でございました。ただここに来まして本

町の純粋な農家といいますか畜産農家が、このたび全て廃業というようなことになったわけ

でございます。 

  来年度以降につきましては、町内の福寿館が放牧をする予定というようなことでございま

して、全て純粋な町内というのはこれまで200円という格安にしていたわけでございますが、

このたびの消費税改正、さらには今後の仁田山放牧場運営に係りましては、使用料の全体の

費用に係るものに約半分は使用料でもっていただくような形で実施、運営をしてまいりたい

というふうなことから、町内・町外関係なく、一律350円というようなことでさせていただ

いて、全体的な運営を図ってまいりたいという方針でございまして、その中から、町内・町

外限らず一律で対応させていただくというようなことでございますので、よろしくお願いし

ます。 

  なお、本牧場の使用料を検討するに当たりまして、村山管内の放牧場の関係も調査させて

いただいておりますが、町内・町外関係なく設定をしているところが多くありますので、そ

のような中でも含めて提案でございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○古澤議長 ９番、伊藤哲治議員。 

○９番（伊藤哲治議員） そういう意味合いで一律にしたという話ですけれども、受益者負担

は350円というふうになるわけですけれども、町の持ち出しもかなりあるわけでございまし

て、他の市町村に対して、その辺に関してある程度の助成をするとか、していただくという

ような考え方というのは盛り込まれなかったのかどうか、お尋ねをします。 

○古澤議長 答弁は工藤産業振興課長。 

○工藤産業振興課長兼農委事務局長 まずはこのたび使用料におきまして350円にさせていた

だいて、全体の費用の約半分を使用料で見させていただくというようなことで、まずはそれ

で提案させていただいたところでございます。 

  さらにその半分の一般財源の部分でございます。これにつきましては、ただいま県、まず

関連する放牧場の皆さんとともに、それら各市町が出しております財源につきまして、さら

に検討を踏まえて、今、協議会、検討会を立ち上げさせていただいているところでございま

す。それらも踏まえて、県を入れながら、全体的な畜産振興における、この放牧場のあり方

というようなことを検討いただくことも含めて、今、協議会を立ち上げているところでござ

います。 
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  さらには、来年度につきましては、関係する、放牧する市町村の皆さんに、またさらに集

まっていただいて、今後の放牧場に対する各市町の支援のあり方につきましても、さらに別

の検討会を立ち上げさせていただいて、それらの町の負担をできるだけ軽減できるような、

今後も継続できるような体制で持っていきたいというふうなことで考えているとこでござい

ます。 

  その件につきましても、各市町からの同意を得ながら、検討会を立ち上げることについて

も同意を得ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

  福寿館におきましては、町内の放牧、町内の牛というようなことで放牧させていただきま

すが、先ほど、単価につきましても同じく、町内・町外同じくなりますので、350円という

ことになりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○古澤議長 ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結、討論を省略し採決します。 

  議第43号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第44号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定についてを議題とします。 

  議事係長に議案を朗読させます。 

〔議事係長 朗読〕 

○古澤議長 担当課長の補足説明を求めます。 

  佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤俊彦君 登壇〕 

○佐藤総務課長 議第44号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定につきまして、

補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案書をごらんいただきたいと存じます。 
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  初めに、成年後見制度につきまして申し上げます。 

  成年後見制度は、日本における意思決定支援法制をいうとされております。つまり、支援

人たる人の意思能力が低い状態がある程度の期間続いている場合に、本人の判断をほかの者

が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度であります。 

  平成11年の民法改正で、従来の禁治産制度にかわって制定され、翌12年４月１日に施行さ

れています。 

  平成28年には、成年後見制度の利用の促進について基本理念を定め、国の責務等を明らか

にし、及び基本方針、その他の基本となる事項を定めることなどにより、成年後見制度の利

用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした、成年後見制度の利

用の促進に関する法律が施行されております。 

  本条例は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及

び被保佐人、これらを成年被後見人等と称しておりますが、成年被後見人等の人権が尊重さ

れ、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠

格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずることを目的と

した、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律が令和元年６月14日に公布されたことに伴い、関係条例の規定の整備を図るため、

設定するものであります。 

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律では、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定と、いわゆる欠格

条項を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、制度ご

とに必要な能力の有無を判断する規定、いわゆる個別審査規定へと適正化するとともに、所

要の手続規定が整備されております。 

  地方公務員法等では、原則として現行の欠格条項が削除されております。この地方公務員

法の改正に伴い、条例の第１条では、職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例、

第２条では、一般職の職員等の旅費に関する条例、第３条では、一般職の職員の給与に関す

る条例、第４条では、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、第５条では、技能労務

職員の給与の種類及び基準に関する条例、それぞれの条例の規定の整備を行うものでありま

す。 

  また、児童福祉法の改正において、成年被後見人または被保佐人の条文が削除されたこと

に伴い、第６条では、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定の
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整備を行うものであります。 

  附則をごらんください。 

  本条例の施行期日は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係

法律の整備に関する法律において、地方公共団体の条例の整備の施行期日については、原則

として法律公布の日、つまり令和元年６月14日から６カ月を経過した日とされておりますの

で、令和元年12月14日とするものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

  以上であります。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結、討論を省略し採決します。 

  議第44号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第45号 西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。 

  議事係長に議案を朗読させます。 

〔議事係長 朗読〕 

○古澤議長 担当課長の補足説明を求めます。 

  佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤俊彦君 登壇〕 

○佐藤総務課長 議第45号 西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案書をごらんいただきたいと存じます。 

  本条例は、地方公務員の特別職の任用の適正を確保することなどを目的とした、地方公務

員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、特別職について改正前の例示列挙

から限定列挙に改められ、当該限定された職以外の職については、当該任用根拠により任用

できないこととされたことから、規定の整備を行うため、さらには山形県内もしくは近隣の
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町村の同職に比し低額となっている識見監査委員及び鳥獣被害対策実施隊員の報酬の額の改

定を行うため、提案、制定するものであります。 

  初めに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う、特別職の改正

につきまして申し上げます。 

  １つには、現行の特別職から削除する職につきましては、地籍調査推進委員会委員、博物

館学芸員、公民館の館長、主事及び書記、郷土史調査員、行政の区長及び町内会長、農事実

行組合長、衛生組合長、障害者相談員、町立図書館長、大井沢自然博物館長、農業相談員、

教育相談員、そして徴税相談員の職であります。 

  この職の中で、博物館学芸員、郷土史調査員、町立図書館長、大井沢自然博物館長及び徴

税相談員の職につきましては、一般職へ移行するものであります。また、地籍調査推進委員

会委員、衛生組合長、農業相談員及び教育相談員につきましては、初期の設置目的が達成し

たことなどを考慮し、職そのものを廃止するものであります。 

  ２つ目には、特別職の適用条項を改正する職につきましては、農業委員会の農地利用最適

化推進委員、小学校及び中学校の内科医、歯科医、耳鼻科医、眼科医及び薬剤師、そして選

挙長及び開票管理者、投票所の投票管理者、投票所の投票管理人、立会人、期日前投票所の

投票管理者、期日前投票所の投票立会人、選挙立会人及び開票立会人であります。 

  次に、識見監査委員及び鳥獣被害対策実施隊員の報酬の額の改定につきまして申し上げま

す。 

  １つには、識見監査委員につきましては、現行の年額30万円から年額40万円に改定するも

のであります。２つには、鳥獣被害対策実施隊員につきましては、現行の年額2,000円から

5,000円に改定するものであります。 

  附則をごらんください。 

  本条例の施行期日は、令和２年４月１日とするものであります。 

  なお、最後になりますが、本条例を今定例会へ提出するに際しまして、西川町特別職報酬

等審議会条例の規定に基づき、令和元年10月30日に、西川町特別職報酬等審議会を開催し、

本条例、説明申し上げました内容、妥当である旨の答申をいただいておりますことを申し添

えます。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

  以上であります。 
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○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結、討論を省略し採決します。 

  議第45号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第46号 西川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。 

  議事係長に議案を朗読させます。 

〔議事係長 朗読〕 

○古澤議長 担当課長の補足説明を求めます。 

  佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤俊彦君 登壇〕 

○佐藤総務課長 議第46号 西川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  お手元の議案書並びに新旧対照表の33ページをごらんいただきたいと存じます。 

  本条例は、人事院勧告及び山形県人事委員会勧告に基づき、一般職の職員の勤勉手当、給

料、住居手当を改正しようとするものであります。 

  新旧対照表の33ページ、見出しが勤勉と勤勉手当となっている第26条につきましては、勤

勉手当について、12月に支給する場合に乗じる率を現行の「100分の90」から「100分の95」

に改めるものであります。 

  続いて、別表第１、行政職給料表、40ページをお開きいただきまして、別表第２、医療職

給料表につきましては、職員の給料について改正し、初任給1,500円、20歳代までの若年層

1,500円から500円程度、管理職層が在職する６級を除く級、その他の級で200円または100円

を基本に、それぞれ引き上げるものであります。 

  議案書をごらんください。 

  ただいま申し上げましたのが、第１条でありまして、附則第２項のとおり、平成31年４月

１日から適用するものであります。加えて附則第３項のとおり、これまで支給された給与に

ついては内払いとみなすものであります。 
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  再び新旧対照表をごらんください。 

  新旧対照表の60ページ、見出しが住居手当となっている第14条の３につきましては、住居

手当について、手当の支給対象となる家賃の下限を１万2,000円から１万4,000円へ変更、手

当の上限を２万7,000円から２万8,000円へ、1,000円引き上げるものであります。 

  続いて、見出しが勤勉手当となっている第26条につきましては、職員の勤勉手当について、

再任用職員以外の職にあっては、６月期の支給月数を「100分の90」から「100分の92.5」に、

12月期の支給月数を「100分の95」から「100分の92.5」にそれぞれ改め、支給月数の平準化

を図るものであります。 

  議案書をごらんください。 

  ただいま申し上げましたのが、第２条でありまして、附則第１項のただし書きのとおり、

令和２年４月１日から施行するものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

  以上であります。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結、討論を省略し採決します。 

  議第46号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第47号 西川町水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  議事係長に議案を朗読させます。 

〔議事係長 朗読〕 

○古澤議長 担当課長の補足説明を求めます。 

  土田建設水道課長。 

〔建設水道課長 土田浩行君 登壇〕 

○土田建設水道課長 議第47号 西川町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について、

補足説明申し上げます。 

  本条例は、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定給水装置工事事業者の登録が
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５年ごとの更新制となったため、新たに更新手数料を定めるものであります。 

  更新手数料につきましては、新旧対照表62ページをごらんください。 

  新規登録の場合と同じ、１件につき5,000円とするものです。 

  附則で、本条例の施行日を公布の日からとするものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結し、討論を省略し採決します。 

  議第47号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ここで休憩します。 

  再開は11時10分といたします。 

 

休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○古澤議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  議第48号 令和元年度西川町一般会計補正予算（第３号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略し、担当課長の補足説明を求めます。 

  佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤俊彦君 登壇〕 

○佐藤総務課長 議第48号 令和元年度西川町一般会計補正予算（第３号）につきまして、補

足説明を申し上げます。 

  お手元の議案書の予算書をごらんいただきたいと存じます。 

  既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ527万5,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ49億4,007万円といたすものであります。 
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  初めに、歳出からご説明を申し上げます。 

  予算書の10ページ、３歳出をごらんください。 

  歳出につきましては、項ごとに表を作成いたしており、左から目、補正前の額、今回の補

正額、計、補正額の財源内訳、今回の節ごとの補正額、そして補正内容の説明の表といたし

ております。主に、補正内容の説明並びに補正額の財源内訳の特定財源の詳細につきまして

ご説明を申し上げます。 

  冒頭、各款にわたり人事院勧告及び山形県人事委員会勧告に基づく給与の改正並びに実績

額の精算に伴い、第２節給料、第３節職員手当等、第４節共済費の給与等に要する経費の組

み替えを行うものであることを申し上げます。 

  第２節給料、第３節職員手当等、第４節共済費の給与等に要する経費以外についてご説明

を申し上げます。 

  10ページの第２款第１項第１目一般管理費につきましては、臨時職員の公務災害に係る補

償費70万円を追加するもので、全額公務災害補償等基金からの繰入金を充てるものでありま

す。 

  第４目財産管理費につきましては、岩根沢小学校林立木売払に伴う地元配分金388万円、

さきにご可決を賜りました議第40号の損害賠償の予算となります、平成29年４月に発生した

西川町大字海味地内の町道黒森・海の宿線における事故の国民健康保険第三者行為に係る損

害賠償金38万9,000円をそれぞれ追加するもので、特定財源のその他426万9,000円につきま

しては、うち388万円は岩根沢小学校林立木売払金で、残りの38万9,000円は国民健康保険第

三者行為に係る賠償金全額を、町が加入しております総合賠償補償保険で補塡するものであ

ります。 

  第５目企画費につきましては、プリンタートナー購入費130万円を追加するものでありま

す。 

  11ページをごらんいただきまして、第４項第４目参議院議員選挙費につきましては、参議

院議員選挙に要する経費の事業費精算に伴い、報酬12万4,000円及び職員手当等39万6,000円

の合計52万円を、需用費31万1,000円及び備品購入費20万9,000円組み替えるものであります。 

  12ページをお開きいただきまして、第５項第13目経済センサス調査費につきましては、経

済センサス調査の調査客体数の減少により、調査員が減少となったことを受けて、山形県統

計調査チーム交付金が減額されたことに伴い、調査員報酬７万7,000円、消耗品費５万7,000

円、通信運搬費1,000円をそれぞれ減額し、費用弁償6,000円を追加するものであります。 
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  特定財源の国・県支出金12万9,000円の減額につきましては、申し上げました統計調査事

務交付金の減額であります。 

  第３款第１項第１目社会福祉費につきましては、13ページをごらんいただきまして、消費

に与える影響を緩和し、地域における消費を喚起することを目的として、住民税非課税者及

び３歳未満の子が属する世帯の世帯主を対象に、全国で実施しているプレミアム付商品券事

業の事業費精算に伴い、消耗品費40万円、通信運搬費12万円をそれぞれ追加し、システム改

修委託料12万円、プレミアム付商品券事務委託料40万円、プレミアム付商品券事業費交付金

3,250万円をそれぞれ減額するとともに、障害者自立支援事業の事業費精算に伴い、補装具

費30万円を追加するものであります。 

  特定財源の国・県支出金につきましては、プレミアム付商品券事業費補助金650万円の減

額、障害者自立支援給付費負担金22万5,000円の追加により、差し引き627万5,000円の減額。

その他の2,600万円の減額は、プレミアム付商品券販売収入金の減額であります。 

  第２目老人福祉費につきましては、介護保険特別会計繰出金1,378万6,000円を追加するも

のであります。 

  第２項第２目児童措置費につきましては、児童手当支給事業の平成30年度児童手当交付金

返還金３万9,000円を追加するものであります。 

  14ページをお開きいただきまして、４目児童福祉施設費の特定財源のその他、171万1,000

円の追加につきましては、西川保育園への町外在住の方の入園受託契約分担金であります。 

  第４款第１項第１目保健衛生総務費につきましては、保健センター維持管理事業の保健セ

ンター施設用修繕料５万円、天皇の即位礼正殿の儀が行われた10月22日が休日となり、休日

が１日ふえたことに伴い、一次診療休日当番委託料２万2,000円をそれぞれ追加するもので

あります。 

  15ページをごらんいただきまして、第３目環境衛生費につきましては、小山鉱山坑廃水処

理事業の非常用水中ポンプ購入費９万1,000円を追加するもので、特定財源の国・県支出金

につきましては、この備品購入に伴う休廃止鉱山公害防止等補助金７万8,000円の追加であ

ります。 

  第６款第１項第４目農業振興費につきましては、鳥獣被害対策に要する経費の事業費精算

に伴い、報償費、鳥獣被害対策実施隊出動手当として25万8,000円、農業振興担い手育成事

業の農林水産省の追加内示に伴い、農業次世代人材投資事業費補助金75万円、中山間地域等

直接支払い制度の協定農用地に住宅を建設したことに伴い、当該農用地に係る交付金の返還
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金２万9,000円をそれぞれ追加するものであります。 

  特定財源につきましては、国・県支出金として、農業次世代人材投資事業費補助金75万円

を追加し、その他の２万9,000円は中山間地域等直接支払い制度の返還金に伴う、協定集落

からの返還金であります。 

  16ページをお開きいただきまして、第７款第１項第３目観光費につきましては、観光施設

管理整備事業の事業費精算に伴い、日暮沢駐車場整備測量設計業務委託料50万円を、志津会

館構造耐力調査業務委託料へ組み替えるものであります。 

  第８款第２項第２目道路費維持費につきましては、道路維持管理業務委託料70万円を、町

道補修工事請負費へ組み替えるものであります。 

  17ページをごらんいただきまして、第３項第１目住宅管理費につきましては、町営住宅等

管理に要する経費の定住促進住宅公共下水道受益者負担金25万円を追加するものであります。 

  第４項第１目都市計画総務費につきましては、住宅建築支援事業の事業費精算に伴い、住

宅建築支援補助金300万円、公共下水道事業特別会計繰出金147万4,000円をそれぞれ追加す

るものであります。 

  第10款第１項、18ページをお開きいただきまして、第３目教育振興費につきましては、ス

クールバス運行に要する経費のスクールバス修繕料85万円を追加するものであります。 

  第４項第６目町民スキー場運営費につきましては、町民スキー場管理運営に要する経費の

町民スキー場放送設備修繕料18万6,000円を追加するものであります。 

  次に、歳入についてご説明を申し上げます。 

  ７ページ、２歳入をごらんください。 

  ただいま歳出の特定財源でご説明を申し上げました各事業の実施に伴い、７ページ下段か

ら８ページにかけまして、第15款県支出金70万7,000円、第16款財産収入427万円、なお、第

２項第３目出資金返還金収入39万円とありますが、これはキャプテン山形株式会社の自己株

式の取得により、本町が保有している同社の株式を買い戻すことに伴い発生する収入であり

ます。 

  ９ページをごらんいただきまして、第18款繰入金70万円をそれぞれ追加し、７ページにお

戻りいただきまして、第14款国庫支出金628万3,000円、９ページをお開きいただきまして、

第20款諸収入2,387万1,000円をそれぞれ減額し、不足する財源につきましては、第19款繰越

金1,920万2,000円を充てるものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようよろしくお願
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い申し上げます。 

  以上であります。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 補正予算書の13ページになりますけれども、第３款第１項第１目社

会福祉総務費であります。ここの負担金補助、つまりプレミアム商品券の事業であります。

今回の消費税の増額に伴いまして、低所得者並びに子育て世帯に対する消費税の影響の緩和

並びに消費喚起のために設けられた制度でございますけれども、これが当初予算では負担補

助が6,250万あったわけですけれども、今回52％減額して3,000万というふうになるわけです

けれども、この対象者の人数と、実際支給になった人数、世帯数ですかね。あと、もし減額

するに至った理由等わかれば教えていただきたいと思います。 

○古澤議長 答弁は奥山健康福祉課長。 

○奥山健康福祉課長 ３款１項１目の負担金補助及び交付金、このたび3,250万円の減額でご

ざいます。 

  ただいま荒木議員おっしゃられたとおりの事業内容でございますが、当初の対象を見込ん

でおりました人数が2,500名ほどでございました。お１人当たり２万円を支出していただき

まして、額面２万5,000円の商品券を購入していただくというような事業でございます。こ

の2,500名に対しまして、お１人当たり２万5,000円の購入をいただいた際の、ご使用いただ

いた分を商店さんのほうに、この交付金をもって支出をするという内容でございます。 

  今回の補正の減に当たりましては、実際に対象となる方につきましては、国からの事業内

容の詳細な通知がございましたのが今年度に入ってからということでございます。当初見込

んでおりました、予算を計上する際の関係では、町民税が課税されていない方ということで

対象者を把握しておりました。そのほかに３歳未満の子どもということでしたが、国から示

されました正式な対象者となりますと、課税されていない方及び課税されている方に扶養さ

れている場合は該当しないということの新たな対象の制度制限がございました。 

  その関係によりまして、本町におきましての対象者の見込みということで、2,500名見込

んでおりましたところが1,200名になるということで見込んでおります。差し引き1,300名の

方の分につきまして、今回減額をするということで計上させていただいているものでござい

ます。 

  なお、11月30日現在での、この商品券につきまして引きかえを実際に行っている方でござ
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います。非課税の方につきましては299名、それから子育ての世代、３歳以下の、３歳半の

子をお持ちの世帯主の方になりますが、21名分ということで、合わせまして584万円の販売

を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○古澤議長 １番、荒木俊夫議員。 

○１番（荒木俊夫議員） 非課税世帯プラス課税者に扶養されている方という方が対象外にな

るということでありましたけれども、それは生計的には課税されている方が持っているわけ

ですから当然なのかなというふうに思いますけれども。 

  ただ、対象者が2,500名から1,200名になったと。実際引きかえたのは300名ぐらいだとい

うことで、非常に少ないわけですけれども、ＰＲとかなさったと思いますけれども、そのＰ

Ｒの方法と、もし担当課でなぜこう皆さんしなかったのか、そういったところ、もし理由が

わかれば教えていただければと思います。 

  非常に消費税が上がって大変な方々に対しての措置なのに、利用されなかったということ

は、何かあるのかどうかなんですけれども、もしわかる範囲で教えていただければと思いま

す。 

○古澤議長 答弁は奥山健康福祉課長。 

○奥山健康福祉課長 現在の引きかえされている方の状況につきましては、約30％弱というこ

とで、本町におきましてはこういった数字であります。県内のほかの自治体を見ますと、

20％前後といった自治体も相当数あるということでございます。 

  本町におきましては、今後、まだ引きかえをされていない方、個別的に郵送での通知など

を行う予定でおりますし、お知らせ版その他、広報活動に努めてまいりまして、周知をさら

に進めていくということでございます。 

  なお、この引きかえが進まない理由の１つとして、１つのことですが、今回最大で２万円

を支出いただいて２万5,000円の商品券を購入することができるということでありますが、

まずは、お手元に２万円の現金、分割での購入もできることになっております。ただし、一

旦購入いただくには相当の現金を持ち合わせていないとという部分がございますので、分割

での購入もできるということも含めて周知をしてまいりたいと、そのように考えているとこ

ろでございます。 

  以上であります。 

○古澤議長 ほかございますか。 
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  ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） ２点ほど、ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

  まず、10ページの第２款総務費の中で財産管理費があるわけですけれども、その中で岩根

沢小学校林の立木売り払いに伴う地元配分金が388万とありますけれども、ちょっとこの内

容がわからないんで教えていただきたいんです。 

  今、どこでも伐期を迎えているような、区有林というか町有林があるわけでしょうし、そ

れとは違って学校林ということですので、その辺の状況を教えていただきたいというふうに

思います。 

  それから、これも確認も含めてなんですけれども、16ページの商工費の中で３目観光費が

ありますけれども、日暮沢駐車場の整備測量設計業務委託が組み替えということなんです。

ということは、日暮沢駐車場の整備の測量が終了したというような理解で、その分をという

ことなのか。そうしますと、それに伴って来年度、令和２年度ですか、着工に向けてできる

というようなことで考えてよろしいのかどうか、お願いしたいと思います。 

○古澤議長 １点目、佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいま佐藤耕二議員からご質問ありました、１点目の学校林につきまして、

私どものほうで整理しているところをお答えさせていただきたいと思います。 

  学校林につきましては、旧小学校等の児童が、山、林業と親しむというようなことを目的

としながら、かつて、昔から行っていた学校林というようなことになるかと思いますけれど

も、今回、補正予算のほうに含ませていただいております、旧岩根沢小学校の学校林がまず

１つでございます。あと２つ目には小山小学校の学校林、３つ目には旧大井沢小学校の学校

林というような形で、今現在３校の学校林を引き継いでいるというふうに、私どものほうで

は認識しておるところでございます。 

  今回、補正予算のほうに含ませていただいた岩根沢小学校の学校林につきましては、国の

ほうで売り払いを公に行いまして、それで得た収入、これにつきまして町のほうを通じまし

て、地元岩根沢区のほうに配当させていただくということで、388万円の予算を含ませてい

ただいておるというようなところでございます。 

  あと、申し上げました、そのほか旧小山小学校、旧大井沢小学校とあるわけでございます

けれども、旧大井沢小学校あたりでも、今後の考え等について、地元のほうからのお話もい

ただいているというような形で認識してございまして、令和２年度以降の中で動きは出てく

るのかなというふうに認識しておるところでございます。 
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  学校林については以上でございます。よろしくお願いします。 

○古澤議長 ２件は、志田商工観光課長。 

○志田商工観光課長 日暮沢の駐車場の整備関係について、ご説明を申し上げたいというふう

に思います。 

  日暮沢駐車場のところでありますが、予定としては、30台から40台のとめる駐車場の整備

ということで、本年度と来年度におきまして整備をしたいというところで計画をして、今、

着手予定でございます。基本的には順調に進んでいるというふうな認識でおるところであり

ますが、建設する場所につきましては、生態系の保護地域に入っているというようなところ

もございまして、今年度の業務といたしましては、そういった法手続の関係を、今進めてお

るところであります。 

  当初予定としては、その手続に加えて立木補償・立木伐採までできるのかなというところ

で想定をしておりましたが、なかなか法手続のほう、スケジュール的にもなかなかここは林

野サイドの協議はなお必要だといったところもございまして、若干当初よりはおくれており

まして、その部分については次年度に回すというようなことにさせていただくものでござい

ますけれども、今、来年度の恐らく10月ぐらいの完成というようなところでできるのではな

いかというふうに想定しておりますが、そういった関係でございますので、整備の状況につ

きましては支障があると思わなくて、今順調に進んでいるというところで、ご理解をお願い

したいというふうに思います。 

○古澤議長 ７番、佐藤耕二議員。 

○７番（佐藤耕二議員） 学校林の確認ですけれども、そうしますと、これ地元配分金という

ことは、学校林であってもそれぞれ、この場合は岩根沢区に入金されると。そこでは自由裁

量で使っても構わないという理解でよろしいんでしょうか。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  議員ご指摘のとおり、国と地元の配分といいますか、分収率等も定まっておりまして、地

元分については、町のほうを通じて地元のほうに配分させていただくという形になります。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○古澤議長 ほかございませんか。 

  ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 16ページ、商工費、３目観光費であります。 
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  今、佐藤耕二議員から質問あった内容と関連するんですが、志津会館のほうに組み替えと

いうようなことになるわけでありますけれども、志津会館の構造耐力調査というようなこと

に、この50万が使われるわけでありますけれども、この進捗状況ですね。 

  それから、地域として、この場所が確定されたのかどうか、その辺。 

  それから、これからの見通し等についてお尋ねをしたいというふうに思います。 

  それから、18ページであります。 

  10款１項３目であります、教育振興費でありますが、今回、スクールバスの修繕が85万と

いうような予算が置かれておりますが、大分スクールバスなど、あるいは路線バスも含めて、

非常に長い経過を経たバスが多くあるというふうにお聞きしております。 

  そういう中で、今回の該当するバスについて、修繕などを何回か繰り返していると思いま

すが、その辺どのぐらい修繕にかかっているのか、それからどのぐらい経過した車なのか、

それから更新の予定はいつなのか、お尋ねしたいと思います。また、それに関連してほかの

車も同様の車が多く存在すると思いますけれども、それらについてもわかればお知らせいた

だきたいというふうに思います。 

  ということは、やはり大きなバスで、例えばデマンドなどの利用が図られているというこ

ともありますし、ほかの市町村の状況を見ますと小型のバスで、あるいはハイヤーの、タク

シーの大型タクシーで運用するというところもふえているようでありますし、交代の時期に

向けた取り組みをすべきじゃないのかというようなことも含めまして、お尋ねしたいという

ふうに思います。 

○古澤議長 志津会館等々においての答弁は、志田商工観光課長。 

○志田商工観光課長 佐藤議員からの志津会館の現在の進捗状況、そして今後の見通しという

ようなご質問でございます。 

  志津会館につきましては、ご承知のとおりではございますが、昭和55年に建設されたとい

うところで、40年近く経過がしていると。老朽化というようなところ等がございまして、平

成27年に検討委員会を設置して、地元で検討した経過がされたというようなところでありま

す。 

  その中におきましては、公衆トイレの機能、それからバスの待合所機能、案内所機能、あ

とはポンプ庫もございますので、そういった機能を持ち合わせた建物というようなところで

結論が出されながら、建設場所につきましては同じ場所というようなところでの結論が出さ

れたというふうなところになっておるところであります。 
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  場所についてどうかというようなお話もご質問の中であるわけでありますが、そういった

話を受けながら、ことしになって、秋に関係する全戸数をちょっと回らせていただきながら、

確認もさせていただきましたが、やはりいろんなことを想定すると現在の場所というような

ところで、まずほとんどの方々については合意をされている。そこでよろしいというような

ところで、担当としては確認をさせていただいているところであります。 

  そういったことを受けながら、町といたしましては、なるだけ早く建設したいというよう

なことは従前から思っていたところでありますが、志津温泉の源泉の関係もございまして、

その場所の確定からすると、その志津会館についてはまだ場所を決められないのではないか

ということがあって、昨年度ボーリング調査なども予算いただいたところでありますが、ま

ずは温泉の源泉の関係に対応する必要があるというようなところがございまして、昨年度ボ

ーリング調査については見送らせていただいたというような経過があったところであります。 

  今年度一定の温泉関係についての位置が決まりまして、掘削をして、今順調に掘削もなっ

ているところでありますけれども、志津会館の建てるところとは場所を異にするというよう

なことが決まったことから、町としては、地元の要望どおり現在の場所において、なるだけ

早く建設したいというようなこともありまして、今回、今の構造、道路と同じ高さが１階、

その上に２階、道路の下のほうに地階部分があるわけでありますけれども、その地下の部分

については、今、鉄筋コンクリート構造になっておりまして、それが本当に使えるのかどう

かというような部分で、今回の耐力調査については、そういった内容の検討をしたいという

ふうに思っておりますが、そういったところをしっかり早目に結論を出しながら、冬場にお

いて地元の方々と平面プランなどの協議をさせていただきたいというふうに思っております。 

  次年度予算がいただけるんであれば、年度当初から実施設計、そして11月ごろに完成でき

ればというようなところで、町としては考えているところでございますので、よろしくお願

いいたします。 

○古澤議長 スクールバス修繕等に関して、安達学校教育課長。 

○安達学校教育課長 それでは、スクールバスの修繕内容について、ご説明をさせていただき

ます。 

  このたび、２台のスクールバスが、底面、床のほうですが腐食があったということで、40

万円程度の修繕を２台ということで、85万円の補正予算を組ませていただいたところです。

ほかにもエアコンの修繕ですとか、ヒーターの修繕２台分ですとか、これまで修繕費用がか

かっているところでございます。 
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  スクールバスを10台所有しておりますけれども、それぞれの修繕につきましては、一般修

繕といたしまして、ほとんど修繕していないものも中にはございますが、30万円から、また

予定ではございますが100万を超えるような修繕になるであろうというスクールバスも中に

はございます。 

  スクールバスの現在の年数ですけれども、１台につきましては15年目を迎えております。

そのほか９台につきましては８年目を迎えているスクールバスとなっております。このよう

に年々、１件当たりの修繕の費用もかかってきているというような状態で、毎年、修繕料が

増加しているような状態になっているところです。 

  スクールバスにつきましては、平成24年度の西川小学校開校に合わせまして、整備を図っ

ておりますが、そのまま10台を現在も所有しているというような状況でございます。児童・

生徒のほうも減少しているという現状もございますので、効率的な運行を行うということも

検討に入れながら、庁内の各課、担当課とも調整を図りまして、今後購入計画も検討して、

計画を立てながら更新を進めていきたいと考えているところです。 

○古澤議長 ８番、佐藤幸吉議員。 

○８番（佐藤幸吉議員） 観光費のほうですが、志津会館について、今の答弁からしますと、

同じ場所でというようなことでの方針が決定されているようでありますし、いろいろ意見の

あるところでありますけれども、建物だけの問題で、その志津会館の機能を発揮することが

できるのかというようなこと、あるいは観光地の目玉になる場所でありますし、やはりもっ

と角度の広い利用価値というものを検討する必要があるような感じがいたします。 

  ３階、山層による利用が図られるということもありますし、トイレであるとかポンプ庫で

あるとか、会館の機能ももちろん果たさなければならないというようなこともあるでしょう

し、果たして目いっぱいの建物になるのかなというふうに思いますし、やはり町民の一つの

憩いの場所になるような見通しというものをつける必要があるのかなと、こういうふうに思

いますが、その辺の、来年は実施設計並びに11月には完成というような見方も、今、答弁あ

りましたんですが、そういう方向で町としてもいいのかどうか、もう少し検討の余地ないの

かというようなことを、ちょっと質問をしたいと思います。 

○古澤議長 答弁は志田商工観光課長。 

○志田商工観光課長 建物を建てかえるというようなところだけでいいのかというようなとこ

ろでございますが、もちろん、志津の玄関口、月山の玄関口というふうなところでございま

すので、そういった可能性はもちろん追求しながら、これからその平面プランとかやってい



－180－ 

かなきゃならないというふうに思っております。 

  ただ、検討委員会の中でもシンボリックな建物とかというような意見も出されているのも

承知をしているところでありますが、場所を見ますと、なかなか後ろのほうにセットバック

をして、後には川があるとか、そういった部分もあって、面積的にはなかなかそう大きくと

れないというような部分なんかもありますし、あとは、やはり日本一の雪というようなとこ

ろもございまして、雪処理の問題なんかを考えた場合には、やはりどうしてもシンボリック

な建物というのはなかなか難しいのではないかというような考え方を持っておりまして、そ

ういった考え方につきましても、志津の方々にもお話をしながら進めてはいるところであり

ますが、なおこの冬、基礎的な調査を踏まえながら、どういったところまでできるのかとい

うことについては、今後十分に検討させていただくというところでは考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） 最後の18ページ、教育費の社会教育費、総務費、ここの手当で時

間外手当111万2,000円、これ今回の補正予算の時間外手当で、社会教育の総務費が断トツに

多いわけですけれども、９月なんかも決算議会で話出したんですが、働き方について、あい

べ方は土日も相当出勤されているというふうなことですけれども、できればいろいろ組みか

えして、労働環境を改善していただければなというふうに、前から思っておったんですけれ

ども、その辺についてはいかがなもんでしょうか。 

○古澤議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 ただいまの菅野議員のご質問でございますが、社会教育費の時間外勤務手当

の額についてのお問い合わせでございます。 

  冒頭、議員からもございましたように、職員のいわゆる効率的な業務の遂行というのは、

平素より心がけておるところでございます。このご質問の時間外の部分につきましては、当

然、交流センターあいべ、生涯学習課の職員の精査というものもございますが、それ以上に

大きいのは、今回、カヌー大会の全国大会等も開催されたというようなこともございまして、

それについては生涯学習課のみならず、役場の課、当初横断的に職員をお願いして、配置し

て、大会を実施しているということもございまして、それらの職員に係る時間外手当につい

ても、この中で支給しているというようなこともございますので、生涯学習課の職員のみな

らず、そういった全国大会のカヌー大会や、あるいはイベント等の分も含んでいるというこ

とでご理解いただきたいと存じます。 
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  なお、返す返すになりますが、議員からもご指摘いただいたように、生涯学習課イベント、

土曜日・日曜日の勤務の多い公所ではございますが、町といたしましても、当然、職員の健

康管理も含めながら、今後なお一層配慮していきたいというふうには考えておるところでご

ざいますので、よろしくご理解いただきたいと存じます。 

  以上です。 

○古澤議長 ４番、菅野邦比克議員。 

○４番（菅野邦比克議員） わかりました。 

  一応、各課の職員についても、ここから出したというふうな理解だと思いますけれども、

あいべの職員も若い方も結構いらっしゃいますので、家庭を持っておられる方もいらっしゃ

いますので、ぜひ休日・休暇等について一緒に行動したいという方もいらっしゃると思いま

すので、その辺の管理については十分検討していただければというふうに思っております。

よろしくお願いします。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） 私も、先ほどの商工費の観光費で志津会館のということで、先ほど

佐藤幸吉議員の質問に対しての答弁があったわけですけれども、50万ということで、構造耐

力の調査というのはどういうことなのかなと思ったところ、昭和55年に建てた地下部分のコ

ンクリート、鉄筋コンクリートの構造物が使えるか使えないかというようなことを調査する

というようなことの答弁だったわけですけれども、例えばもし使えなくなった場合、またそ

れを壊して、またボーリング等をやらなければいけないのか。例えばもし使えるというふう

になった場合、建物というのはある程度限定した建物でないと、それを利用すれば、ある程

度要望に応えるかどうかわかりませんけれども、限定されてくるのかなということもありま

す。 

  今から調べるということは、冬場、今から調べるということなんでしょうけれども、その

中にどの程度まで、外部も含めて調査できるのかどうか。そこら辺、何か無駄にならなけれ

ばいいんですけれども、そこら辺のただ単に構造的なものをチェックするんだということじ

ゃなくて、将来を見越したそのチェック、お金の使い方がどうなっているのかお聞きしたい

と思います。 

○古澤議長 答弁は志田商工観光課長。 

○志田商工観光課長 今回の耐力調査、組み替えで50万円のお願いをしているわけでございま

すが、地階部分、地下の部分につきましては、鉄筋コンクリート構造で40年ほど経過をして



－182－ 

おると。私の少ない知識の中では、鉄筋コンクリート構造物そのものが、50年ちょっとぐら

いの歴史だというふうに聞いておりまして、そういった意味では、橋なども補強などもされ

ながら使っていくというふうな例も聞いておるところでございます。 

  そういったことを考えると、40年前に建設した構造物については、やはり専門的な見地か

らこれを見ていただかないと、なかなか難しいというふうなところを、まずは感じていると

ころであります。地元の方から聞くと、若干沈んでいる箇所も、ほんの少しあるというふう

な話もちょっと聞くところでもございますが、それにつきましては、専門的な見地から見て

いただきたいというふうなことで、まずはお願いをしたいというようなところで考えている

ところであります。 

  もしその構造物、使えるということであれば、面積的にいっても同じ場所ということであ

れば、前後も含めて横も含めて、なかなか拡大的な利用ができない、広げることもできない

というふうな場所であるというふうなところで思ってはおるところでありますけれども、あ

そこの構造物、使えない場合につきましては、やはり一旦、基礎を掘削すると、まだ基礎が

弱くなる部分なんかもあるので、それは多分基礎だけは少し残して、余りその土を触らない

ような形での建て方もあるのではないかというふうに思いますが、基本的には、面的な利用

についてはある程度制約がされるのではないかというようなところは考えているところであ

ります。 

  使えれば、財源的にもそこは節約できるというようなところがありますので、そういった

部分を、今回耐力調査としてお願いしたいというふうに考えているところです。 

○古澤議長 ２番、佐藤仁議員。 

○２番（佐藤 仁議員） 調べてみるのは結構だと思いますが、ちなみに一番年数がもつのは

木造です。鉄筋コンクリートでは余り期待しないほうがいいかなと思います。 

  やっぱりどうせつくるんだったらというふうな地元の意向も確かに出てくると思うんです。

そこをもとの基礎云々を使ってやる、確かに使えるものは使うというのは大変結構なことだ

と思うんですが、ある程度その上のほうの、上屋のほうの平面プランとか何かが限定されて

くるとなると、せっかくつくるものに関して、また制約が出てくるということのないように、

また、この50万がしっかり生き、たとえ50万、大した大きい金額ではないかもしれませんけ

れども、趣旨はわかりますけれども、後でやっぱりということのないように、ひとつよろし

くお願いしたいなと思います。 

○古澤議長 ほかございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結し、討論を省略し採決します。 

  議第48号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第49号 令和元年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略し、担当課長の補足説明を求めます。 

  飯野町民税務課長。 

〔町民税務課長 飯野 勇君 登壇〕 

○飯野町民税務課長 議第49号 令和元年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について、補足説明を申し上げます。 

  議案書の補正予算書案をごらんください。 

  事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ626万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５億8,103万1,000円とするものであります。 

  ４ページをごらんください。 

  歳出から申し上げます。 

  第１款第１項第１目の一般管理費については、給料及び職員手当等の経費見直しによる組

み替えを行うものであります。 

  ９款第１項第３目の償還金につきましては、平成30年度事業実績が確定したことにより、

山形県国民健康保険給付費等交付金の超過分について、山形県に返還するために626万円を

追加するものであります。 

  歳入につきましては、382万1,000円は、第９款第３項第７目の山形県国民健康保険団体連

合会からの保険給付費等交付金返還金で、残額の243万9,000円は、第８款第１項第１目の繰

越金で対応するものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結し、討論を省略し採決します。 
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  議第49号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第50号 令和元年度西川町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略し、担当課長の補足説明を求めます。 

  土田建設水道課長。 

〔建設水道課長 土田浩行君 登壇〕 

○土田建設水道課長 議第50号 令和元年度西川町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について、補足説明を申し上げます。 

  既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ172万4,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億8,388万6,000円といたすものであります。 

  歳出からご説明いたします。 

  ４ページをお開きください。 

  第２款第１項第１目環境管理費について、第12節役務費8,000円、第15節工事請負費171万

6,000円を追加するものであります。マンホールポンプ場の稼働状況を確認するための通報

装置２カ所が故障したため、このたび通信回線をアナログ無線を使用したものから、携帯電

話回線を使用したものに更新し、通報装置の工事を行うものです。 

  歳入については、第２款第１項第１目公共下水道受益者負担金25万円を追加し、マンホー

ルポンプ場の通報装置の更新工事は、第４款第１項第１目一般会計繰入金147万4,000円で対

応するものであります。 

  以上でありますので、よろしくご審議をいただき、ご可決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結し、討論を省略し採決します。 

  議第50号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立であります。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 



－185－ 

  本日、ここで本来ならば、12時が過ぎまして昼食の時間でございますけれども、午後から

の日程もございますので、申しわけございませんけれども、引き続き会議を続行いたします。 

  議第51号 令和元年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略し、担当課長の補足説明を求めます。 

  奥山健康福祉課長。 

〔健康福祉課長 奥山純二君 登壇〕 

○奥山健康福祉課長 議第51号 令和元年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて、補足説明申し上げます。 

  既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,322万3,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７億6,811万4,000円といたすものであります。 

  歳出から申し上げますので、補正予算書の７ページをお開き願います。 

  ２款１項１目介護サービス等諸費につきましては、居宅介護サービス給付費の通所介護利

用者の増加等に伴い2,000万円を追加し、２款２項１目介護予防サービス等諸費につきまし

ては、地域密着型介護予防サービス給付費100万円、介護予防福祉用具購入費10万円、介護

予防住宅改修費10万円を、それぞれ実績見込みに伴い追加し、２款６項１目特別給付費につ

きましては、一般財源から国庫支出金への財源の組み替えを行い、次に８ページをお開きく

ださい。 

  ５款１項３目償還金につきましては、平成30年度介護給付費国庫負担金及び地域支援事業

交付金の実績報告に伴う返納金1,202万3,000円の追加であります。 

  次に、歳入につきましてご説明いたしますので、５ページをごらんください。 

  １款１項１目第１号被保険者保険料につきましては、今年度の実績見込みにより401万

1,000円の追加。 

  ３款１項１目介護給付費負担金及び３款２項１目調整交付金につきましては、歳出の保険

給付費の追加に伴い、国庫支出金の負担割合による歳入の追加を行い、国保保険者機能強化

推進交付金は交付額の決定に伴い、88万7,000円を追加し、次に、６ページをお開きくださ

い。 

  ４款支払い基金交付金、５款県支出金、７款繰入金の現年度分は、歳出の保険給付費の追

加に伴いそれぞれの負担割合による歳入の追加を行い、７款１項一般会計繰入金の過年度分

は、歳出の平成30年度介護給付費及び地域支援事業交付金の実績報告に伴う返納金の財源と

して追加を行うものであります。 
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  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し

上げます。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結、討論を省略し採決します。 

  議第51号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第52号 令和元年度西川町病院事業会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略し、担当課長の補足説明を求めます。 

  松田病院事務長。 

〔病院事務長 松田憲州君 登壇〕 

○松田病院事務長 議第52号 令和元年度西川町病院事業会計補正予算（第１号）について、

補足説明申し上げます。 

  ２ページをごらんください。 

  １款病院事業費用、１項医業費用、２目材料費から346万1,000円を３目経費に組み替えす

るものです。 

  内容といたしましては、本年度に入りＣＴ装置本体の冷却ファン故障や病院車庫シャッタ

ーのモーター交換、遠隔読影機器の通信設備の故障など、予期しない修繕が多数発生し、緊

急に対応しており、また、現在もボイラー１号炉の真空モーター関係や透析機器の修繕が発

生しており、それらに対応するものであります。 

  １ページをごらんください。 

  ３条収益的支出は、予算の組み替えにより同額とするものであります。 

  以上のとおりでございますので、よろしくご審議賜り、ご可決くださいますようお願い申

し上げます。 

○古澤議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 本案に対する質疑を終結、討論を省略し採決します。 

  議第52号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎請願の審査報告 

○古澤議長 日程第２、請願の審査報告を議題とします。 

  請願第２号 次期食料・農業・農村基本計画に関する請願について、委員長の報告を求め

ます。 

  産業建設常任委員長、佐藤幸吉議員。 

〔産業建設常任委員長 佐藤幸吉議員 登壇〕 

○産業建設常任委員長（佐藤幸吉議員） 産業建設常任委員会に付託されました請願について、

審査報告を申し上げます。 

  お手元にお配りしてある請願審査報告書のとおりでありますが、朗読し、委員長報告にか

えさせていただきます。 

  １ 件名 

  請願第２号 次期食料・農業・農村基本計画に関する請願 

  ２ 付託年月日 

  令和元年12月２日 

  ３ 審査の結果 

  願意は正当と認め「採択」 

  ４ 委員会の意見 

  本委員会において慎重に審議した結果、全員賛成をもって上記のとおり処理することを適

当と認める旨決しました。 

  以上のとおり報告申し上げましたが、十分ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上

げます。 

○古澤議長 ただいまの委員長報告に対し、質疑、討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 質疑、討論なしと認め、採決します。 
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  本請願に対する委員長の報告は採択です。 

  請願第２号は委員長の報告のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、請願第２号は委員長報告のとおり採決することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議員派遣について 

○古澤議長 日程第３、議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  お手元に配付しております議員派遣計画に基づき、派遣することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 異議なしと認め、議員派遣については原案のとおり決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会中の継続審査申出 

○古澤議長 日程第４、閉会中の継続調査申出を議題とします。 

  議会運営委員長から、会議規則第73条の規定によりお手元に配付しております閉会中の継

続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 異議なしと認めます。 

  よって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◎日程の追加 

○古澤議長 ただいま８番、佐藤幸吉議員から発議第２号が提出されました。 

  ここで議案書を配付します。 

〔議案書配付〕 

○古澤議長 これを議事日程に追加し、議題にしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 異議なしと認めます。 

  よって、これを議事日程に追加し、追加日程第５、発議第２号 次期食料・農業・農村基

本計画に関する意見書とします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎意見書の提出について 

○古澤議長 追加日程第５、発議第２号 次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書を議

題とします。 

  議事係長に議案を朗読させます。 

〔議事係長 朗読〕 

○古澤議長 提出者の説明を求めます。 

  ８番、佐藤幸吉議員。 

〔８番 佐藤幸吉議員 登壇〕 

○８番（佐藤幸吉議員） 次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書でありますが、ただ

いま、議事係長が朗読したとおりであります。 

  提出先につきましては、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣及び農林水産

大臣であります。 

  内容を十分ご審議され、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○古澤議長 本案に対する質疑、討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○古澤議長 質疑、討論なしと認め、採決します。 
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  発議第２号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○古澤議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉議・閉会の宣告 

○古澤議長 以上で本定例会に付議された事件は全て終了しました。 

  会議を閉じ、令和元年度西川町議会第４回定例会を閉会します。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ０時３２分 

 


